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はじめに 

薬学修業年限延長に関する中央教育審議会の答申「薬学教育の改善・充実について」（平成 16 年

2 月）には、新しい薬学教育に対する第三者評価の必要性に関して以下のように記載されている。

「医療人の養成を目的とする分野は、国民の命を預かり、健康を確保するという重大な任務を負う

人材を養成することから、その教育研究等の状況に関する社会の関心も高い。今般、特に薬学教育

については、修業年限が延長されることに伴い、その趣旨を踏まえた質の高い教育が行われている

ことを確認していく必要がある。教養教育が十分に行われているか、医療薬学教育を充実させた専

門教育が適切に行われているか、実務実習が適切な指導体制の下に「実務実習モデル・コアカリキ

ュラム」を踏まえて行われているか、など、社会からの要請に応えた医療の担い手としての薬剤師

の養成のための教育が行われていることについて十分な検証と適正な評価を行うことが求められ

る。このため、薬学教育については、薬学教育の関係者や職能団体、企業の関係者のみならず、薬

学関係以外の者の参画も得つつ、早急に第三者評価を実施するための体制が整備される必要があり、

その組織、評価の基準、方法等について十分な検討を進めるべきである。」さらには、衆議院、参

議院での年限延長に関する法改正においても、第三者評価の実施が付帯決議として要請された。 

このような要請に基づき、日本薬学会と全国薬科大学長・薬学部長会議は協力して第三者評価の

実施準備に取組んできた。平成 17 年度は科学研究費補助金(基盤研究 C (企画))により「薬剤師養

成を目的とした大学教育に対する外部評価システムの構築のための基盤研究」を実施し、さらに委

員会や作業部会による検討を重ね、平成 18 年秋には全国薬科大学・薬学部に提案できる「第三者

評価 評価基準案」がほぼ完成した。次のステップとして計画していた「評価基準案の公開と意見

聴取」、「第三者評価実施体制の構築準備」に関する取組は時機を得て、文部科学省から日本薬学会

への「認証評価に関する調査研究」委託事業として、平成 18 年 11 月 24 日から平成 19 年 3 月 31 

日までの委託期間で採択された。本事業を推進するための新たな組織として、薬学教育第三者評価

実施小委員会が日本薬学会薬学教育改革大学人会議の第三者評価検討委員会と全国薬科大学長・薬

学部長会議の第三者評価実施委員会のもとに設置された。本実施小委員会は、平成 18 年度の事業

として「第三者評価実施機関の実地調査」、「薬学教育第三者評価に関する説明会」、「薬学教育第三

者評価 評価基準案に関するアンケート調査」を実行してきた。 

平成 18 年度に引き続き 19 年度も日本薬学会の第三者評価に関する取組は、文部科学省「大学評

価研究」委託事業に「薬学教育（6 年制）第三者評価実施システムの構築に関する研究」というテ

ーマで採択された。委託期間は平成 19 年 10 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までであった。今年

度も第三者評価実施小委員会が中心となり、委員会（8 回）と作業部会（7 回）での検討を重ね、

さらに勉強会（平成 19 年 10 月 30・31 日）、ワークショップ（平成 20 年１月 27 日：各大学より 1

名、日本薬剤師会・日本病院薬剤師会より各 5名）、薬学教育評価に関する説明会（平成 20 年 3 月

5 日・7 日：206 名が参加）を開催し、事業を推進してきた。これら平成 19 年度大学評価研究委託

事業を行った成果について、まとめることができたのでここに報告する。 
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薬学教育（6 年制）第三者評価実施システムの構築に向けた取組と成果 

１．「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準－平成 19 年度版」の策定 

薬学教育第三者評価の評価基準案の作成は平成 17 年度に始められ、以来 3 年間にわたって日本薬

学会薬学教育改革大学人会議、全国薬科大学長・薬学部長会議、科学研究費研究班、文部科学省調査

研究委託事業等を基盤として進められてきた。日本薬学会第三者評価実施小委員会は、文部科学省の

平成 18 年度認証評価調査研究ならびに平成 19 年度大学評価研究委託事業の一環として、「薬学教育

（6 年制）第三者評価 評価基準案」に対する各大学からの意見を反映させるべく広くアンケートを

行い、その結果を取り纏めた（参考資料 2）。本小委員会では、アンケートによって得られた各大学の

意見を十分に反映させた改訂案を、「薬学教育（6年制）第三者評価 評価基準－平成 19 年度版」（参

考資料 1）として提案した。あわせて、評価基準内容に関する議論を、現時点で一旦休止し、本評価

基準の妥当性については、自己点検および第三者評価トライアルを実施することにより検証し、検証

結果によっては改めて基準の改訂について検討することとした。 

これらの提案は、第 1回第三者評価合同委員会（全国薬科大学長・薬学部長会議第三者評価実施委

員会、日本薬学会薬学教育改革大臣会議第三者評価検討委員会との合同会議：平成 19 年 11 月 16 日）

での協議を経て、平成 19 年 12 月 6 日に全国薬科大学長・薬学部長会議において承認された。 

 

２．「薬学教育（6 年制）第三者評価実施要綱（案）」の策定 

従来の薬学教育第三者評価に関する取組は評価基準の策定が中心であったが、上記の通り「薬学教

育（6年制）第三者評価 評価基準－平成 19 年度版」を取り纏めることができたので、次に実施要綱

（案）の策定に取り組んだ。 

実施要綱（案）は「薬学教育（6 年制）第三者評価に関する勉強会」（平成 19 年 10 月 30・31 日）

を開催し（参考資料 4）、ワークショップ形式で原案を作成した。その後、本委員会および作業部会に

おいて内容に関する検討を重ねた。平成 20 年 2 月時点における「薬学教育（6年制）第三者評価実施

要綱（案）」（参考資料 3）を第 2回第三者評価合同委員会（平成 20 年 2 月 29 日）に提示したところ、

多くの有用な意見が寄せられた。実施体制のありかた、評価することによって改善が促されると期待

できる多段階評価の導入等の重要性については繰り返し討議された点である。 

「薬学教育（6年制）第三者評価実施要綱（案）」の概要は本年度事業で提示することができたので、

平成 20 年度は新設される「薬学教育評価機構」においてより詳細な検討が行われることとなる。 

 

３．「第 1 回薬学教育（6年制）第三者評価に関するワークショップ」の開催 

本第三者評価の実施においては、「薬学教育（6年制）第三者評価実施要綱（案）」に示す通り、「評

価基準に基づく評価」、「自己評価に基づく評価」などを基本的方針としている。そこで、「評価基準

に基づく自己点検・自己評価」、そして「評価基準に基づく第三者評価」に対する各大学の理解と意

識を高める目的で、「第 1 回薬学教育（6 年制）第三者評価に関するワークショップ」を平成 20 年 1

月 27 日に開催した。参加者は 69 大学 70 校の自己点検・自己評価担当教員（各大学 1 名）と、日本
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薬剤師会（代表 5 名）、日本病院薬剤師会（代表 5 名）で、実行委員などを合わせ 99 名が集い、9 班

に分かれて活発な議論が行われた。 

本ワークショップでは、「薬学教育（6年制）第三者評価の実施に向けて」というテーマのもと、い

くつかの基準を取り上げ、個々の評価基準についてどのように評価するのかを考え討議した結果は、

ワークショップ報告書としてまとめた（参考資料 5）。本ワークショップは第三者評価の実施に向けた

マニュアル作成の第一歩として、また評価者研修の機会としても有用であった。 

 

４．「自己評価 21」の実施概要（案）の策定 

「薬剤師養成のための薬学教育実務実習の実施方法について」（http://www.mhlw.go.jp/bunya/ 

iyakuhin/yakuzaishi/dl/yakuzaishi-c.pdf）が平成 19 年 5 月に厚生労働省医薬食品局によってまとめ

られた。本まとめにおいては、薬剤師資格をもたない薬学生が参加型実務実習を行う条件として「患

者の同意」、「目的の正当性」、「行為の相当性」が要求されている。このうち薬学生の「行為の相当性」

を担保する条件の一つとして、「実務実習を行う薬学生の資質の確認」があげられている。「実務実習

を行う薬学生の資質の確認」のためには、「事前学習の十分かつ適切な実施」、「薬学共用試験の適正

な実施」、「各大学の 6年制薬学教育に対する第三者評価」が必要とされている。 

以上の背景のもと各大学が平成 22 年度に 6年制薬学教育一期生の実務実習を実施するにあたり、

上記の実務実習実施条件を満たすためには、平成 21 年度内に第三者評価若しくはそれに準ずる方法

により、各大学で質の高い 6年制薬学教育が行われていることを客観的に確認し、社会に対する説明

責任を果たす必要がある。そこで第三者評価実施小委員会では、平成 19 年 10 月 30、31 日に開催さ

れた第三者評価勉強会での議論を踏まえ、平成 21 年度に各大学において「薬学教育（6年制）第三者

評価 評価基準－平成 19 年度版」に基づいた自己評価（以下「自己評価 21」という）の実施を提案

することとした。 

「自己評価 21」を実施することについては、第 1回第三者評価合同委員会（平成 19 年 11 月 16 日）

での協議を経て、平成 19 年 12 月 6 日に全国薬科大学長・薬学部長会議において総意を得た。これを

受け本小委員会では「自己評価 21」の実施方法や内容について検討を行い、実施概要（案）を取り纏

めた（参考資料 6）。本案は、第 2回第三者評価合同委員会（平成 20 年 2 月 29 日）での協議を経て、

「薬学教育評価に関する説明会（3月 5日、7日）」において各大学に提案された。今後、各大学から

寄せられた意見を参考に必要に応じて修正を加え、平成 20 年 5～6月に開催予定の全国薬科大学長・

薬学部長会議において最終的な了承を得る予定である。 

「自己評価 21」は各大学が「薬学教育（6年制）第三者評価 評価基準－平成 19 年度版」に基づ

いた自己評価を実施する機会を提供する。各大学が評価基準に基づく自己評価を円滑に実施できるよ

うに、薬学教育評価機構は平成 20 年 12 月までに「自己評価実施要項」を作成する必要がある。 

 

５．「薬学教育評価に関する説明会」の開催 

平成 19 年度における本小委員会の取組と成果を報告すると共に「自己評価 21」実施概要（案）を

提示する目的で「薬学教育評価に関する説明会」を開催した。プログラム第一部では、第三者評価実

施システム構築と「自己評価 21」の実施について説明し、第二部では法科大学院の認証評価を実施し

ている日弁連法務研究財団と日本薬剤師会より特別講演をいただいた（参考資料 4－1）。3月 5日は
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京都、3月 7日は東京で開催したところ、薬系大学からの参加者は 71 大学 165 名で、他の機関及び関

係者を含めると参加者は計 206 名であった（参考資料 4－2）。総合討論の時間では、第三者評価実施

システムならびに「自己評価 21」実施概要（案）について質問が寄せられた。質疑応答によって第三

者評価ならびに「自己評価 21」に関する理解がさらに深まったものと期待される。2回の説明会にお

ける出席者からの主な質問とそれに対する回答あるいはコメントは参考資料 4－2としてまとめた。 

 

６．薬学教育評価機構の設立準備 

薬学教育第三者評価の実施体制を構築し、制度を確立するためには、評価実施機関を決定すること

が必須である。本小委員会では、平成 18 年度に実施した既存の評価機関の訪問調査結果を解析し、

薬学教育第三者評価の実施機関について検討を重ねた結果、新たな評価機関を法人として設置するこ

とが適当であると判断するに至った。そこで、第 1回第三者評価合同委員会（平成 19 年 11 月 16 日）

での協議を経て、全国薬科大学長・薬学部長会議（平成 19 年 12 月 6 日）に「薬学教育に関する第三

者評価機関の設置」を提言した結果、「薬学教育評価機構」の設立が決議された。設立準備組織とし

ては、全国薬科大学長・薬学部長会議の下部組織として、薬学教育評価機構設立準備委員会の設置が

承認され、同委員会（井上圭三委員長）が組織された。本小委員会は薬学教育評価機構の設立準備に

向けた情報収集と論点の整理を行い、設立準備委員会に審議内容の提案を行っている。 

薬学教育評価機構の組織形態としては NPO 法人（特定非営利活動法人）が適当であろうとの考え方

で平成 19 年末までは準備を進めてきた。一方、公益法人制度改革関連３法の完全施行が平成 20 年 12

月 1 日に予定され、税制改正案が平成 19 年 12 月に公表されて第 169 回通常国会で審議されている。

組織形態は今後の機構運営に大きな影響を与えることが予想されるため、さらに詳細な調査と検討を

行っている。薬学教育評価機構が実施する事業内容、法人制度改革、税制改正案を考慮すると、平成

20 年 12 月以降の新法人制度下では NPO 法人ではなく一般社団法人（非営利型）が適当であると考え

ているが、本件に関しては今後さらに慎重に検討を重ねる必要がある。 

薬学教育評価機構は平成 20 年 4 月に任意団体として活動を開始し、評価機関としての組織体制を

整えつつ、法人化の準備、「自己評価 21」への対応、評価者養成などを実施する予定である。なお、

薬学教育評価機構の事務所は日本薬学会長井記念館に設置されることとなった。 

 

７．今後の課題 

薬学教育（6年制）に関する第三者評価の実施に向けた取り組みは、平成 20 年 4 月以降、薬学教育

評価機構を中心として実施されることとなる。薬学教育（6年制）第三者評価に関して平成 20 年度に

実施すべき課題をあげておくと、以下のような内容が考えられる。 

【実施体制の構築】 

・薬学教育評価機構における組織体制を整備する。 

・「薬学教育(6 年制)第三者評価実施要綱（案）」の内容、特に実施体制、評価結果の表し方（多段階

評価の導入）と公表方法などについて検討し、「薬学教育(6 年制)第三者評価実施要綱」を確定する。 

・平成 22 年度以降の「自己評価 21」の点検実施方法について具体的に検討する。 
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【「自己評価 21」の準備】 

・「自己評価 21」実施概要（案）に対する意見をまとめ、必要に応じて改定を行う。 

・平成 21 年度に各大学で実施する「自己評価 21」に向けて、平成 20 年 12 月までに「自己評価実施

要項」を作成する。 

・「自己評価実施要項」に関する説明会を平成 21 年１月に開催し、「自己評価実施要項」対する質問、

意見を聴取する。寄せられた質問・コメントに対する回答をまとめた Q&A 集を作成し公表する。 

【評価者の育成】 

・各大学の自己評価担当者を対象とした研修会を開催する。 
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【評価基準と観点について】 

 
評価基準は，薬剤師養成課程として満たすことが必要と考えられる要件及び当該学

部・学科の目標に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたも

のである。 
基準は，その内容により，次の２つに分類される。 

（１）各学部・学科において，定められた内容が満たされていることが求められるもの。 
例 「・・・であること。」「・・・されていること。」 等 

（２）各学部・学科において，少なくとも，定められた内容に関わる措置を講じているこ

とが求められるもの。 
例 「・・・に努めていること。」 等 

 
観点は，各基準に関する細則，各基準に係わる説明及び例示を示したものである。 
観点は，その内容により，次の３つに分類される。 

（１）各学部・学科において，定められた内容が満たされていることが求められるもの。 
例 「・・・であること。」「・・・されていること。」 等 

（２）各学部・学科において，少なくとも，定められた内容に関わる措置を講じているこ

とが求められるもの。 
例 「・・・に努めていること。」 等 

（３）各学部・学科において，定められた内容が実施されていれば，評価において「優れ

ている」と判断されるもの。  
例 「・・・が望ましい。」 等 
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理念と目標 

１ 理念と目標 

【基準 １-１】 

各大学独自の工夫により，医療人としての薬剤師に必要な学識及びその応用能力並びに

薬剤師としての倫理観と使命感を身につけるための教育・研究の理念と目標が設定され，

公表されていること。 

【観点 １-１-１】理念と目標が，医療を取り巻く環境，薬剤師に対する社会のニー

ズ，学生のニーズを適確に反映したものとなっていること。 

【観点 １-１-２】理念と目標が，教職員及び学生に周知・理解され，かつ広く社会

に公表されていること。 

【観点 １-１-３】資格試験合格のみを目指した教育に偏重せず，卒業研究等を通じ

て深い学識及びその応用能力等を身に付けるための取組が行わ

れていること。 

 

【基準 １-２】 

理念と目標に合致した教育が具体的に行われていること。 

【観点 １-２-１】目標の達成度が，学生の学業成績及び在籍状況並びに卒業者の進

路及び活動状況，その他必要な事項を総合的に勘案して判断され

ていること。 
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教育プログラム 
２ 医療人教育の基本的内容 
(２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

【基準 ２-１-１】 

医療人としての薬剤師となることを自覚させ，共感的態度及び人との信頼関係を醸成す

る態度を身につけさせ，さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教育が体系的

かつ効果的に行われていること。 

【観点 ２-１-１-１】全学年を通して，医療人として生命に関わる薬学専門家に相

応しい行動をとるために必要な知識，技能，及び態度を身に

つけるための教育が行われていること。 

【観点 ２-１-１-２】医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸成

する教育が行なわれていること。 

【観点 ２-１-１-３】医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，立

場，環境を理解し，相互の信頼関係を構築するために必要な

知識，技能，及び態度を身につけるための教育が行われてい

ること。 

【観点 ２-１-１-４】単位数は，(2-2)～(2-5)と合わせて，卒業要件の１／５以上

に設定されていることが望ましい。 

 

(２-２) 教養教育・語学教育 

【基準 ２-２-１】 

見識ある人間としての基礎を築くために，人文科学，社会科学及び自然科学などを広く

学び，物事を多角的にみる能力及び豊かな人間性・知性を養うための教育が体系的かつ

効果的に行われていること。 

【観点 ２-２-１-１】薬学準備教育ガイドラインを参考にするなど，幅広い教養教

育プログラムが提供されていること。 

【観点 ２-２-１-２】学生や社会のニーズに応じた選択科目が用意され，時間割編

成における配慮がなされていること。 

【観点 ２-２-１-３】薬学領域の学習と関連付けて履修できるカリキュラム編成が

行われていることが望ましい。 

 

【基準 ２-２-２】 

社会のグローバル化に対応するための国際的感覚を養うことを目的とした語学教育が

体系的かつ効果的に行われていること。 

【観点 ２-２-２-１】英語教育には，「読む」，「書く」，「聞く」，「話す」の全ての要

素を取り入れるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-２】医療現場，研究室，学術集会などで必要とされる英語力を身

につけるための教育が行われるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-３】英語力を身につけるための教育が全学年にわたって行われて

いることが望ましい。 
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(２-３) 医療安全教育 

【基準 ２-３-１】 

薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から行われてい

ること。 

【観点 ２-３-１-１】薬害，医療過誤，医療事故の概要，背景及びその後の対応に

関する教育が行われていること。 

【観点 ２-３-１-２】教育の方法として，被害者やその家族，弁護士，医療におけ

る安全管理者を講師とするなど，学生が肌で感じる機会提供

に努めるとともに，学生の科学的かつ客観的な視点を養うた

めの教育に努めていること。 

 

(２-４) 生涯学習の意欲醸成 

【基準 ２-４-１】 

医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教育が行わ

れていること。 

【観点 ２-４-１-１】医療現場で活躍する薬剤師などにより医療の進歩や卒後研修

の体験談などに関する教育が行われていること。 

 

(２-５) 自己表現能力 

【基準 ２-５-１】 

自分の考えや意見を適切に表現するための基本的知識，技能及び態度を修得するため

の教育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-１】聞き手及び自分が必要とする情報を把握し，状況を的確に判

断できる能力を醸成する教育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-２】個人及び集団の意見を整理して発表できる能力を醸成する教

育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-３】全学年を通して行われていることが望ましい。 
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３ 薬学教育カリキュラム 

(３-１) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

【基準 ３-１-１】 

教育課程の構成と教育目標が，薬学教育モデル・コアカリキュラムに適合しているこ

と。 

【観点 ３-１-１-１】各科目のシラバスに一般目標と到達目標が明示され，それら

が薬学教育モデル・コアカリキュラムの教育目標に適合して

いること。 

 

【基準 ３-１-２】 

各到達目標の学習領域に適した学習方略を用いた教育が行われていること。 

【観点 ３-１-２-１】講義，演習，実習が有機的に連動していること。 

【観点 ３-１-２-２】医療現場と密接に関連付けるため，具体的な症例，医療現場

での具体例，製剤上の工夫などを組み込むよう努めているこ

と。 

【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の医療関係者・薬事関係者との交流体制が

整備され，教育へ直接的に関与していることが望ましい。 

 

【基準 ３-１-３】 

各ユニットの実施時期が適切に設定されていること。 

【観点 ３-１-３-１】当該科目と他科目との関連性に配慮した編成を行い，効果的

な学習ができるよう努めていること。 

 

【基準 ３-１-４】 

薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われていること。 

【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実

験実習が十分に行われていること。 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容で

あること。 

 

【基準 ３-１-５】 

学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫が

なされていること。 
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 (３-２) 大学独自の薬学専門教育の内容 

【基準 ３-２-１】 

大学独自の薬学専門教育の内容が，理念と目標に基づいてカリキュラムに適確に含まれ

ていること。 

【観点 ３-２-１-１】大学独自の薬学専門教育として，薬学教育モデル・コアカリ

キュラム及び実務実習モデル・コアカリキュラム以外の内容

がカリキュラムに含まれていること。 

【観点 ３-２-１-２】大学独自の薬学専門教育内容が，科目あるいは科目の一部と

して構成されており，シラバス等に示されていること。 

【観点 ３-２-１-３】学生のニーズに応じて，大学独自の薬学専門教育の時間割編

成が選択可能な構成になっているなど配慮されていることが

望ましい。 

 

 (３-３) 薬学教育の実施に向けた準備 

【基準 ３-３-１】 

学生の学力を，薬学教育を効果的に履修できるレベルまで向上させるための教育プロ

グラムが適切に準備されていること。 

【観点 ３-３-１-１】個々の学生の入学までの履修状況等を考慮した教育プログラ

ムが適切に準備されていること。 

【観点 ３-３-１-２】観点３-３-１-１における授業科目の開講時期と対応する専門

科目の開講時期が連動していること。 
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４ 実務実習 

(４-１) 実務実習事前学習 

【基準 ４-１-１】 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合し，実務実習事前学習が適切に

行われていること。 

 

【基準 ４-１-２】 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに基づいて設定されて

いること。 

 

【基準 ４-１-３】 

実務実習事前学習に関わる指導者が，適切な構成と十分な数であること。 

 

【基準 ４-１-４】 

実施時期が適切に設定されていること。 

【観点 ４-１-４-１】実務実習における学習効果が高められる時期に設定されてい

ること。 

【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と実務実習事前学習の終了が離れる場合には，

実務実習の直前に実務実習事前学習の到達度が確認されてい

ることが望ましい。 

 

(４-２) 薬学共用試験 

【基準 ４-２-１】 

実務実習を履修する全ての学生が薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を通じて実務実習を

行うために必要な一定水準の能力に達していることが確認されていること。 

 

【基準 ４-２-２】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を適正に行う体制が整備されていること。 

【観点 ４-２-２-１】薬学共用試験センターの「実施要綱」（仮）に沿って行われて

いること。 

【観点 ４-２-２-２】学内のCBT委員会およびOSCE委員会が整備され，機能している

こと。 

【観点 ４-２-２-３】CBTおよびOSCEを適切に行えるよう，学内の施設と設備が充実

していること。 
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【基準 ４-２-３】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施結果が公表されていること。 

【観点 ４-２-３-１】実施時期，実施方法，受験者数，合格者数及び合格基準が公

表されていること。 

【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，観点４-２-３-１の情報が提供されている

こと。 

 

【基準 ４-２-４】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施体制の充実に貢献していること。 

【観点 ４-２-４-１】CBT問題の作成と充実に努めていること。 

【観点 ４-２-４-２】OSCE評価者の育成等に努めていること。 

 

(４-３) 病院・薬局実習 

【基準 ４-３-１】 

実務実習の企画・調整，責任の所在，病院・薬局との緊密な連携等，実務実習を行う

ために必要な体制が整備されていること。 

【観点 ４-３-１-１】実務実習委員会が組織され，機能していること。 

【観点 ４-３-１-２】薬学部の全教員が積極的に参画していることが望ましい。 

 

【基準 ４-３-２】 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに準拠して設定され，実務実習が適切

に実施されていること。 

 

【基準 ４-３-３】 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに準拠して実施されて

いること。 

【観点 ４-３-３-１】実務実習の期間は５ヶ月以上であり，病院と薬局における実

務実習の期間が各々標準（2.5ヶ月）より原則として短くなら

ないこと。 

 

【基準 ４-３-４】 

学生の病院・薬局への配属が適正になされていること。 

【観点 ４-３-４-１】学生の配属決定の方法と基準が事前に提示され，配属が公正

に行われていること。 

【観点 ４-３-４-２】学生の配属決定に際し，通学経路や交通手段への配慮がなさ

れていること。 

【観点 ４-３-４-３】遠隔地における実習が行われる場合は，大学教員が当該学生

の実習及び生活の指導を十分行うように努めていること。 
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【基準 ４-３-５】 

実習先の指導者と学部・学科との間で適切な連携が行われていること。 

【観点 ４-３-５-１】事前打ち合わせ，巡回，実習指導，評価およびそのフィード

バックなどにおいて適切な連携がとられていること。 

 

【基準 ４-３-６】 

実習先の指導者との間の連絡を踏まえて学生を適切に指導監督していること。 

【観点 ４-３-６-１】実習先の指導者との間で，学生による関連法令の遵守や，守

秘義務等に関する適切な指導監督についてあらかじめ協議し，

その確認方法が整備されていること。 

【観点 ４-３-６-２】実務実習において，学生による関連法令の遵守が確保されて

いることが確認されていること。 

 

【基準 ４-３-７】 

評価基準を設定して，学生と実習先の指導者に事前に提示したうえで，実習先の指導

者との連携の下，適正な評価が行われていること。 

 

【基準 ４-３-８】 

学生，実習先の指導者，教員の間で，実習内容，実習状況及びその成果に関する評価

のフィードバックが，実習期間中に適切に行われていること。 

 

 

 



 

9 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

 (５-１) 自己研鑽・参加型学習 

【基準 ５-１-１】 

全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われているこ

と。 

【観点 ５-１-１-１】学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされ

ていること。 

【観点 ５-１-１-２】１クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正で

あること。 

 

【基準 ５-１-２】 

充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。 

【観点 ５-１-２-１】自己研鑽・参加型学習が，全学年で実効を持って行われるよ

う努めていること。 

【観点 ５-１-２-２】自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し，実

務実習の単位は除く）の１／１０以上となるよう努めている

こと。 

【観点 ５-１-２-３】自己研鑽・参加型学習とは、問題立脚型学習（PBL）や卒業研

究などをいう。  

 

(５-２)卒業研究の実施 

【基準 ５-２-１】 

研究課題を通して，新しい発見に挑み，科学的根拠に基づいて問題点を解決する能力を

修得し，それを生涯にわたって高め続ける態度を養うための卒業研究が行われているこ

と。 

【観点 ５-２-１-１】薬学の知識を総合的に理解し，医療・社会に貢献する技能，

態度の醸成につながる研究課題を取り上げるよう努めている

こと。 

【観点 ５-２-１-２】卒業実習カリキュラム（日本薬学会）に準拠して，問題解決

能力を醸成するためのプログラムが立案され，実行されてい

ることが望ましい。 

【観点 ５-２-１-３】卒業研究が必修単位とされており，実施時期及び実施期間が

適切に設定されていること。 

【観点 ５-２-１-４】学部・学科が主催する卒業研究発表会が開催され，卒業論文

が作成されていること。 

【観点 ５-２-１-５】卒業研究発表会は公開されていることが望ましい。 
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学生 

６ 学生の受入 

【基準 ６-１】 

教育の理念と目標に照らしてアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）が設定さ

れ，公表されていること。 

【観点 ６-１-１】アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を設定するための

責任ある体制がとられていること。 

【観点 ６-１-２】入学志願者に対して，アドミッション・ポリシーなど学生の受入

に関する情報が事前に周知されていること。 

 

【基準 ６-２】 

学生の受入に当たって，入学志願者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価されている

こと。 

【観点 ６-２-１】責任ある体制の下，入学者の適性及び能力の評価など学生の受入

に関する業務が行われていること。 

【観点 ６-２-２】入学者選抜に当たって，入学後の教育に求められる基礎学力が適

確に評価されていること。 

【観点 ６-２-３】医療人としての適性を評価するため，入学志願者に対する面接が

行われていることが望ましい。 

 

【基準 ６-３】 

入学者定員が，教育の人的・物的資源の実情に基づいて適正に設定されていること。 

【観点 ６-３-１】適正な教育に必要な教職員の数と質が適切に確保されていること

（「9．教員組織・職員組織」参照）。 

【観点 ６-３-２】適正な教育に必要な施設と設備が適切に整備されていること（「10．

施設・設備」参照）。 

 

【基準 ６-４】 

学生数が所定の定員数と乖離しないこと。 

【観点 ６-４-１】入学者の受入数について，所定の入学定員数を上回っていないこ

と。 

【観点 ６-４-２】入学者を含む在籍学生数について，収容定員数と乖離しないよう

努めていること。 
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７ 成績評価・修了認定 

【基準 ７-１】 

成績評価が，学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして，次に

掲げる基準に基づいて行われていること。 

（１） 成績評価の基準が設定され，かつ学生に周知されていること。 

（２） 当該成績評価基準に従って成績評価が行われていること。 

（３） 成績評価の結果が，必要な関連情報とともに当事者である学生に告知され

ていること。 

 

【基準 ７-２】 

履修成果が一定水準に到達しない学生に対し，原則として上位学年配当の授業科目の履

修を制限する制度が採用されていること。 

【観点 ７-２-１】進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容），留年の場合

の取り扱い（再履修を要する科目の範囲）等が決定され，学生に

周知されていること。 

 

【基準 ７-３】 

公正かつ厳格な卒業認定が行われていること。 

【観点 ７-３-１】卒業認定に当たっては，単なる知識の修得の確認に留まらず，将

来の医療人に相応しい技能や態度の修得も確認されていること

が望ましい。 
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８ 学生の支援 

(８-１) 修学支援体制 

【基準 ８-１-１】 

学生が在学期間中に教育課程上の成果を上げられるよう，履修指導の体制がとられてい

ること。 

【観点 ８-１-１-１】入学者に対して，薬学教育の全体像を俯瞰できるような導入

ガイダンスが適切に行われていること。 

【観点 ８-１-１-２】入学前の学習状況に応じて，薬学準備教育科目の学習が適切

に行われるように，履修指導がなされていること。 

【観点 ８-１-１-３】履修指導（実務実習を含む）において，適切なガイダンスが

行われていること。 

 

【基準 ８-１-２】 

教員と学生とのコミュニケーションを十分に図るための学習相談・助言体制が整備され

ていること。 

【観点 ８-１-２-１】担任・チューター制度やオフィスアワーなどが整備され，有

効に活用されていること。 

 

【基準 ８-１-３】 

学生が在学期間中に薬学の課程の履修に専念できるよう，学生の経済的支援及び

修学や学生生活に関する相談・助言，支援体制の整備に努めていること。 

【観点 ８-１-３-１】学生の健康相談（ヘルスケア，メンタルケアなど），生活

相談，ハラスメントの相談等のために，保健センター，学

生相談室を設置するなど必要な相談助言体制が整備され，

周知されていること。 

【観点 ８-１-３-２】医療系学生としての自覚を持たせ，自己の健康管理のため

に定期的な健康診断を実施し，受診するよう適切な指導が

行われていること。 

 

【基準 ８-１-４】 

学習及び学生生活において，人権に配慮する体制の整備に努めていること。 

 

【基準 ８-１-５】 

学習及び学生生活において，個人情報に配慮する体制が整備されていること。 

 

【基準 ８-１-６】 

身体に障害のある者に対して，受験の機会が確保されるとともに，身体に障害のある学

生について，施設・設備上及び学習・生活上の支援体制の整備に努めていること。 
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【基準 ８-１-７】 

学生がその能力及び適性，志望に応じて主体的に進路を選択できるよう，必要な情報の

収集・管理・提供，指導，助言に努めていること。 

【観点 ８-１-７-１】学生がそれぞれの目指す進路を選択できるよう，適切な相談

窓口を設置するなど支援に努めていること。 

【観点 ８-１-７-２】学生が進路選択の参考にするための社会活動，ボランティア

活動等に関する情報を提供する体制整備に努めていること。 

 

【基準 ８-１-８】 

学生の意見を教育や学生生活に反映するための体制が整備されていること。 

【観点 ８-１-８-１】在学生及び卒業生に対して，学習環境の整備等に関する意見

を聴く機会を設け，その意見を踏まえた改善に努めているこ

と。 

【観点 ８-１-８-２】学習及び学生生活に関連する各種委員会においては，学生か

らの直接的な意見を聴く機会を持つことが望ましい。 

 

（８-２）安全・安心への配慮 

【基準 ８-２-１】 

 学生が安全かつ安心して学習に専念するための体制が整備されていること。 

【観点 ８-２-１-１】実習に必要な安全教育の体制が整備されていること。 

【観点 ８-２-１-２】実務実習に先立ち，必要な健康診断，予防接種などが実施さ

れていること。 

【観点 ８-２-１-３】各種保険（傷害保険，損害賠償保険等）に関する情報の収集・

管理が行われ，学生に対して加入の必要性等に関する適切な

指導が行われていること。 

【観点 ８-２-１-４】事故や災害の発生時や被害防止のためのマニュアルが整備さ

れ，講習会などの開催を通じて学生及び教職員へ周知されて

いること。 
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教員組織・職員組織 

９ 教員組織・職員組織 

 (９-１) 教員組織 

【基準 ９-１-１】 

理念と目標に応じて必要な教員が置かれていること。 

【観点 ９-１-１-１】大学設置基準に定められている専任教員（実務家教員を含む）

の数及び構成が恒常的に維持されていること。 

【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上をより一層図るために専任教員数（実務家教

員を含む）が大学設置基準に定められている数を大幅に超え

るよう努めていること（例えば，１名の教員（助手等を含む）

に対して学生数が１０名以内であることが望ましい）。 

【観点 ９-１-１-３】観点９-１-１-２における専任教員は教授，准教授，講師，助

教の数と比率が適切に構成されていることが望ましい。 

 

【基準 ９-１-２】 

専任教員として，次の各号のいずれかに該当し，かつ，その担当する専門分野に関する

教育上の指導能力と高い見識があると認められる者が配置されていること。 

（１）専門分野について，教育上及び研究上の優れた実績を有する者 

（２）専門分野について，優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有する者 

 

【基準 ９-１-３】 

理念と目標に応じて専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。 

【観点 ９-１-３-１】薬学における教育上主要な科目について，専任の教授又は准

教授が配置されていること。 

【観点 ９-１-３-２】教員の授業担当時間数は，適正な範囲内であること。 

【観点 ９-１-３-３】専任教員の年齢構成に著しい偏りがないこと。 

【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の職務を補助するため，必要な資質及び能

力を有する補助者が適切に配置されていることが望ましい。 

 

【基準 ９-１-４】 

教員の採用及び昇任に関し，教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が

整備され，機能していること。 

【観点 ９-１-４-１】教員の採用及び昇任においては，研究業績のみに偏るこ

と無く，教育上の指導能力等が十分に反映された選考が

実施されていること。 
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（９-２） 教育・研究活動 

【基準 ９-２-１】 

理念の達成の基礎となる教育活動が行われており，医療及び薬学の進歩発展に寄与して

いること。 

【観点 ９-２-１-１】医療及び薬学の進歩発展に寄与するため，時代に即応したカ

リキュラム変更を速やかに行うことができる体制が整備され，

機能していること。 

【観点 ９-２-１-２】時代に即応した医療人教育を押し進めるため，教員の資質向

上を図っていること。 

【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目指し，各教員が，その担当する分野につ

いて，教育上の経歴や経験，理論と実務を架橋する薬学専門

教育を行うために必要な高度の教育上の指導能力を有するこ

とを示す資料（教員の最近５年間における教育上又は研究上

の業績等）が，自己点検及び自己評価結果の公表等を通じて

開示されていること。 
【観点 ９-２-１-４】専任教員については，その専門の知識経験を生かした学外で

の公的活動や社会的貢献活動も自己点検及び自己評価結果の

公表等を通じて開示されていることが望ましい。 

 

【基準 ９-２-２】 

教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われ，医療及び薬学の進歩発展に

寄与していること。 

【観点 ９-２-２-１】教員の研究活動が，最近５年間における研究上の業績等で示

されていること。 

【観点 ９-２-２-２】最新の研究活動が担当する教育内容に反映されていることが

望ましい。 

 

【基準 ９-２-３】 

教育活動及び研究活動を行うための環境（設備，人員，資金等）が整備されていること。 

 

【基準 ９-２-４】 

専任教員は，時代に適応した教育及び研究能力の維持・向上に努めていること。 

【観点 ９-２-４-１】実務家教員については，その専門の知識経験を生かした医療

機関・薬局における研修などを通して常に新しい医療へ対応す

るために自己研鑽をしていること。 
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（９-３）職員組織 

【基準 ９-３-１】 

教育活動及び研究活動の実施を支援するための事務体制を有していること。 

【観点 ９-３-１-１】学部・学科の設置形態及び規模に応じて，職員配置を含む管

理運営体制が適切であること。 

【観点 ９-３-１-２】実務実習の実施を支援する事務体制・組織が整備され，職員

が適切に配置されていることが望ましい。 

 

(９-４) 教育の評価／教職員の研修 

【基準 ９-４-１】 

教育の状況に関する点検・評価及びその結果に基づいた改善・向上を図るための体制が

整備され，機能していること。 

【観点 ９-４-１-１】教育内容及び方法，教育の成果等の状況について，代表性が

あるデータや根拠資料を基にした自己点検・自己評価（現状

や問題点の把握）が行われ，その結果に基づいた改善に努め

ていること。 

【観点 ９-４-１-２】授業評価や満足度評価，学習環境評価などの学生の意見聴取

が行われ，学生による評価結果が教育の状況に関する自己点

検・自己評価に反映されるなど，学生が自己点検に適切に関

与していること。 

【観点 ９-４-１-３】教員が，評価結果に基づいて，授業内容，教材及び教授技術

などの継続的改善に努めていること。 

 

【基準 ９-４-２】 

教職員に対する研修（ファカルティ・ディベロップメント等）及びその資質の向上を図

るための取組が適切に行われていること。 
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施設・設備 

１０ 施設・設備 

(１０-１) 学内の学習環境 

【基準 １０-１-１】 

薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学準備教育ガイドラインを円滑かつ効果的に

行うための施設・設備が整備されていること。 

【観点 １０-１-１-１】効果的教育を行う観点から，教室の規模と数が適正である

こと。 

【観点 １０-１-１-２】参加型学習のための少人数教育ができる教室が十分確保さ

れていること。 

【観点 １０-１-１-３】演習・実習を行うための施設（実験実習室，情報処理演習

室，動物実験施設，RI 教育研究施設，薬用植物園など）の

規模と設備が適切であること。 

 

【基準 １０-１-２】 

実務実習事前学習を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されているこ

と。 

【観点 １０-１-２-１】実務実習事前学習のための模擬薬局・模擬病室等として使

用する施設の規模と設備が適切であること。 

 

【基準 １０-１-３】 

卒業研究を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。 

 

【基準 １０-１-４】 

快適な学習環境を提供できる規模の図書室や自習室を用意し，教育と研究に必要な図

書および学習資料の質と数が整備されていること。 

【観点 １０-１-４-１】図書室は収容定員数に対して適切な規模であること。 

【観点 １０-１-４-２】常に最新の図書および学習資料を維持するよう努めている

こと。 

【観点 １０-１-４-３】快適な自習が行われるため施設（情報処理端末を備えた自

習室など）が適切に整備され，自習時間を考慮した運営が

行われていることが望ましい。 

 

(１０-２) 実務実習施設の学習環境 

【基準 １０-２-１】 

実務実習モデル・コアカリキュラムに適合した実務実習が，適正な指導者・設備を有す

る施設において行われていること。 
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外部対応 

１１ 社会との連携 

【基準 １１-１】 

医療機関・薬局等との連携の下，医療及び薬学の発展に貢献するよう努めていること。 

【観点 １１-１-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会，医師会などの関係団体及び行

政機関との連携を図り，医療や薬剤師等に関する課題を明確に

し，薬学教育の発展に向けた提言・行動に努めていること。 

【観点 １１-１-２】医療界や産業界との共同研究の推進に努めていること。 

【観点 １１-１-３】医療情報ネットワークへ積極的に参加し，協力していることが

望ましい。 

 

【基準 １１-２】 

薬剤師の卒後研修や生涯教育などの資質向上のための取組に努めていること。 

【観点 １１-２-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会などの関係団体との連携・協力

を図り，薬剤師の資質向上を図るための教育プログラムの開

発・提供及び実施のための環境整備に努めていること。 

 

【基準 １１-３】 

地域社会の保健衛生の保持・向上を目指し，地域社会との交流を活発に行う体制の整

備に努めていること。 

【観点 １１-３-１】地域住民に対する公開講座を定期的に開催するよう努めている

こと。 

【観点 １１-３-２】地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動などを

積極的に行っていることが望ましい。 

【観点 １１-３-３】災害時における支援活動体制が整備されていることが望ましい。 

 

【基準 １１-４】 

国際社会における保健衛生の保持・向上の重要性を視野に入れた国際交流に努めてい

ること。 

【観点 １１-４-１】英文によるホームページなどを開設し，世界への情報の発信と

収集が積極的に行われるよう努めていること。 

【観点 １１-４-２】大学間協定などの措置を積極的に講じ，国際交流の活性化のた

めの活動が行われていることが望ましい。 

【観点 １１-４-３】留学生の受入や教職員・学生の海外研修等を行う体制が整備さ

れていることが望ましい。 
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点検 

１２ 自己点検・自己評価 

【基準 １２-１】 

上記の諸評価基準項目に対して自ら点検・評価し，その結果を公表するとともに，教

育・研究活動の改善等に活用していること。 

【観点 １２-１-１】自己点検及び評価を行うに当たって，その趣旨に則した適切な

項目が設定されていること。 

【観点 １２-１-２】自己点検・評価を行う組織が設置されていること。 

【観点 １２-１-３】自己点検・評価を行う組織には，外部委員が含まれていること

が望ましい。 
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薬学教育（6 年制）第三者評価アンケートまとめ・一部改訂評価基準案（新旧対照表） 

 
【はじめに】 
日本薬学会第三者評価実施小委員会は、文部科学省の平成 18 年度認証評価調査研究ならびに平成 19

年度大学評価研究委託事業の一環として、「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準案」に関するアン

ケート調査と回答結果の取り纏めを実施した。アンケートは、＜その 1：第三者評価基準の内容の各大

学での実施・計画状況＞、＜その 2：「各基準、観点に対する意見＞、＜その 3：「評価基準のコンセプ

ト・追加すべき項目・今後の進め方＞の 3 項目とした（４頁参照）。アンケートの回答は全国 66 校から

寄せられ、未回答は２校であった。 
本小委員会では各大学のご協力に心より感謝する次第である。 
 

【アンケート結果の取り扱いについて】 
・ アンケート＜その１＞については、基準ごとの実施状況・実施計画を尋ねた内容であり、各大学

からの回答を集計し、結果をまとめた。 
・ アンケート＜その２＞、＜その３＞では評価基準に対する多くの意見を集めることができた。本

小委員会では各大学、日本薬剤師会および日本病院薬剤師会の意見を評価基準に反映すべく検討

し、「評価基準案の一部改訂案」としてまとめるに至った。検討の経緯ならびに改訂案を報告する。 
 

【アンケート＜その１＞のまとめ】 
・ 全 71 基準中 65 基準において、「既に実施している（部分実施を含む）」あるいは「今後実施する

予定である」と回答した大学数が全体の 90％を超えた。この結果から、多くの大学が評価基準の

項目を「実施すべき事項としてとらえている」と判断できる。「既に実施している」あるいは「今

後実施する予定である」と回答した大学の合計が全体の 90％に満たなかった基準は以下の６基準

であった。 
 

２．医療人教育の基本的内容 
 (２-３) 医療安全教育 
 【基準 ２-３-１】薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から行わ

れていること。 
 (２-４) 生涯学習 
 【基準 ２-４-１】医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教育が

行われていること。 
４．実務実習 
 (４-２）薬学共用試験 
 【基準 ４-２-３】薬学共用試験（CBT および OSCE）の実施結果が公表されていること。 

５．問題解決能力の醸成のための教育 

 (５-１）自己研鑽・参加型学習 

 【基準 ５-１-２】充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。 

 (５-２) 卒業研究の実施 

 【基準 ５-２-１】研究課題を通して，新しい発見に挑み，科学的根拠に基づいて問題点を解決する

能力を修得し，それを生涯にわたって高め続ける態度を養うための卒業研究が行わ

れていること。 

１１. 社会との連携 

 【基準 １１-４】国際社会における保健衛生の保持・向上の重要性を視野に入れた国際交流に努め

ていること。 
 

なお、「既に実施している」あるいは「今後実施する予定である」と回答した大学の合計の全体

に対する割合を 90％ではなく 80％とすると、該当基準は 1 項目（基準５－１－２）となる。 
 



 

 

・ 上記の結果は、「現時点で多くの大学がすでに薬学教育第三者評価の各基準について、高い達成度

にある、あるいはその準備状況が整っている」ことを示しており、当初、「提案した評価基準の達

成があたかも容易である」との印象を与えるという懸念が小委員会で議論された。しかし、議論

の結果、以下のように判断できるという結論に至った。今回のアンケート結果は、実際には６年

制開始年度における各大学の実施・準備状況が確認された、すなわち、ほぼ全ての基準項目にお

いて各大学が実施および準備を開始していることを知る結果となったに過ぎない。実際の第三者

評価においては「基準を満たしているか否か」が評価の対象となり、基準を満たしていることを

証明するためには、“根拠となる資料”すなわちエビデンスを提示する必要があり、評価の予備実

施ならびに本格実施にむけて多くの課題があるといえる。以上のように、本小委員会としては、

アンケートの＜その１＞の結果が必ずしも評価基準の容易であることを示すものではないことを

改めて確認した次第である。 

 

・ 評価基準を満たすことを目標に各大学が取り組んでいくことが、新たな６年制薬学教育の質の向

上に役立つものと確信している。各大学で実施された本アンケートへの回答が、平成 18 年度に始

まった 6年制薬学教育の評価基準を用いた自己点検の端緒となれば幸いである。 

 

【アンケート＜その２＞＜その３＞のまとめ】 

アンケート＜その２＞については全国 66 校から回答があり、自由記述のアンケート＜その３＞に

ついては 50 校の大学から意見が寄せられた。アンケート＜その３＞については、日本薬剤師会、日

本病院薬剤師会からも貴重な意見を頂くことができた。 
 

・ アンケート＜その２＞において、基準・観点に対して全く「×」を付けなかった大学が 31 校（47％）、

１個だけ「×」を付けた大学は 6 校であった。また、アンケート＜その３＞の回答にも、評価基

準案に対してポジティブなコメントが大学 17 校と日本薬剤師会、日本病院薬剤師会から寄せられ

た。これらの結果より、「多くの大学が本第三者評価基準案を承認している」と解釈できる。 
 
・ 一方、アンケート＜その２＞において 5 校以上から不適切であると判断されて「×」を付けられ

た基準および観点は 9 項目あった。これらの基準および観点を中心に、本小委員会では、「各大学

から寄せられた意見を反映させる」ことをめざして、改訂の作業部会ならびに小委員会を３回開

催した。なおアンケート＜その３＞（総数 230 件）の意見として、評価基準および観点に関する

問題点が多く指摘されたので（105 件）、これらの意見も評価基準改訂作業に活かした。加えて、

今回の基準案改訂の検討にあたっては、1 校からでも「×」が付けられたり、意見が記されたりし

た項目についても精査し、「少数意見」として反映させることも試みた。 
 
・ アンケート＜その３＞の回答の中には、“基本的なあり方”、“評価の実施方法”などに関するコメ

ントが多く含まれており、今後の第三者評価実施に向けての参考とすることとした。 
 
以上の背景の下に「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準案」の一部改訂作業を進めた。改訂

を行った 18 個の基準・観点については、改訂箇所と改訂理由を新旧対照表としてまとめたので参照

して頂きたい。 
 



 

 

【「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準：平成 19 年度版」の提案】 
薬学教育第三者評価の評価基準案の作成は平成 17 年度に始められ、以来 3 年間にわたって日本薬

学会薬学教育改革大学人会議、全国薬科大学長・薬学部長会議、科学研究費研究班、文部科学省研究

委託事業等を基盤としたいわゆる「委員会活動」として進められてきた。今回、この基準案に対する

各大学からの意見を反映させるべく広くアンケートを行った次第である。本小委員会では、アンケー

ト内容を重く受け止め、各大学の意見を十分に反映させた改訂案を、「薬学教育（6 年制）第三者評価 

評価基準－平成 19 年度版」としてここに提案する。 
あわせて、本小委員会としては評価基準内容に関する議論を、現時点で一旦休止することを提案す

る。今後は早急に第三者評価の実施体制構築に取組み、各大学での自己点検と第三者評価の実施に向

けた準備を進めることとしたい。本評価基準の妥当性については、自己点検および第三者評価トライ

アルを実施することにより検証でき、検証の結果によっては改めて基準の改訂について検討すること

を提案する。 
 



 

 

 

アンケート その１ 

各項目に明記してある評価基準をご覧になり、貴大学での現在、あるいは

将来の教育と関連させてご回答ください。 

 

「既に実施している（部分的実施も含む）」 ----- イ の欄に○を記入 

「今後、実施する予定である」 ----- ロ の欄に○を記入 

「これまで計画していなかったが、今後検討してみる」 

----- ハ の欄に○を記入 

「その他」 ----- ニ の欄に○を記入 

 

（回答される際には、観点を視野に入れてご回答ください） 

 

アンケート その２ 

（１）具体的な評価基準・観点に対する貴大学のご意見を充分ご検討の上、

適切と思われない評価基準・観点には、×印を直接本冊子の該当箇所に

記入して送付してください。 

 

アンケート その３ 

（１）本評価基準の構成とコンセプトへのご意見をお聞かせください。 

（２）第三者評価基準として、さらに採用すべき評価項目・評価基準・観点

があれば、ご指摘ください。 

（３）今後の第三者評価の進め方について、ご意見を自由にお書きください。 

 
 



 

 

 

 

 

 

薬学教育（６年制）第三者評価 

 

評価基準案 

 
 

 アンケートその１集計結果 
 

 

 

 

 

各項目に明記してある評価基準をご覧になり、貴大学での現在、あるいは

将来の教育と関連させてご回答ください。 

 

「既に実施している（部分的実施も含む）」 ----- イ の欄に○を記入 

 

「今後、実施する予定である」 ----- ロ の欄に○を記入 

 

「これまで計画していなかったが、今後検討してみる」 

----- ハ の欄に○を記入 

 

「その他」 ----- ニ の欄に○を記入 

 

（回答される際には、観点を視野に入れてご回答ください） 

 

 



 

 

理念と目標 

１ 理念と目標 

【基準 １-１】 

各大学独自の工夫により，医療人としての薬剤師に必要な学識及びその応用能力並びに薬剤師とし

ての倫理観と使命感を身につけるための教育・研究の理念と目標が設定され，公表されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

63  3   

 

 

 

 

 

 

【観点 １-１-１】理念と目標が，医療を取り巻く環境，薬剤師に対する社会のニーズ，学生の

ニーズを適確に反映したものとなっていること。 

【観点 １-１-２】理念と目標が，教職員及び学生に周知・理解され，かつ広く社会に公表され

ていること。 

【観点 １-１-３】資格試験合格のみを目指した教育に偏重せず，卒業研究等を通じて深い学識

及びその応用能力等を身に付けるための取組が行われていること。 

 

【基準 １-２】 

理念と目標に合致した教育が具体的に行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

50  16   

 

 

 

 

 

 

【観点 １-２-１】目標の達成度が，学生の学業成績及び在籍状況並びに卒業者の進路及び活動

状況，その他必要な事項を総合的に勘案して判断されていること。 
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教育プログラム 

２ 医療人教育の基本的内容 

(２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

【基準 ２-１-１】 

医療人としての薬剤師となることを自覚させ，共感的態度及び人との信頼関係を醸成する態度を身

につけさせ，さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教育が体系的かつ効果的に行われて

いること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

51  13 2  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ２-１-１-１】全学年を通して，医療人として生命に関わる薬学専門家に相応しい行動を

とるために必要な知識，技能，及び態度を身につけるための教育が行われ

ていること。 

【観点 ２-１-１-２】医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸成する教育が行

なわれていること。 

【観点 ２-１-１-３】医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，立場，環境を理

解し，相互の信頼関係を構築するために必要な知識，技能，及び態度を身

につけるための教育が行われていること。 

【観点 ２-１-１-４】単位数は，「(2-2) 教養教育・語学教育」と合わせて，卒業要件の１／５

以上に設定されていることが望ましい。 

 

(２-２) 教養教育・語学教育 

【基準 ２-２-１】 

見識ある人間としての基礎を築くために，人文科学，社会科学及び自然科学などを広く学び，物事

を多角的にみる能力及び豊かな人間性・知性を養うための教育が体系的かつ効果的に行われている

こと。 

 

 イ ロ ハ ニ 

59  7   
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【観点 ２-２-１-１】薬学準備教育ガイドラインを参考にするなど，幅広い教養教育プログラム

が提供されていること。 

【観点 ２-２-１-２】学生や社会のニーズに応じた選択科目が用意され，時間割編成における配

慮がなされていること。 

【観点 ２-２-１-３】薬学領域の学習と関連付けて履修できるカリキュラム編成が行われている

ことが望ましい。 

 

【基準 ２-２-２】 

社会のグローバル化に対応するための国際的感覚を養うことを目的とした語学教育が体系的かつ効

果的に行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  15 4  

  

 

 

 

 

 

 

【観点 ２-２-２-１】英語教育には，「読む」，「書く」，「聞く」，「話す」の全ての要素を取り入

れるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-２】医療現場，研究室，学術集会などで必要とされる英語力を身につけるため

の教育が行われるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-３】英語教育が全学年にわたって行われていることが望ましい。 

 

(２-３) 医療安全教育 

【基準 ２-３-１】 

薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

33  24 9  

 

 

 

 

 

 

【観点 ２-３-１-１】薬害，医療過誤，医療事故の概要，背景及びその後の対応に関する教育が

行われていること。 

 

 

回答なし 

1 
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ニ

回答なし
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ニ



 

 

【観点 ２-３-１-２】教育の方法として，被害者やその家族，弁護士，医療における安全管理者

を講師とするなど，学生が肌で感じる機会提供に努めるとともに，学生の

科学的かつ客観的な視点を養うための教育に努めていること。 

 

(２-４) 生涯学習 

【基準 ２-４-１】 

医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教育が行われているこ

と。 

 

 イ ロ ハ ニ 

40  19 7  

 

 

 

 

 

 

【観点 ２-４-１-１】医療現場で活躍する薬剤師などにより医療の進歩や卒後研修の体験談など

に関する教育が行われていること。 

 

(２-５) 自己表現能力 

【基準 ２-５-１】 

自分の考えや意見を適切に表現するための基本的知識，技能及び態度を修得するための教育が行

われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  16 4  

 

 

 

 

 

 

【観点 ２-５-１-１】聞き手及び自分が必要とする情報を把握し，状況を的確に判断できる能力

を醸成する教育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-２】個人及び集団の意見を整理して発表できる能力を醸成する教育が行われて

いること。 

【観点 ２-５-１-３】全学年を通して行われていることが望ましい。 
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３ 薬学教育カリキュラム 

(３-１) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

【基準 ３-１-１】 

教育課程の構成と教育目標が，薬学教育モデル・コアカリキュラムに適合していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

61  5   

 

 

 

 

 

 

【観点 ３-１-１-１】各科目のシラバスに一般目標と到達目標が明示され，それらが薬学教育モ

デル・コアカリキュラムの教育目標に適合していること。 

 

【基準 ３-１-２】 

各到達目標の学習領域に適した学習方略を用いた教育が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  19 1  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ３-１-２-１】講義，演習，実習が有機的に連動していること。 

【観点 ３-１-２-２】医療現場と密接に関連付けるため，具体的な症例，医療現場での具体例，

製剤上の工夫などを組み込むよう努めていること。 

【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の医療関係者・製薬企業関係者との交流体制が整備され，

教育へ直接的に関与していることが望ましい。 
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【基準 ３-１-３】 

各ユニットの実施時期が適切に設定されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

61  3 2  

 

 

 

 

 

 

【観点 ３-１-３-１】当該科目と他科目との関連性に配慮した編成を行い，効果的な学習ができ

るよう努めていること。 

 

【基準 ３-１-４】 

薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

56  10   
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【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実験実習が十分

に行われていること。 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容であること。 

 

【基準 ３-１-５】 

学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

60  5 1  
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【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫がなされている

こと。 

 

 (３-２) 大学独自の薬学専門教育の内容 

【基準 ３-２-１】 

大学独自の薬学専門教育の内容が，理念と目標に基づいてカリキュラムに適確に含まれていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

52  12 2  

 

 

 

 

 

 

【観点 ３-２-１-１】大学独自の薬学専門教育として，薬学教育モデル・コアカリキュラム及び

実務実習モデル・コアカリキュラム以外の内容がカリキュラムに含まれて

いること。 

【観点 ３-２-１-２】大学独自の薬学専門教育内容が，科目あるいは科目の一部として構成され

ており，シラバス等に示されていること。 

【観点 ３-２-１-３】学生のニーズに応じて，大学独自の薬学専門教育の時間割編成が選択可能

な構成になっているなど配慮されていることが望ましい。 

 

 (３-３) 薬学教育の実施に向けた準備 

【基準 ３-３-１】 

学生の学力を，薬学教育を効果的に履修できるレベルまで向上させるための教育プログラムが適切

に準備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

57  8  1 

 

 

 

 

 

 

【観点 ３-３-１-１】個々の学生の入学までの履修状況等を考慮した教育プログラムが適切に準

備されていること。 

【観点 ３-３-１-２】観点３-３-１-１における授業科目の開講時期と対応する専門科目の開講

時期が連動していること。 
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４ 実務実習 

(４-１) 実務実習事前学習 

【基準 ４-１-１】 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合し，実務実習事前学習が適切に行われている

こと。 

 

 イ ロ ハ ニ 

29  36  1 

 

 

 

 

 

 

 

【基準 ４-１-２】 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに基づいて設定されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

32  34   

 

 

 

 

 

 

 

【基準 ４-１-３】 

実務実習事前学習に関わる指導者が，適切な構成と十分な数であること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

24  40 2  
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【基準 ４-１-４】 

実施時期が適切に設定されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

35  30   
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回答なし

 

【観点 ４-１-４-１】実務実習における学習効果が高められる時期に設定されていること。 

【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と実務事前学習の終了が離れる場合には，実務実習の直前

に実務実習事前学習の到達度が確認されていることが望ましい。 

 

(４-２) 薬学共用試験 

【基準 ４-２-１】 

実務実習を履修する全ての学生が薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を通じて実務実習を行うために必

要な一定水準の能力に達していることが確認されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

11  53 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基準 ４-２-２】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を適正に行う体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

32  34   

 

 

 

 

 

回答なし 
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【観点 ４-２-２-１】薬学共用試験センターの「実施要綱」（仮）に沿って行われていること。 

【観点 ４-２-２-２】学内のCBT委員会およびOSCE委員会が整備され，機能していること。 

【観点 ４-２-２-３】CBTおよびOSCEを適切に行えるよう，学内の施設と設備が充実しているこ

と。 

 

【基準 ４-２-３】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施結果が公表されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

6  53 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ４-２-３-１】実施時期，実施方法，受験者数，合格者数及び合格基準が公表されている

こと。 

【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，観点４-２-３-１の情報を報告するよう努めているこ

と。 

 

【基準 ４-２-４】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施体制の充実に貢献していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

43  21   

 

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ４-２-４-１】CBT問題の作成と充実に努めていること。 

【観点 ４-２-４-２】OSCE評価者の育成等に努めていること。 

 

回答なし 

1 

回答なし 

2 
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回答なし
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回答なし



 

 

(４-３) 病院・薬局実習 

【基準 ４-３-１】 

実務実習の企画・調整，責任の所在，病院・薬局との緊密な連携等，実務実習を行うために必要な

体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

39  27   

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ４-３-１-１】実務実習委員会が組織され，機能していること。 

【観点 ４-３-１-２】薬学部の全教員が積極的に参画していることが望ましい。 

 

【基準 ４-３-２】 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに準拠して設定され，実務実習が適切に実施されて

いること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

19  47   

 

 

 

 

 

 

 

【基準 ４-３-３】 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに準拠して実施されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

17  48  1 

 

 

 

 

 

 

【観点 ４-３-３-１】実務実習の期間は５ヶ月以上であり，病院と薬局における実務実習の期間

が各々標準（２．５ヶ月）より原則として短くならないこと。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ



 

 

【基準 ４-３-４】 

学生の病院・薬局への配属が適正になされていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

26  37 2  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ４-３-４-１】学生の配属決定の方法と基準が事前に提示され，配属が公正に行われてい

ること。 

【観点 ４-３-４-２】学生の配属決定に際し，通学経路や交通手段への配慮がなされていること。 

【観点 ４-３-４-３】遠隔地における実習が行われる場合は，大学教員が当該学生の実習及び生

活の指導を十分行うように努めていること。 

 

【基準 ４-３-５】 

実習先の指導者と学部・学科との間で実習期間中に適切な連携が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

25  39 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ４-３-５-１】事前打ち合わせ，巡回，実習指導，評価およびそのフィードバックなどに

おいて適切な連携がとられていること。 

 

回答なし 

1 

回答なし 

1 
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回答なし
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回答なし



 

 

【基準 ４-３-６】 

実習先の指導者との間の連絡を踏まえて学生を適切に指導監督していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

26  37 2  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ４-３-６-１】実習先の指導者との間で，学生による関連法令の遵守や，守秘義務等に関

する適切な指導監督についてあらかじめ協議し，その確認方法が整備され

ていること。 

【観点 ４-３-６-２】実務実習において，学生による関連法令の遵守が確保されていることが確

認されていること。 

 

【基準 ４-３-７】 

評価基準を設定して，学生と実習先の指導者に事前に提示したうえで，実習先の指導者との連携の

下，適正な評価が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

24  39 2  

 

 

 

 

 

 

【基準 ４-３-８】 

学生，実習先の指導者，教員の間で，実習内容，実習状況及びその成果に関する評価のフィードバ

ックが，実習期間中に適切に行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

16  46 3  

 

 

 

 

回答なし 

1 

回答なし 

1 

回答なし 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

回答なし
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回答なし



 

 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

 (５-１) 自己研鑽・参加型学習 

【基準 ５-１-１】 

全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

37  25 4  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ５-１-１-１】学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされていること。 

【観点 ５-１-１-２】１クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正であること。 

 

【基準 ５-１-２】 

充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

17  35 10 3 

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ５-１-２-１】問題立脚型学習（PBL）が，全学年で実効を持って行われるよう努めてい

ること。 

【観点 ５-１-２-２】問題立脚型学習（PBL）の単位数が卒業要件単位数（但し，実務実習の単

位は除く）の１／１０以上となるよう努めていること。 

 

回答なし 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

回答なし



 

 

(５-２)卒業研究の実施 

【基準 ５-２-１】 

研究課題を通して，新しい発見に挑み，科学的根拠に基づいて問題点を解決する能力を修得し，そ

れを生涯にわたって高め続ける態度を養うための卒業研究が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

27  32 5 1 

 

 

 

 

 

 

【観点 ５-２-１-１】薬学の知識を総合的に理解し，医療・社会に貢献する技能，態度の醸成に

つながる研究課題を取り上げるよう努めていること。 

【観点 ５-２-１-２】卒業実習カリキュラム（日本薬学会）に準拠して，問題解決能力を醸成す

るためのプログラムが立案され，実行されていることが望ましい。 

【観点 ５-２-１-３】卒業研究が必修単位とされており，実施時期及び実施期間が適切に設定さ

れていること。 

【観点 ５-２-１-４】学部・学科が主催する卒業研究発表会が開催され，卒業論文が作成されて

いること。また両者は公開されていることが望ましい。 

 

学生 

６ 学生の受入 

【基準 ６-１】 

教育の理念と目標に照らしてアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）が設定され，公表され

ていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

51  11 3  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ６-１-１】アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を設定するための責任ある体

制がとられていること。 

【観点 ６-１-２】入学志願者に対して，アドミッション・ポリシーなど学生の受入に関する情

報が事前に周知されていること。 

回答なし 

1 

回答なし 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

回答なし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

回答なし



 

 

【基準 ６-２】 

学生の受入に当たって，入学志願者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

56  8 2  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ６-２-１】責任ある体制の下，入学者の適性及び能力の評価など学生の受入に関する業

務が行われていること。 

【観点 ６-２-２】入学者選抜に当たって，入学後の教育に求められる基礎学力が適確に評価さ

れていること。 

【観点 ６-２-３】医療人としての適性を評価するため，入学志願者に対する面接が行われてい

ることが望ましい。 

 

【基準 ６-３】 

入学者定員が，教育の人的・物的資源の実情に基づいて適正に設定されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

54  10 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ６-３-１】適正な教育に必要な教職員の数と質が適切に確保されていること（「9．教員

組織・職員組織」参照）。 

【観点 ６-３-２】適正な教育に必要な施設と設備が適切に整備されていること（「10．施設・設

備」参照）。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ



 

 

【基準 ６-４】 

学生数が所定の定員数と乖離しないこと。 

 

 イ ロ ハ ニ 

49  17   

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ６-４-１】入学者の受入数について，所定の入学定員数を上回っていないこと。 

【観点 ６-４-２】入学者を含む在籍学生数について，収容定員数と乖離しないよう努めている

こと。 

 

 

７ 成績評価・修了認定 

【基準 ７-１】 

成績評価が，学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして，次に掲げる基準

に基づいて行われていること。 

（３） 成績評価の基準が設定され，かつ学生に周知されていること。 

（４） 当該成績評価基準に従って成績評価が行われていること。 

（４） 成績評価の結果が，必要な関連情報とともに当事者である学生に告知されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

63  3   

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ



 

 

【基準 ７-２】 

履修成果が一定水準に到達しない学生に対し，原則として上位学年配当の授業科目の履修を制限す

る制度が採用されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

63  1 2  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ７-２-１】進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容），留年の場合の取り扱い（再

履修を要する科目の範囲）等が決定され，学生に周知されていること。 

 

【基準 ７-３】 

公正かつ厳格な卒業認定が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

42  22 1  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ７-３-１】卒業認定に当たっては，単なる知識の修得の確認に留まらず，将来の医療人

に相応しい技能や態度の修得も確認されていることが望ましい。 

 

回答なし 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

回答なし



 

 

８ 学生の支援 

(８-１) 修学支援体制 

【基準 ８-１-１】 

学生が在学期間中に教育課程上の成果を上げられるよう，履修指導の体制がとられていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

65  1   

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ８-１-１-１】入学者に対して，薬学教育の全体像を俯瞰できるような導入ガイダンスが

適切に行われていること。 

【観点 ８-１-１-２】入学前の学習状況に応じて，薬学準備教育科目の学習が適切に行われるよ

うに，履修指導がなされていること。 

【観点 ８-１-１-３】履修指導（実務実習を含む）において，適切なガイダンスが行われている

こと。 

 

【基準 ８-１-２】 

教員と学生とのコミュニケーションを十分に図るための学習相談・助言体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

63  3   

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ８-１-２-１】担任・チューター制度やオフィスアワーなどが整備され，有効に活用され

ていること。 
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【基準 ８-１-３】 

学生が在学期間中に薬学の課程の履修に専念できるよう，学生の経済的支援及び修学や学生

生活に関する相談・助言，支援体制の整備に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

65  1   

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ８-１-３-１】学生の健康相談（ヘルスケア，メンタルケアなど），生活相談，ハラ

スメントの相談等のために，保健センター，学生相談室を設置するな

ど必要な相談助言体制が整備され，周知されていること。 

【観点 ８-１-３-２】医療系学生としての自覚を持たせ，自己の健康管理のために定期的な

健康診断を実施し，受診するよう適切な指導が行われていること。 

 

【基準 ８-１-４】 

学習及び学生生活において，人権に配慮する体制の整備に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

63  2 1  

 

 

 

 

 

 

 

【基準 ８-１-５】 

学習及び学生生活において，個人情報に配慮する体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

64  2   
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【基準 ８-１-６】 

身体に障害のある者に対して，受験の機会が確保されるとともに，身体に障害のある学生について，

施設・設備上及び学習・生活上の支援体制の整備に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

53  11 2  

 

 

 

 

 

 

 

【基準 ８-１-７】 

学生がその能力及び適性，志望に応じて主体的に進路を選択できるよう，必要な情報の収集・管理・

提供，指導，助言に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

55  11   

 

 

 

 

 

 

【観点 ８-１-７-１】学生がそれぞれの目指す進路を選択できるよう，適切な相談窓口を設置す

るなど支援に努めていること。 

【観点 ８-１-７-２】学生が進路選択の参考にするための社会活動，ボランティア活動等に関す

る情報を提供する体制整備に努めていること。 

 

【基準 ８-１-８】 

学生の意見を教育や学生生活に反映するための体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  17 3  

 

 

 

 

 

 

【観点 ８-１-８-１】在学生及び卒業生に対して，学習環境の整備等に関する意見を聴く機会を

設け，その意見を踏まえた改善に努めていること。 
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ニ



 

 

【観点 ８-１-８-２】学習及び学生生活に関連する各種委員会においては，学生からの直接的な

意見を聴く機会を持つことが望ましい。 

 

（８-２）安全・安心への配慮 

【基準 ８-２-１】 

 学生が安全かつ安心して学習に専念するための体制が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

54  11 1  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ８-２-１-１】実習に必要な安全教育の体制が整備されていること。 

【観点 ８-２-１-２】実務実習に先立ち，必要な健康診断，予防接種などが実施されていること。 

【観点 ８-２-１-３】各種保険（傷害保険，損害賠償保険等）に関する情報の収集・管理が行わ

れ，学生に対して加入の必要性等に関する適切な指導が行われていること。 

【観点 ８-２-１-４】事故や災害の発生時や被害防止のためのマニュアルが整備され，講習会な

どの開催を通じて学生及び教職員へ周知されていること。 

 

 

教員組織・職員組織 

９ 教員組織・職員組織 

 (９-１) 教員組織 

【基準 ９-１-１】 

理念と目標に応じて必要な教員が置かれていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

40  21 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ９-１-１-１】大学設置基準に定められている専任教員（実務家教員を含む）の数及び構

成が恒常的に維持されていること。 
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ニ



 

 

【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上をより一層図るために専任教員数（実務家教員を含む）

が大学設置基準に定められている数を大幅に超えるよう努めていること

（例えば，１名の教員（助手を含む）に対して学生数が１０名以内である

ことが望ましい）。 

【観点 ９-１-１-３】観点９-１-１-２における専任教員は教授，准教授，講師，助教の数と比率

が適切に構成されていることが望ましい。 

【観点 ９-１-１-４】専任教員のうち女性の配置を積極的にすすめていることが望ましい。 

 

 

【基準 ９-１-２】 

専任教員として，次の各号のいずれかに該当し，かつ，その担当する専門分野に関する教育上の指

導能力と高い見識があると認められる者が配置されていること。 

（１）専門分野について，教育上及び研究上の優れた実績を有する者 

（２）専門分野について，優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有する者 

 

 イ ロ ハ ニ 

62  3 1  

 

 

 

 

 

 

 

【基準 ９-１-３】 

理念と目標に応じて専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  18 1  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ９-１-３-１】薬学における教育上主要な科目について，専任の教授又は准教授が配置さ

れていること。 

【観点 ９-１-３-２】教員の授業担当時間数は，適正な範囲内であること。 

【観点 ９-１-３-３】専任教員の年齢構成に著しい偏りがないこと。 

【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の職務を補助するため，必要な資質及び能力を有する教

員（助手）及び補助者（教務職員など）が適切に配置されていることが望

ましい。 

回答なし 
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回答なし



 

 

【基準 ９-１-４】 

教員の採用及び昇任に関し，教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備され，

機能していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

51  11 4  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ９-１-４-１】教員の採用及び昇任においては，研究業績のみに偏ること無く，教

育上の指導能力等が十分に反映された選考が実施されていること。 
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（９-２） 教育・研究活動 

【基準 ９-２-１】 

理念の達成の基礎となる教育活動が行われており，医療及び薬学の進歩発展に寄与していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

49  16 1  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ９-２-１-１】医療及び薬学の進歩発展に寄与するため，時代に即応したカリキュラム変

更を速やかに行うことができる体制が整備され，機能していること。 

【観点 ９-２-１-２】時代に即応した医療人教育を押し進めるため，教員の資質向上を図ってい

ること。 

【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目指し，教員の最近５年間における教育上又は研究上の

業績等，各教員が，その担当する分野について，教育上の経歴や経験，理

論と実務を架橋する薬学専門教育を行うために必要な高度の教育上の指

導能力を有することを示す資料が，自己点検及び自己評価結果の公表等を

通じて開示されていること。 
【観点 ９-２-１-４】専任教員については，その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や

社会的貢献活動も自己点検及び自己評価結果の公表等を通じて開示され

ていることが望ましい。 

 

【基準 ９-２-２】 

教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われ，医療及び薬学の進歩発展に寄与してい

ること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

53  11 2  

 

 

 

 

 

 

【観点 ９-２-２-１】教員の研究活動が，最近５年間における研究上の業績等で示されているこ

と。 

【観点 ９-２-２-２】最新の研究活動が担当する教育内容に反映されていることが望ましい。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ



 

 

【基準 ９-２-３】 

教育活動及び研究活動を行うための環境（設備，人員，資金等）が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  17 2 1 

 

 

 

 

 

 

【基準 ９-２-４】 

専任教員は，時代に適応した教育及び研究能力の維持・向上に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  17 2  

 

 

 

 

 

 

【観点 ９-２-４-１】実務家教員については，その専門の知識経験を生かした医療機関・薬局に

おける研修などを通して常に新しい医療へ対応するために自己研鑽をして

いること。 

 

（９-３）職員組織 

【基準 ９-３-１】 

教育活動及び研究活動の実施を支援するための事務体制を有していること。 
 

 イ ロ ハ ニ 

39  24 2 1 

 

 

 

 

 
 

【観点 ９-３-１-１】学部・学科の設置形態及び規模に応じて，職員配置を含む管理運営体制が

適切であること。 

【観点 ９-３-１-２】実務実習の実施を支援する事務体制・組織が整備され，職員が適切に配置

されていることが望ましい。 

回答なし 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ニ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ
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回答なし

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ



 

 

 (９-４) 教育の評価／教職員の研修 

【基準 ９-４-１】 

教育の状況に関する点検・評価及びその結果に基づいた改善・向上を図るための体制が整備され，

機能していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

54  12   

 

 

 

 

 

 

 

【観点 ９-４-１-１】教育内容及び方法，教育の成果等の状況について，代表性があるデータや

根拠資料を基にした自己点検・自己評価（現状や問題点の把握）が行われ，

その結果に基づいた改善に努めていること。 

【観点 ９-４-１-２】授業評価や満足度評価，学習環境評価などの学生の意見聴取が行われ，学

生による評価結果が教育の状況に関する自己点検・自己評価に反映される

など，学生が自己点検に適切に関与していること。 

【観点 ９-４-１-３】教員が，評価結果に基づいて，授業内容，教材及び教授技術などの継続的

改善に努めていること。 

 

【基準 ９-４-２】 

教職員に対する研修（ファカルティ・ディベロップメント等）及びその資質の向上を図るための取

組が適切に行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

48  15 3  
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施設・設備 

１０ 施設・設備 

(１０-１) 学内の学習環境 

【基準 １０-１-１】 

薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学準備教育ガイドラインを円滑かつ効果的に行うための

施設・設備が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

41  23 2  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 １０-１-１-１】効果的教育を行う観点から，教室の規模と数が適正であること。 

【観点 １０-１-１-２】参加型学習のための少人数教育ができる教室が十分確保されていること。 

【観点 １０-１-１-３】演習・実習を行うための施設（実験実習室，情報処理演習室，動物実験

施設，RI 教育研究施設，薬用植物園など）の規模と設備が適切であるこ

と。 

 

【基準 １０-１-２】 

実務実習事前学習を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

43  23   

 

 

 

 

 

 

 

【観点 １０-１-２-１】実務実習事前学習のための模擬薬局・模擬病室等として使用する施設の

規模と設備が適切であること。 
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【基準 １０-１-３】 

卒業研究を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

46  19 1  

 

 

 

 

 

 

【基準 １０-１-４】 

快適な学習環境を提供できる規模の図書室や自習室を用意し，教育と研究に必要な図書および学習

資料の質と数が整備されていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

52  12 2  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

イ

ロ

ハ

ニ

 

【観点 １０-１-４-１】図書室は収容定員数に対して適切な規模であること。 

【観点 １０-１-４-２】常に最新の図書および学習資料を維持するよう努めていること。 

【観点 １０-１-４-３】快適な自習が行われるため施設（情報処理端末を備えた自習室など）が

適切に整備され，自習時間を考慮した運営が行われていることが望まし

い。 

 

(１０-２) 実務実習施設の学習環境 

【基準 １０-２-１】 

適正な指導者・設備を有する施設において，実務実習モデル・コアカリキュラムに適合した実務実

習が行われていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

22  42   

 

 

 

 

 

回答なし 

2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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回答なし



 

 

外部対応 

１１ 社会との連携 

【基準 １１-１】 

医療機関・薬局等との連携の下，医療及び薬学の発展に貢献するよう努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

50  14 2  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 １１-１-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会，医師会などの関係団体及び行政機関との

連携を図り，医療や薬剤師等に関する課題を明確にし，薬学教育の発展に

向けた提言・行動に努めていること。 

【観点 １１-１-２】医療界や産業界との共同研究の推進に努めていること。 

【観点 １１-１-３】医療情報ネットワークへ積極的に参加し，協力していることが望ましい。 

 

【基準 １１-２】 

薬剤師の卒後研修や生涯教育などの資質向上のための取組に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

47  17 2  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 １１-２-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会などの関係団体との連携・協力を図り，薬

剤師の資質向上を図るための教育プログラムの開発・提供及び実施のため

の環境整備に努めていること。 
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【基準 １１-３】 

地域社会の保健衛生の保持・向上を目指し，地域社会との交流を活発に行う体制の整備に努めてい

ること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

40  20 4 2 

 

 

 

 

 

 

【観点 １１-３-１】地域住民に対する公開講座を定期的に開催するよう努めていること。 

【観点 １１-３-２】地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動などを積極的に行

っていることが望ましい。 

【観点 １１-３-３】災害時における支援活動体制が整備され，積極的な支援活動が行われてい

ることが望ましい。 

 

【基準 １１-４】 

国際社会における保健衛生の保持・向上の重要性を視野に入れた国際交流に努めていること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

37  21 8  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 １１-４-１】英文によるホームページなどを開設し，世界への情報の発信と収集が積極

的に行われるよう努めていること。 

【観点 １１-４-２】大学間協定などの措置を積極的に講じ，国際交流の活性化のための活動が

行われていることが望ましい。 

【観点 １１-４-３】留学生の受入や教職員・学生の海外研修等を行う体制が整備されているこ

とが望ましい。 
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点検 

１２ 自己点検・自己評価 

【基準 １２-１】 

上記の諸評価基準項目に対して自ら点検・評価し，その結果を公表するとともに，教育・研究活動

の改善等に活用していること。 

 

 イ ロ ハ ニ 

41  21 3  

 

 

 

 

 

 

 

【観点 １２-１-１】自己点検及び評価を行うに当たって，その趣旨に則した適切な項目が設定

されていること。 

【観点 １２-１-２】自己点検・評価を行う組織が設置されていること。 

【観点 １２-１-３】自己点検・評価を行う組織には，外部委員が含まれていることが望ましい。 

 

 

 

 

アンケートへのご協力、ありがとうございました。 
 
 

回答なし 

1 
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回答なし



 

 

 

 

 

 

薬学教育（６年制）第三者評価 

 

評価基準案（一部改訂案）新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 10 月 

 

日本薬学会 第三者評価実施小委員会



 

 

薬学教育（６年制）第三者評価 評価基準案（一部改訂案） 新旧対照表 
 

新 旧 備考 

（２−１）ヒューマニズム教育・医療倫理教育 
【観点 ２-１-１-４】単位数は，(2-2)～

(2-5)と合わせて，卒業要件の１／５以上

に設定されていることが望ましい。 

【観点 ２-１-１-４】単位数は，「(2-2) 教養教育・

語学教育」と合わせて，卒業要件の１／５以上に

設定されていることが望ましい。 

・ 基準に合わせ、(2-2)教養教育・語学教育に(2-3)
医療安全教育、(2-4)生涯学習の意欲醸成、(2-5)自
己表現能力を追加した。 

（２−２）教養教育・語学教育 
【観点 ２-２-２-３】英語力を身につける

ための教育が全学年にわたって行われて

いることが望ましい。 

【観点 ２-２-２-３】英語教育が全学年にわたっ

て行われていることが望ましい。 
・ 「英語教育は必ずしも科目を意味するもので

はない」ことを明示する文章に変更した。 

（２−４）生涯学習 
(２-４) 生涯学習の意欲醸成 （２-４） 生涯学習 ・基準の意図するところを反映する表現に変更し

た。 

（３−１）薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 
【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の

医療関係者・薬事関係者との交流体制が整

備され，教育へ直接的に関与していること

が望ましい。 

【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の医療関

係者・製薬企業関係者との交流体制が整備され，

教育へ直接的に関与していることが望ましい。 
 

・ 限定せず、より広範な領域を含む用語に変更し

た。 

（４−１）実務実習事前学習 
【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と実

務実習事前学習の終了が離れる場合には，

実務実習の直前に実務実習事前学習の到

達度が確認されていることが望ましい。 

【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と実務事前

学習の終了が離れる場合には，実務実習の直前に

実務実習事前学習の到達度が確認されていること

が望ましい。 

・ 語句の訂正 
 

 
 



 

 

 

（４−２）薬学共用試験 
【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，

観点４-２-３-１の情報が提供されている

こと。 

【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，観点４-
２-３-１の情報を報告するよう努めていること。 

・【観点 ４-２-３-１】との整合性をとるため、変

更した。 

（４−３）病院・薬局実習 
【基準 ４-３-５】 
実習先の指導者と学部・学科との間で適切

な連携が行われていること。 

【基準 ４-３-５】 
実習先の指導者と学部・学科との間で実習期間中

に適切な連携が行われていること。 

・ 実際には実習期間以外にも連携をとる事から、

表現を変更した。 

（５−１）自己研鑽・参加型学習 
【観点 ５-１-２-１】自己研鑽・参加型学

習が，全学年で実効を持って行われるよう

努めていること。 

【観点 ５-１-２-１】問題立脚型学習（PBL）が，

全学年で実効を持って行われるよう努めている

こと。 

・ PBL を自己研鑽・参加型学習に変更し、その

説明を観点 5-1-2-3 として追加した。 

【観点 ５-１-２-２】自己研鑽・参加型学

習の単位数が卒業要件単位数（但し，実務

実習の単位は除く）の１／１０以上となる

よう努めていること。 

【観点 ５-１-２-２】問題立脚型学習（PBL）の

単位数が卒業要件単位数（但し，実務実習の単位

は除く）の１／１０以上となるよう努めているこ

と。 

・ 数字の変更ではなく、今後作成する「評価マニ

ュアル（仮称）」で具体的に明示あるいは例示す

ることで対応することとした。 

【観点 ５-１-２-３】自己研鑽・参加型学

習とは、問題立脚型学習（PBL）や卒業研

究などをいう。 

無し ・ 【観点 ５-１-２-１】の説明として追加した。 

（５−２）卒業研究の実施 
【観点 ５-２-１-４】学部・学科が主催す

る卒業研究発表会が開催され，卒業論文が

作成されていること。 

【観点 ５-２-１-４】学部・学科が主催する卒業

研究発表会が開催され，卒業論文が作成されてい

ること。また両者は公開されていることが望まし

い。 

・ 公開は特許や論文投稿の際に問題となる可能

性があるため、別な観点 5-2-1-5 とした。 
・ また、「評価マニュアル（仮称）」で具体的に明

示あるいは例示することとした。 
【観点 ５-２-１-５】卒業研究発表会は公

開されていることが望ましい。 
無し ・ 【観点 ５-２-１-４】との関連で、別な観点と

して独立させた。 



 

 

 
 
 

（９−１）教員組織 
【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上

をより一層図るために専任教員数（実務家

教員を含む）が大学設置基準に定められて

いる数を大幅に超えるよう努めているこ

と（例えば，１名の教員（助手等を含む）

に対して学生数が１０名以内であること

が望ましい）。 

【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上をより一

層図るために専任教員数（実務家教員を含む）が

大学設置基準に定められている数を大幅に超える

よう努めていること（例えば，１名の教員（助手

を含む）に対して学生数が１０名以内であること

が望ましい）。 

・ 職員の名称は各大学で異なる事があるため、助

手等という表現を追加し、さらに「評価マニュ

アル（仮称）」で明示あるいは例示することとし

た。 
・ 数字に関しては、「望ましい」項目でもあり、

且つ「実際には、多くの教員が教員増は望まし

いと思っている」事から残すこととした。 
削除 【観点 ９-１-１-４】専任教員のうち女性の配置

を積極的にすすめていることが望ましい。 
・ 機関別評価によって点検される事項のため、削

除した。 
【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の

職務を補助するため，必要な資質及び能力

を有する補助者が適切に配置されている

ことが望ましい。 

【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の職務を

補助するため，必要な資質及び能力を有する教員

（助手）及び補助者（教務職員など）が適切に配

置されていることが望ましい。 

・ 具体的な記述は避け、補助者としてのみ記載す

る事とした。 

（９−２）教育・研究活動 
【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目

指し，各教員が，その担当する分野につい

て，教育上の経歴や経験，理論と実務を架

橋する薬学専門教育を行うために必要な

高度の教育上の指導能力を有することを

示す資料（教員の最近５年間における教育

上又は研究上の業績等）が，自己点検及び

自己評価結果の公表等を通じて開示され

ていること。 

【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目指し，

教員の最近５年間における教育上又は研究上の業

績等，各教員が，その担当する分野について，教

育上の経歴や経験，理論と実務を架橋する薬学専

門教育を行うために必要な高度の教育上の指導能

力を有することを示す資料が，自己点検及び自己

評価結果の公表等を通じて開示されていること。

・表現を整理した。 



 

 

（１０−２）実務実習施設の学習環境 
【基準 １０-２-１】 
実務実習モデル・コアカリキュラムに適

合した実務実習が，適正な指導者・設備

を有する施設において行われているこ

と。 

【基準 １０-２-１】 
適正な指導者・設備を有する施設において，実務

実習モデル・コアカリキュラムに適合した実務実

習が行われていること。 

・ 評価対象をより明確にする表現に変更した。 

１１ 社会との連携 

【観点 １１-３-３】災害時における支援

活動体制が整備されていることが望まし

い。 

【観点 １１-３-３】災害時における支援活動体制

が整備され，積極的な支援活動が行われているこ

とが望ましい。 

・ 支援活動の機会が必ずしもあるとは限らない

ため、体制整備のみとした。 
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１．評価の目的 

 薬学教育評価機構（以下「機構」という。）は、わが国の 6 年制薬学教育機関の教育研究水準の維

持および向上を図り、かつその個性的で多様な発展に資するよう、以下のことを目的として薬学教育

プログラムの定期的な評価および評価基準への適合認定を実施します。 

１）各大学における薬学教育（6年制）の質を保証します。 

２）評価の結果を各大学にフィードバックし、各大学の薬学教育プログラムに関わる教育研究活動等

の改善に役立てます。 

３）評価結果を基に各大学の教育研究活動等の状況を社会に示し、広く国民の理解と支持が得られる

よう支援します。 

 

２．評価の対象 

 薬学教育機関の 6年制薬学教育プログラムを評価の対象とします。 

 

３．評価の基本的な方針 

評価の目的を踏まえ、以下の方針に基づいて評価を実施します。 

１）評価基準に基づく評価 

評価は、機構が定める薬学教育（6 年制）第三者評価基準（以下、「評価基準」という。）に基づ

き、各大学の教育研究活動等の総合的な状況について、基準および観点を満たしているかどうかの

判断を中心に実施します。 

２）教育研究活動等を中心とした総合的評価 

  評価は、薬学教育プログラムに関わる教育研究活動等を中心として、その総合的な状況について

実施します。 

３）各大学の薬学教育プログラムの個性や特色の伸長に資する評価 

  評価に当たっては、各大学の薬学教育プログラムの個性や特色が十分に発揮できるよう、大学独

自の理念を尊重し、大学の個性や特色が発揮できること踏まえて判断します。 

４）改善に資する評価 

 評価を通じて、薬学教育プログラムの改善点を明確にすることにより、当該大学の薬学教育プロ

グラムの改善に役立てます。    

５）自己評価に基づく評価 

 評価は、機構が示す「評価基準」および別に定める「自己評価実施要項」に基づいて大学が行う

自己評価の結果（大学の自己評価において根拠として提出された資料・データ等を含む。）を分析

し、その結果を踏まえて実施します。なお、機構では、各大学による自己評価が適正かつ円滑に実

施されるよう、評価する薬学教育プログラムに関する大学の自己評価担当者に対し、機構が実施す

る評価の仕組み、自己評価書の作成方法等について説明を行うなど、評価に対する各大学の理解を

深めるための研修を実施します。 

６） ピア・レビューを中心とした評価 

評価は、大学の教員およびそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し見識を有する者に

よるピア・レビューを中心に実施します。  
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７）透明性の高い開かれた評価 

意見の申立て制度を整備するとともに、評価結果を広く社会に公表することにより、透明性の高

い評価を実施します。また、開放的で進化する評価を目指し、評価を受けた大学等の意見を踏まえ

つつ、常に、機構における評価システムの改善を図ります。 

 

４．評価の実施体制 

  機構は、次の組織体制の下、薬学教育プログラムの評価を実施します。 

 １）評価委員会（仮称） 

    評価委員会（仮称）は、薬学教育プログラムに関し、高く広い見識を有する教育関係者並びに

医療、社会その他の分野に関する学識経験を有する者により構成され、機構が実施する薬学教育

プログラムの評価に関し、機構理事会からの諮問に基づき、次の事項を審議し、機構理事会へ答

申します。 

   ア 評価計画の立案 

   イ 評価報告書の作成 

 ２）評価実施委員会（仮称） 

    評価実施委員会（仮称）は、評価委員会（仮称）の下、大学の教員およびそれ以外の者であっ

て薬学教育プログラムに関する見識を有する者により構成され、評価実施計画の立案ならびに評

価チームの編成等を行なうと共に、評価の対象となる薬学教育プログラムごとの評価を実施し、

評価委員会（仮称）が作成する評価報告書の原案（評価実施報告書）を作成し、評価委員会に報

告するとともに、評価対象ごとに編成される評価チーム（仮称、以下、４）参照。）間の横断的

事項の審議および調整その他評価対象ごとに行う評価活動に関する事項について総理します。 

 ３）評価チーム（仮称） 

    評価チーム（仮称）は、評価実施委員会の下、評価対象ごとに大学教員およびそれ以外の者で

あって薬学教育プログラムに関する見識を有する者により編成され、評価対象ごとに、自己評価

書の調査（書面調査）ならびに訪問調査を実施し、その結果を評価実施委員会（仮称）に報告し

ます。 

 

５．評価の実施方法 

 １）評価プロセスの概要 

   評価は、概ね以下のプロセスにより実施されます。 

  ①大学における自己評価 

    各大学は、別に定める「自己評価実施要項」に従って、自らが実行している薬学教育プログラ

ムに対する自己評価を実施し、自己評価書を作成します。 

    自己評価書は、評価基準を構成する 12 の項目および 71 の基準ごとに、その内容に従って、教

育研究活動等の状況を分析し、記述します。各大学には、原則として、全ての観点に係る状況を

分析し、整理することが求められます。なお、71 の基準に関し、あらかじめ定められた観点に加

えて、各評価対象において独自の観点を設定する必要があると考えられる場合には、これを設定

した上で、その観点についての状況を分析し、記述することができます。また、各大学の薬学教

育プログラムの優れた点、改善を要する点などを評価し、記述します。 
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②機構における評価 

   ア 評価基準を構成する 12 の項目および 71 の基準ごとに、各大学から提出される自己評価書に

基づき、自己評価の状況を調査し、各項目および基準を満たしているかどうかの判断を行うと

ともに、その理由を明らかにします。なお、項目の多くがいくつかの内容に分かれているため

７１の基準が規定されており、これらを踏まえ観点が設定されていますので、項目および基準

を満たしているかどうかの判断は、観点の分析状況を含めて総合的に行います。 

   イ 項目および基準を満たしている場合であっても、さらに改善の必要が認められる場合や、項

目および基準を満たしているもののうち、その取組みが優れていると判断される場合には、そ

の旨を自己評価書を提出した大学に通知します。 

   ウ 評価対象が 12 の項目および 71 の基準を全て満たしている場合に、評価対象が「評価基準」

を満たしているものと認め、その旨を公表します。また、一つでも満たしていない基準があっ

た場合には、評価対象全体として「評価基準」を満たしていないものとします。 

 

 ２）評価方法 

   評価は、評価対象ごとに、評価チーム（仮称）が書面調査および訪問調査により実施します。 

①書面調査 

     書面調査は、別に定める「評価実施マニュアル」（仮称）に基づき、評価対象となる薬学教

育プログラムを実行する大学が作成する自己評価書（大学の自己評価において根拠として提出

された資料・データ等を含む。）、および機構が独自に調査・収集する資料・データ等をもとに、

調査・分析を行います。 

   ②訪問調査 

     訪問調査は、別に定める「訪問調査実施マニュアル」（仮称）に基づき、自己評価書の検証

および書面調査では確認できなかった事項等について行います。 

 

   これら評価チーム（仮称）が調査、分析した結果を基に、評価実施委員会（仮称）が評価結果の

原案（評価実施報告書）を作成します。評価実施委員会（仮称）は、評価結果の原案（評価実施報

告書）を評価委員会（仮称）に説明し、評価委員会（仮称）はこれを審議し評価実施報告書等に基

づいて評価報告書を作成します。評価委員会は、各大学に対して評価報告書（案）に対する意見の

申し立ての機会を提供した上で、評価報告書（仮称）を作成し、理事会に答申します。 

 

 ３）意見の申立てと評価結果の確定 

   機構は、評価プロセスの透明性を確保するとともに、評価の正確性を確保するため、評価結果が

確定する前に、評価報告書（案）を評価対象の薬学教育プログラムを実行する大学に通知し、その

内容等に対する意見の申立ての機会を設け、再度審議を行います。 
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６．評価の結果 

１）総合判定 

総合判定の結果は「適合」・「不適合」で示し、機構は、評価報告書（仮称）において、「評価基

準」の 12 の項目および 71 の基準のすべてを満たしている場合に、評価対象の薬学教育プログラム

を「適合」として判定し、当該大学に「認定」の旨を通知します。 

また、一つでも満たしていない基準があった場合には、評価対象の薬学教育プログラム全体が「評

価基準」を満たしていないものとして「不適合」と判定し、当該大学に通知します。 

なお、総合判定は、文章により表記し、優れた点、改善を要する点などを記述します。 

 

適 合：「薬学教育（6年制）第三者評価 評価基準」を満たしている。 

不適合：「薬学教育（6年制）第三者評価 評価基準」を満たしていない。 

  

２）項目の評価 

項目の評価は、基準ごとの評価を総合的に判断し、原則として以下のような5段階で評価します。

多段階評価が不適当な項目については「適合」・「不適合」による評価を実施します。なお、項目ご

との評価結果の総評は文章により表記します。 

S：卓越している 

A：多くの点で適合水準を大きく越えている 

B：適合水準を越えている 

C：適合水準にはあるが、懸念される点が認められる 

D：適合水準に達していない 

 

３）基準の評価 

基準の評価は、原則として、観点ごとの評価に基づき、以下のような 5段階で評価します。多段

階評価が不適当な基準については「適合」・「不適合」による評価を実施します。 

S：卓越している 

A：多くの点で適合水準を大きく越えている 

B：適合水準を越えている 

C：適合水準にはあるが、懸念される点が認められる 

D：適合水準に達していない 

 

４）観点ごとの評価 

観点ごとの評価結果は、基準ごとの評価に反映することとし、観点の評価結果は公表しません。 
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７．評価結果の公表 

１）「適合」と判定された大学の総合判定の結果、項目ごとの評価の結果、基準ごとの評価の結果は、

評価報告書（仮称）をもって公表します。 

２）評価報告書（仮称）は、評価対象の薬学教育プログラムごとに作成し、その設置者に提供すると

ともに、印刷物の刊行およびウェブサイトへの掲載等により公表します。 

３）評価結果の公表にあわせて、評価の透明性および客観性を確保するため、大学から提出された自

己評価書（大学の自己評価において根拠として別添で提出された資料・データ等を除く。）をウェ

ブサイトに掲載します。 

 

８．「認定」の取消し 

適合認定を受けた大学において、「認定」を受けたのち、次の評価を受けるまでの間（機構による

適合認定が有効性を有している期間）、機構の行う評価の過程、自己評価書の提出または機構への基本

情報の届出等において、重大な虚偽報告や事実の隠蔽など社会的倫理に反する事実が存在することが

判明した場合は、理事会等の判断により「認定」の取消し、または次回の評価時期の指定その他必要

な措置をとることがあります。 

 

９．情報公開 

１）機構は、薬学教育プログラムの評価の透明性・客観性を高めるために、以下の事項について公表

するとともに、その他の評価に関して保有する情報についても、可能な限り，ウェブサイトへの掲

載等適切な方法により提供します。 

①名称及び事務所の所在地 

②役員の氏名 

③評価の対象 

④評価基準及び評価の方法 

⑤評価の実施体制 

⑥評価結果の公表の方法 

⑦評価の周期 

⑧評価に係る手数料の額 

２）機構に対し、評価に関する保有文書の開示請求があった場合は、開示することにより、①個人に

関する情報であって特定の個人を識別できるものや個人の権利利益を害するおそれがあるもの、②

機構等に関する情報であって機構等が行う業務の適正な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの

等の不開示情報を除き、原則として開示します。ただし、大学から提出され、機構が保有すること

となった文書の公開に当たっては、当該大学と協議します。 
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１０．評価の時期 

１）評価は、毎年度１回実施します。  

２）評価対象となる薬学教育プログラムを実行する各大学は、最初の評価を平成２４年度から２９年

度の間に実施しなければなりません。そのため、評価を実施する前年度の○月末までに、別に定め

る様式に従って、機構に評価を申請することが必要になります。また、機構は、大学から申請があ

った場合には、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく評価を実施します。 

３）最初の評価が実施された以降は、当該評価の実施年度から起算して６年以内に次回の評価を受け

なければなりません。そのため、その前年度の○月末までに、別に定める様式に従って、機構に評

価を申請することになります。 

 

１１．追評価 

１） 追評価は、認定が得られない場合に実施します。 

２） 追評価は、本評価において満たしていないと判定された基準（判定 D）に限定して実施されます。 

３） 認定が得られなかった大学は、本評価の結果を受け取った後２年以内までであれば、別に定める

手続きに従って、追評価を受けることができます。 

４） 追評価の場合の認定期間は、本評価申請からの残りの期間とします。 

５） 追評価において、追評価の対象となった基準の全てが評価基準を満たしているものと判定された

場合には、先の本評価の結果と併せて、当該大学の薬学教育プログラムとして評価基準を満たし

ているものと認め、その旨公表します。 

 

１２．教育研究活動等の内容の重要な変更の届け出 

１）薬学教育プログラムを実行する大学は、認定を受けた後に教育研究活動等に関し機構が別に定め

る重要事項の変更が生じた場合には、変更後３ヶ月以内に機構に届け出なければならないものと

します。 

２）届出を必要とする大きな変更内容とは、認定の結果に影響を与えるものとします。  

３）届出があった場合、その内容についての審査を行います。 

４）審査体制、基準、通知方法等については別途定めます。 

 

１３．「評価基準」等の変更手続き 

「評価基準」や評価方法その他評価に関する重要事項を変更する場合には、事前に関係者に対し、

意見照会を行うなど、その過程の公正性および透明性を確保しつつ、機構において審議し決定します。 

 

【附則】 

１．「自己評価 21」 

１）平成 18 年度以前に開設した大学は、平成 21 年度内に「評価基準」に基づく自己評価（「自己評価

21」）を実施し、その結果を機構に報告すると共に、自ら公表することとします。 

２）「自己評価 21」の結果は、公表後、機構によって平成 22 年度以降に点検を行います。 

３）平成 19 年度以降に開設した大学は、開設 4 年目に「自己評価 21」と同様の自己評価を実施し、

点検を受けなければならないこととします。 

４）初年度の入学者の卒業以前の段階において評価し得ない部分（別途、機構が定める予定）につい

ては、「自己評価 21」の対象外とします。
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参考資料４－１ 

平成 19 年度文部科学省「大学評価研究委託事業」 

薬学教育（6 年制）第三者評価に関する勉強会 プログラム 

 

10 月 30 日（火）：ロイヤルウィング（熱海市） 
12：00～12：50     集合・昼食 

「3 階レストランボヌール」 
13：00～13：15     開会の挨拶・経緯 

「5 階コンベンションホール花の間」 
13：15～13：30     アンケートのまとめと評価基準の改定 
13：30～13：40     作業説明 
13：40～15：10      SGD1 
15：10～15：30      休憩（コーヒーブレイク） 
15：30～16：10      教育講演 

川口昭彦大学評価・学位授与機構理事 
「5 階コンベンションホール花の間」 

16：10～16：30      質疑応答 
16：30～18：00      SGD2 
18：30～20：00     情報交換会（夕食） 

「5 階コンベンションホール扇の間」 
 

10 月 31 日（水）：同上  
7：00～ 朝食 

「3 階レストランボヌール」 
8：20 集合 

「5 階コンベンションホール花の間」 
8：30～10：00     総合討論 
10：00～10：15      休憩（コーヒーブレイク） 
10：15～12：15      SGD3 
12：15～13：00     昼食 

「3 階レストランボヌール」 
13：00～14：00     総合討論 

「5 階コンベンションホール花の間」 
14：00～14：30     今後の課題 
14：30～      閉会の挨拶 
15：00       解散 



 

 

グループ分けと項目の分担 
 
【A グループ】 
タスクフォース：白幡（記録） 
メンバー：山元（司会）、岩城、佐々木、樋口、平野、本間、冨士、望月 
＜担当項目＞ 
・目的 
・対象 
・評価の基本的な方針 
・評価の実施体制：評価チーム（書類審査）の構成など 
・実施方法：訪問調査の実施方法など 

 
【B グループ】 
タスクフォース：中村（記録） 
メンバー：井上（司会）、松谷、赤池、奥、木村、須田、前田、山岡、（川口） 
＜担当項目＞ 
・評価の結果と公表：他の評価機関による「評価の工夫」を配布資料とする 
・情報公開 

 
【C グループ】 
タスクフォース：小澤（記録） 
メンバー：入江（司会）、関野、大野、大和田、児玉（2 日目）、矢後、山本、吉富 
＜担当項目＞ 
・評価の時期（何年に 1 回） 
・予備評価・中間評価：平成 21 年度自己点検 
・追評価 
・教育研究活動等の内容の大きな変更の届け出 
・大学評価基準等の変更手続き 
 
 

配布資料 

 
・大学評価・学位授与機構：「大学機関別認証評価実施大綱」、「法科大学院評価基準要綱」 
・薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準 平成 19 年度版 
・アンケートのまとめ 
・書籍「大学評価文化の展開：高等教育の評価と質保証」ぎょうせい 
・「評価結果の表し方」 
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平成 19 年度文部科学省「大学評価研究委託事業」 

薬学教育（6 年制）第三者評価に関する勉強会 参加者リスト 

 
参加者 赤池 昭紀 京都大学 

  井上 圭三 帝京大学 
  入江 徹美 熊本大学 
  岩城 正宏 近畿大学 
  大野 勲 東北薬科大学 
  大和田 榮治 北海道薬科大学 
  奥 直人 静岡県立大学 
  小澤 孝一郎 広島大学 
  木平 健治 日本病院薬剤師会 
  木村 隆次 日本薬剤師会 
  児玉 孝 日本薬剤師会 
  白幡 晶 城西大学 
  須田 晃治 明治薬科大学 
  中村 明弘 昭和大学 
  樋口 駿 九州大学 
  平野 和行 岐阜薬科大学 
  冨士 薫 広島国際大学 
  本間 浩 北里大学 
  前田 定秋 摂南大学 
  望月 眞弓 共立薬科大学 
  矢後 和夫 日本病院薬剤師会 
  山岡 由美子 神戸学院大学 
  山本 恵司 千葉大学 
  山元 弘 大阪大学 
  吉富 博則 福山大学 

行政官 関野 秀人 厚生労働省 
  松谷 治 文部科学省 

講師 川口 昭彦 理事 大学評価・学位授与機構 
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文部科学省「大学評価研究委託事業」 

第１回薬学教育（６年制）第三者評価に関するワークショップ 

 
報告書 

 
 
 
 

テーマ 

「薬学教育（６年制）第三者評価の実施に向けて」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 20 年 3 月 



 

 

 文部科学省「大学評価研究委託事業」の一環として、日本薬学会の主催により第１回

薬学教育（６年制）第三者評価に関するワークショップが平成２０年１月２７日（日）

東京国際フォーラムで開催された。参加者は６９大学（７０校）（各校から１名）、日本

薬剤師会（代表５名），日本病院薬剤師会（代表５名）のほかに、実行委員、タスクフ

ォースなどを合わせて総数９９名が集い、９班に分かれて活発な議論が行われた。 

 平成１８年年度から薬剤師養成を主たる目的とした6 年制薬学教育プログラムが、ス

タートした。薬学教育の修業年限延長にあたっては、中央教育審議会大学分科会から「今

回の改正に伴い、６年制の薬学部、学科において修業年限の延長の趣旨を踏まえ、人の

命を預かる医療人としての薬剤師の養成のための質の高い教育が行われていることを

社会に対して保証するためには、薬科大学・薬学部関係者自らが中心となって、教育の

質を検証し、適正な評価を行うための体制を早急に整備することが必要である」との提

言を受けた。平成１７年には日本薬学会・薬学教育改革大学人会議に第三者評価検討委

員会が設置され、平成１８年には全国薬科大学長・薬学部長会議に第三者評価実施委員

会が設置された。その後、両委員会の合同委員会（作業部会としては評価実施小委員会）

が主体となり、文部科学省の委託事業としての支援を受けて、薬学教育第三者評価基準

案の作成に向けた勉強会、全国説明会、アンケート調査と基準案の修正などを重ねてき

た。そして平成１９年１２月に開催された全国薬科大学長・薬学部長会議で「薬学教育

（６年制）第三者評価基準（平成１９年度版）」が承認を受けるに至った。同時にこの

会議で、最初の６年制教育を受ける平成１８年度入学生が病院・薬局で実務実習を行う

前年に当たる平成２１年度に、この評価基準に基づく自己評価（以下、自己評価２１）

を行うことが承認された。 

 薬学教育第三者評価あるいは自己評価２１を実施するにあたり、医療人としての薬剤

師の養成のための質の高い教育が行われていることを社会に対して保証する適正な評

価を行うための体制を早急に整備することが必要となる。すなわち評価の実施体制、評

価の方法、公表の仕方などを規定する薬学教育（６年制）第三者評価実施要綱の作成、

実際の評価に当たってどのような資料をもとに、どのように評価するのかという評価実

施マニュアルの作成、および実際に評価を行う機関の決定などが必要である。評価実施

機関に関しては先に述べた平成１９年の全国薬科大学長・薬学部長会議で薬学教育評価

機構（仮称）の設立が承認され、現在準備段階にある。 

本ワークショップは、「薬学教育（６年制）第三者評価の実施に向けて」というテー

マのもと、第三者評価の実施に向けたマニュアルの作成の第一歩として、いくつかの基

準を取り上げ、個々の評価基準に対してどのように評価するのかを共に考え討議するこ

とを目的に開催した。討議結果をまとめることができたので、ここに報告する。 

 
平成２０年３月 
 
奥 直人 

第 1回薬学教育（6 年制）第三者評価に関するワークショップ実行委員会委員長 

 

井上圭三 

日本薬学会第三者評価実施小委員会委員長 
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全体のまとめ 

  本ワークショップでは、チームごとに以下に示す評価基準（観点）について、どの

ように評価するのかという評価の仕方、評価結果の表し方などを考えることにした。 

チームⅠ： ２ 医療人教育の基本的内容、 

(２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

チームⅡ： ３ 薬学教育カリキュラム  

(３-１) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

チームⅢ： ５ 問題解決能力の醸成のための教育  

(５-１) 自己研鑽・参加型学習をそれぞれテーマとした。 

 

第一部では「適合水準に達していることをどのように示しますか？」というテーマで

行い以下の提案がなされた。 

・適合水準に達していることを示す資料（エビデンス）が必要である。 

・教育プログラムの評価のための資料としては、 

１）シラバス、カリキュラム、実習書などの体系を評価できる資料 

２）体系のもとで教育効果や達成度、学生の満足度を示す検証資料 

（レポート、アンケート、授業評価など） 

の両方が必要であり、評価としても両方の視点からの評価が必要である。 

・教育効果を示す検証資料については、今後新たに準備する必要があるものも指摘さ

れた。 

 

第二部「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」というテーマで討議

を行った。その結果として以下のことが提案された。 

・評価には、評価マニュアルが必要である。 

・教育研究水準の向上を図り改善に資するためには、基本的には多段階評価とするこ

とが望ましい。ただし、多段階評価になじまない基準（観点）については適・不

適（適合・不適合）とする。 

・多段階評価において、Ｂを「適合水準を満たす標準」とし、Ａは優れている、Ｃは

適合水準にあるが、一部懸念される点がある。Ｄは適合水準を満たしていない。

という点ですべての班で一致した。Ａの上にＳ評価を置く５段階評価を提案した

班が５つ、４段階評価を提案した班が１つ、５段階と４段階の併用を提案した班

が１つあった。Ｓに関しては「特色重視」と「卓越重視」の２つの意見があると

なっている。 

 

 本ワークショップにより、評価に関する全体像がやや見えてきたのではないかと思っ

ている。また各大学が間近に迫ってきた自己評価２１に対する大学に共通したエビデン
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スや独自の特色をアピールできるエビデンスに関する認識が少しでも深まったのでは

ないかと考えている。今後の課題として、評価マニュアルの作成、評価結果の社会への

公表の仕方などが挙げられる。 

薬学教育（６年制）第三者評価では、薬学教育評価機構が、わが国の6年制薬学教育

機関の教育研究水準の維持および向上を図り、かつその個性的で多様な発展に資するよ

う、薬学教育（6年制）第三者評価基準に基づき、１）薬剤師養成課程の教育等の質の

保証、２）評価結果のフィードバックによる各大学の薬学教育プログラムに関わる教育

研究活動等の改善、３）各大学の教育研究活動等の状況の公開による国民の理解と支持

の獲得、を目的として薬学教育プログラムの定期的な評価および評価基準への適合認定

を実施するということになる。教育研究水準の維持および向上を図り、個性的で多様な

発展に資するために、本ワークショップでは多段階評価が提案された。すでに薬学教育

（6年制）第三者評価基準（平成１９年度版）が、全国薬科大学長・薬学部長会議で認

められ、自己評価２１も目前に迫ってきた。個々の基準を満たしていることを示すのみ

ならず、教育研究水準の向上に資することができる実際の評価に向けた方法論の整備が

急がれる。 
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文部科学省「大学評価研究委託事業」 

第１回薬学教育（6年制）第三者評価に関するワークショップ 

 

主 催：社団法人日本薬学会 

日 時：平成 20 年 1月 27 日（日）9:30～17:30 

場 所：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内三丁目５番１号） 

参加者：各大学 1名（計 70 名）日本薬剤師会 5名，日本病院薬剤師会 5名（総計 80 名） 

 

～プログラム～ 

 

テーマ「薬学教育（6年制）第三者評価の実施に向けて」 

（3P：全体会議（G701）、P：３グループ合同会議、S：グループディスカッション） 

                         総合司会：中村明弘（昭和大学） 

9:20 参加者受付開始 

9:30 3P 参加者集合 

9:40 3P あいさつ  松谷 治（文部科学省）  

9:45 3P 経緯説明  井上圭三（帝京大学）  

 

第一部 「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 

10:00 3P 作業説明  奥 直人（静岡県立大学）   

10:10 S      

・チームⅠ：評価基準 ２ 医療人教育の基本的内容 

  （2－1）ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

・チームⅡ：評価基準 ３ 薬学教育カリキュラム： 

（3－1）薬学教育カリキュラム：薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

・チームⅢ：評価基準 ５ 問題解決能力の醸成のための教育 

（5－1）自己研鑽・参加型学習 

11:20 P チーム毎に分かれてプロダクト発表（パワーポイント） 

  （発表：各 4分、総合討論 15 分）  

       （司会は、小澤 (I)，中村 (II), 山元 (III)） 

 

教育講演 

11:50 3P 「第三者評価のあり方」         由岐和広（日弁連法務研究財団理事） 

   

12:30 S  昼食 

 

参考資料１ 
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第二部「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」 

13:20 3P 薬学教育評価の実施方法について 小澤孝一郎（広島大学）  

13:30 3P 作業説明  白幡 晶（城西大学）  

 13:40  S   

・チームⅠ：（2－1）ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

・チームⅡ：（3－1）薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

・チームⅢ：（5－1）自己研鑽・参加型学習 

 

15:30  P 発表とまとめ（発表各 4分、総合討論 30 分） 

（司会は、入江 (I)，本間 (II), 原 (III)、3P の発表者を決定） 

16:15 3P 休憩  

16:30 3P 発表（各チーム発表 5分、討論 10 分） 司会：奥 直人  

17:15 3P 閉会の挨拶                         市川 厚（武庫川女子大学）  

17:30～     情報交換会 ７階ラウンジ 
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　　チームⅠ 　　チームⅡ

備考 備考

北海道大学 南　雅文 書記 富山大学 細谷　健一 書記

長崎大学 河野　通明 九州大学 末宗　洋

青森大学 須賀　哲弥 神戸薬科大学 守安　正恭

金城学院大学 千葉　拓 いわき明星大学 山崎　洋次

城西国際大学 奥山　恵美 明治薬科大学 阿刀田英子

帝京大学 栗原　順一 日本大学 白神　誠

星薬科大学 辻　　勉 書記 高崎健康福祉大学 荻原　琢男 書記

昭和大学 本田　一男 長崎国際大学 山本　経之

日本薬剤師会 桂　正俊 日本薬剤師会 高橋　寛

タスクフォース：入江徹美（熊本大学） タスクフォース：本間　浩（北里大学）

備考 備考

東北大学 大島　吉輝 金沢大学 中垣　良一

熊本大学 高濱　和夫 静岡県立大学 伊藤　邦彦 書記

東邦大学 加藤　文男 北海道薬科大学 市原　和夫

九州保健福祉大学 山崎　哲郎 書記 東北薬科大学 大野　勲

東京薬科大学 大野　尚仁 書記 共立薬科大学 増野　匡彦 書記

兵庫医療大学 西山　信好 福岡大学 山野　茂

昭和薬科大学 渡邊　善照 姫路獨協大学 駒田富佐夫

徳島文理大学香川 嶋本　典夫 日本薬剤師会 森　昌平

日本薬剤師会 神田　晴生 タスクフォース：須田晃治（明治薬科大学）

タスクフォース：小澤孝一郎（広島大学）

備考 備考

東京大学 松木　則夫 京都大学 高倉　喜信 書記

北海道医療大学 黒澤　隆夫 書記 徳島大学 嶋林　三郎

武蔵野大学 今井　一洋 名城大学 岡田　邦輔

新潟薬科大学 杉原多公通 書記 広島国際大学 石原　熊寿 書記

奥羽大学 小池　勇一 同志社女子大学 漆谷　徹郎

京都薬科大学 谷口　孝之 福山大学 福長　将仁

神戸学院大学 佐野　圭二 岩手医科大学 上原　至雅

日本薬剤師会 杉浦　邦夫 第一薬科大学 黑木　広明

日本病院薬剤師会 矢後　和夫 日本病院薬剤師会 内野　克喜

タスクフォース：白幡　晶（城西大学） タスクフォース：中村明弘（昭和大学）

２班　：　　【G503】 ５班　：　　【G508】

３班　：　　【G504】 ６班　：　　【G509】

参　加　者　名　簿　(１)

第１回薬学教育（６年制）第三者評価に関するワークショップ参加者と班構成

１班　：　【G501】 ４班　：　　【G507】

参考資料２ 
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　　チームⅢ

備考 ディレクター

大阪大学 高木　達也 帝京大学 井上　圭三

名古屋市立大学 今泉　祐治 書記 教育講演

就実大学 五味田　裕 日弁連法務研究財団理事 由岐　和広

日本薬科大学 木村　正幸

摂南大学 荻田喜代一 書記 オブザーバー

大阪薬科大学 松村　靖夫 文部科学省 松谷　治

徳島文理大学 赤木　正明 厚生労働省 関野　秀人

千葉科学大学 松岡　耕二

日本病院薬剤師会 木平　健治

タスクフォース：原　博（東京薬科大学）

備考 タスクフォース

岡山大学 亀井　千晃 武庫川女子大学 市川　厚

岐阜薬科大学 森　裕志 熊本大学 入江　徹美

北陸大学 古林伸二郎 広島大学 小澤孝一郎

武庫川女子大学 十一　元晴 共立薬科大学 小林　静子

横浜薬科大学 野上　靖純 城西大学 白幡　晶

近畿大学 杉浦　麗子 書記 明治薬科大学 須田　晃治

北里大学 供田　洋 昭和大学 中村　明弘

愛知学院大学 村木　克彦 書記 東京薬科大学 原　　博

日本病院薬剤師会 佐々木　均 北里大学 本間　浩

タスクフォース：望月真弓（共立薬科大学） 共立薬科大学 望月　真弓

大阪大学 山元　弘

備考 静岡県立大学 奥　直人

千葉大学 佐藤　信範 書記 京都薬科大学 西野　武志

広島大学 武田　敬 広島国際大学 冨士　薫

東京理科大学 岡　淳一郎

崇城大学 宮本　秀一 事務局

安田女子大学 佐藤　公道 日本薬学会 土肥三央子

大阪大谷大学 小山　豊 書記

城西大学 近藤　誠一

日本病院薬剤師会 平井みどり

参　加　者　名　簿　(２)

第１回薬学教育（６年制）第三者評価に関するワークショップ参加者と班構成

９班　：　　　【G604】

タスクフォース：山元　弘 (大阪大学)

７班　：　　【G601】

８班　：　　　【G603】
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報告書作成担当者一覧 

 

チームⅠ    小池 勇一 奥羽大学薬学部    

チームⅡ   市原 和夫 北海道薬科大学 

チームⅢ   森  裕志 岐阜薬科大学 

第１班 第一部   栗原 順一 帝京大学薬学部 

第１班 第二部   千葉  拓 金城学院大学薬学部 

第２班 第一部   加藤 文男 東邦大学薬学部 

第２班 第二部   嶋本 典夫 徳島文理大学香川薬学部 

第３班 第一部   矢後 和夫 日本病院薬剤師会 

第３班 第二部   谷口 隆之 京都薬科大学 

第４班 第一部   守安 正恭 神戸薬科大学 

第４班 第二部   山本 経之 長崎国際大学薬学部 

第５班 第一部   伊藤 邦彦 静岡県立大学薬学部 

第５班 第二部   増野 匡彦 共立薬科大学 

第６班 第一部   黒木 広明 第一薬科大学 

第６班 第二部   上原 至雅 岩手医科大学薬学部 

第７班 第一部   木村 正幸 日本薬科大学 

第７班 第二部   松岡 耕二 千葉科学大学薬学部 

第８班 第一部   古林 伸二郎 北陸大学薬学部 

第８班 第二部   供田  洋 北里大学薬学部 

第９班 第一部   宮本 秀一 崇城大学薬学部 

第９班 第二部   平井 みどり 日本病院薬剤師会 

参考資料３ 
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チーム I （第１班～第３班）のテーマ 

 

２ 医療人教育の基本的内容 

(２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

【基準 ２-１-１】 

医療人としての薬剤師となることを自覚させ，共感的態度及び人との信頼関係を醸成す

る態度を身につけさせ，さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教育が体系的

かつ効果的に行われていること。 

 

【観点 ２-１-１-１】全学年を通して，医療人として生命に関わる薬学専門家に相応し

い行動をとるために必要な知識，技能，及び態度を身につけるための教育が行われてい

ること。 

【観点 ２-１-１-２】医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸成する

教育が行なわれていること。 

【観点 ２-１-１-３】医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，立場，

環境を理解し，相互の信頼関係を構築するために必要な知識，技能，及び態度を身につ

けるための教育が行われていること。 

【観点 ２-１-１-４】単位数は， (2-2)～(2-5)とあわせて，卒業要件の１／５以上に

設定されていることが望ましい。 

 

 

 

 

第一部 「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 

第二部 「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」 

 

参考資料４ 
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チーム I （第１班～第３班）合同討議のまとめ 

テーマに基づき、まず、基準２－１－１の「医療人としての薬剤師となることを自覚さ

せ、共感的態度及び人との信頼関係を醸成する態度を身につけさせ、さらにそれらを生

涯にわたって向上させるための教育が体系的かつ効果的に行われていること。」につい

て、各班毎に評価の仕方について討論を行った。 

第１班では、評価の仕方として、 

① 改善に資するためには多段階評価が好ましい  

② 項目によっては適/不適の評価となることがある    

と結論した。 

また、これらを評価するための資料として、項目と達成度＊教育効果が上がっているか

をみる、評価マニュアルが必要であると考えた。 

第２班では、４段階評価とし、その内容としては 

A：優れている点がある 

B：標準 

C：改善する点が見られる 

D：改善する点が多い               

とし、これらを評価するための資料としては、カリキュラム編成、シラバス、学生便覧、

教員組織、特別講義・講演内容、討論やスモールグループディスカッション（SGD）な

どがあるとした。 

第３班では、評価方法として多段階評価をとり、その内容としては 

S：A の中で特段に優れているものがある 

A：全てに優れている 

B：優れているものがある 

C：満たしている 

D：水準に達していない 

とし、これらの評価の対象となるエビデンスとして、 

 ヒューマニズム、医療倫理カリキュラム（講義、評価内容を含む） 

 講義資料 

 学生アンケート 

 実習先（患者も含めた）の評価 

 大学独自のプログラム（SGD、ロールプレイ等） 

が挙げられるとした。 

次に観点２－１－１－１「全学年を通じて、医療人として生命に関わる薬学専門家に相

応しい行動をとるために必要な知識、技能、及び態度を身につけるための教育が行われ

ていること。」に関しては 

第１班では、評価の方法としては評価マニュアルの作成が必要であるとし、その内容と

しては 
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① 教育プログラムの評価（体系の評価） 

これにはカリキュラム、シラバスを評価することとし、その内容として 

a) コアカリキュラム 

b) 特色あるプログラム の２点があるとした。 

② 教育プログラム実施状況・達成度の評価 

これには 

１） 講義実習記録、出欠状況、講義実習資料 

２） 試験結果、レポート、報告書など 

３） 学生アンケート 

４） 薬局、病院（実務実習）からのレポート 

５） 卒業生からのアンケート 

６） 講演会資料、ビデオ、写真 

７） 医療を受けるものからの評価 

８） ピアレビュー        

などが考えられ、それらの評価方法として、現状の改善のためには多段階評価が好まし

いとし、ABCD プラス Sの評価を用いる、その内容としては 

S：については「特色重視」と「卓越重視」の２つの意見があり、何れともしがたい 

A：B に加えて②―５）～８）などのうちから複数の用件を満たしている 

B：適合水準（①－a）、②－１）～４）を超えている 

C：適合水準（①－a）、②－１）～４）にはあるが、懸念される点が認められる 

D：適合水準に達していない 

とした。 

第２班では評価方法として、４段階評価を採用し、その内容としては 

A：優れている点がある 

B：標準 

C：改善する点がみられる 

D：改善する点が多い 

とし、評価資料としては、カリキュラム編成、シラバス、学生便覧、教員組織、特別講

義・講演、討論、SGD を挙げた。また、評価に関しては 

 合否のみでは問題であり、ボランティア活動も対象とする 

 基準に達しているかどうか 

 学生実務実習の評価では ABC（これには薬剤師の先生の評価が含まれる） 

 項目別に行っていれば加点して優良可の評価 

 共通の部分と特殊な部分があり、ミニマムな共通点を評価する 

 評価には客観性が必要となる 

 ４段階評価 A：優れている点がある B：標準 C：改善する点がみられる D：改善

する点が多い、または SABC とする 
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 FD の評価も必要 

 質の評価では  

ロールプレイをしていれば加点要素となる 

授業に対するアンケート 

第３者による評価：例えば５年後に薬剤師による評価を行うなど、フィードバック

の効く評価が必要 

 知識技術態度の評価は卒後にわかるのではないか 

 実務実習では人間性や対応について評価する（医療倫理についても評価する） 

 

さらにシラバスの評価については 

 シラバスが整備されている。シラバスの内容がコアカリに準じているのか、専任教

員の質、非常勤講師の数 

 第三者からの評価システムがあるかどうかは加点要素（加点方式） 

 工夫した点について加点 

 学生が能動的に授業を受けられるかどうか 

 適合した科目には適した教員が授業を行っているかどうか 

 各項目において定量評価が出来るか 

 条件付き合格を Cとする 

 評価を４段階（ABCD）にするのか、水準の上下の２段階にするのか、Sをいれたほ

うがよいのか 

 評価者が意見を述べやすいようにする必要がある 

などの意見が見られた。 

 

第３班ではまず評価対象となるエビデンスを以下のように定めた。すなわち 

 ヒューマニズム、医療倫理カリキュラム（講義、評価内容含む） 

 講義資料 

 学生アンケート 

 実習先（患者も含めた）の評価 

 大学独自のプログラム（ＳＧＤ、ロールプレイ等） 

次に評価の方法として、多段階評価をとった。すなわち 

S：A の中で特段に優れているものがある 

A：全てに優れている 

B：優れているものがある 

C：満たしている 

D：水準に達していない 

とした。 
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観点２－１－１－２「医療全般を概観し、薬剤師の倫理観、使命感、職業感を醸成する

教育が行われていること。」に関しては 

第２班では、知識技能評価については卒後の評価とし、実務実習では人間性、対応につ

いて評価することとする、また、医療倫理についても評価するとした。 

第３班では、評価対象として 

 ヒューマニズム、医療倫理カリキュラム（講義、評価内容含む） 

 講義資料 

 学生アンケート 

 実習先（患者も含めた）の評価 

 大学独自のプログラム（ＳＧＤ，ボランティア、ＲＰなど） 

 薬剤師としてのモチベーションの向上を意識したカリキュラム（アーリーエクスポ

ージャー、臨床現場の薬剤師との意見交換、討論会、講演会等） 

を挙げ、評価の方法として多段階評価すなわち 

S：A の中で特段に優れているものがある 

A：全てに優れている 

B：優れているものがある 

C：満たしている 

D：水準に達していない 

とした。 

 

観点 2－１－１－３に関しては 

第３班が 

 ヒューマニズム、医療倫理カリキュラム（講義、評価内容含む） 

 講義資料 

 学生アンケート 

 実習先（患者も含めた）の評価 

 大学独自のプログラム（ＳＧＤ、ボランティア、ロールプレイ、チーム医療の理解、

他の医療提供者との交流、患者中心医療の理解、薬害被害者による講演会など） 

を挙げ、 

次に評価の方法として、多段階評価をとった。すなわち 

S：A の中で特段に優れているものがある 

A：全てに優れている 

B：優れているものがある 

C：満たしている 

D：水準に達していない 

とした。 
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また、観点２－１－１－４「単位数は、（２－２）～（２－５）と合わせて、卒業要件

の１／５以上に設定されていることが望ましい。」では 

第３班の 

 適：１／５以上 

 不適：１／５より著しく少ない 

が示された。 

以上の論議をふまえて、1～3班の結論として、 

基準２－１－１ 

観点２－１－１－１は以下のようにまとめられた。すなわち「評価の方法」としては 

① 教育プログラムの評価（体系の評価） 

これにはカリキュラム、シラバスを評価することとし、その内容として 

a）コアカリキュラム 

b）特色あるプログラム（特色あるものの例：表彰制度、他医療学問領域との交流

など） 

c）教員のＦＤ 

② 教育プログラム実施状況・達成度の評価 

これには 

1) 講義実習記録、出欠状況、講義実習資料 

2) 試験結果、レポート、報告書など 

3) 学生アンケート 

4) 薬局、病院（実務実習）からのレポート 

5) 卒業生からのアンケート 

6) 講演会資料、ビデオ、写真 

7) 医療を受けるものからの評価 

8) ピアレビュー    

が挙げられ、「評価の仕方」として  

ABCD プラス S の評価を用いる 

改善のためには多段階評価が望ましく、その内容としては 

S：については「特色重視」と「卓越重視」の２つの意見があり、何れともしがたい 

A：B に加えて②―５）～８）などのうちから複数の用件を満たしている 

B：適合水準（①－a）、②－１）～４）を超えている 

C：適合水準（①－a）、②－１）～４）)にはあるが、懸念される点が認められる 

D：適合水準に達していない 

とした。 

 

観点２－１－１－２は以下のようになった。すなわち「評価対象となるエビデンス」と

して 
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 ヒューマニズム、医療倫理カリキュラム（講義、評価内容含む） 

 講義資料 

 学生アンケート 

 実習先（患者も含めた）の評価 

 大学独自のプログラム（ＳＧＤ，ボランティア、ロールプレイ等） 

 薬剤師としてのモチベーションの向上を意識したカリキュラム（アーリーエクスポ

ージャー、臨床現場の薬剤師との意見交換、討論会、講演会等） 

「評価の方法」としては 

多段階評価 S：A の中で特段に優れているものがある 

A：全てに優れている 

B：優れているものがある（標準？） 

C：満たしている（改善点は認められる） 

D：水準に達していない 

とした。 

観点 2－１－１－３に関しては以下のようにまとめられた。すなわち「評価対象となる

エビデンス」として 

 ヒューマニズム、医療倫理カリキュラム（講義、評価内容含む） 

 講義資料 

 学生アンケート 

 実習先（患者も含めた）の評価 

 大学独自のプログラム（ＳＧＤ，ボランティア、ロールプレイ、チーム医療の理解、

他の医療提供者との交流、患者中心医療の理解、薬害被害者による講演会など） 

「評価の方法」としては 

多段階評価 S：A の中で特段に優れているものがある 

A：全てに優れている 

B：優れているものがある（標準？） 

C：満たしている（改善点は認められる） 

D：水準に達していない 

とした。 

最後に観点 2－1－1－4に関しては以下のようになった。 

 適：１／５以上 

 不適（グレーゾーン？）：１／５より著しく少ない。 
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チームⅡ （第４班～第６班）のテーマ 

 

３ 薬学教育カリキュラム 

(３-１) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度  

【基準 ３-１-４】 

薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われていること。  

 

【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実験実

習が十分に行われていること。 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容である

こと。 

 

【基準 ３-１-５】 

学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。  

 

【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫がなさ

れていること。 

 

 

 

 

第一部 「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 

第二部 「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」 
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チームⅡ （第４班～第６班）合同討議のまとめ 

 

第一部 「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 

 

【基準 3-1-4】の適合水準を判断する資料は次の３種類があると思われる． 

1) 実施環境に関する資料 

2) 実習内容に関する資料 

3) 検証資料 

 

【観点 3-1-4-1】に関する判断資料はそれぞれ次のような資料が考えられる． 

1) 実施環境に関する資料 

・ 実習施設（質と量：スペース，機器，設備などを記載） 

・ スタッフ（組織、経験、経歴、質、TA についてなどを記載） 

・ 実習に先立つ専門教育 

・ 実習経費 

・ その他の教育資源 

2) 実習内容に関する資料 

・ シラバス 

・ 実習書（コアカリに対応した内容，マニュアル） 

・ 実地試験・口頭試験・態度の評価に関する資料 

3) 検証資料 

・ 自己評価報告書 

・ 学生の実習レポート 

・ 学生に対する評価書 

・ 学生からの実習に関するアンケート評価 

・ 教員側の自己評価 

・ 教員間の相互評価 

・ 外部（他大学）からの訪問評価 

・ 卒業生からの評価 

・ 観点に見合った検証資料 

・ チェックリストの活用 

 

【疑問点】「科学的思考の醸成に役立つ」とは，どのようなことを意図しているのか

不明との問があった． 
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【観点 3-1-4-2】に関する判断資料はそれぞれ次のような資料が考えられる． 

1) 実施環境に関する資料 

・ 実習施設（質と量：スペース，機器，設備などを記載） 

・ スタッフ（組織、経験、経歴、質、TA についてなどを記載） 

・ 実習に先立つ専門教育 

・ その他の教育資源 

2) 実習内容に関する資料 

・ コアカリに対応した内容のシラバス 

・ コアカリに対応した内容の実習書（マニュアル） 

3) 検証資料 

・ 自己評価報告書 

・ 学生の実習レポート 

・ 学生に対する評価書 

・ 卒業実習や実務実習とのつながりを証明する資料 

・ 配属先の教員の評価 

・ 実務実習受入先の評価 

・ OSCE の結果 

 

【基準 3-1-5】の適合水準は，【観点 3-1-5-1】に対しては，前述の３種類の資料で判断

され，【観点 3-1-5-1】に対しては，この資料種別は適さない． 

 

【観点 3-1-5-1】に関する判断資料はそれぞれ次のような資料が考えられる． 

1) 実施環境に関する資料 

・ 実習を行える施設の確保(施設リスト，時間と場所，多様性) 

・ 先方のスタッフ（組織，人数，スタッフの経歴，スタッフの質を示す資料） 

・ 実習に先立つ専門教育 

・ その他の教育資源 

2) 実習内容に関する資料 

・ 事前学習 

・ 付き添いできる教員数 

・ 実施計画書 

・ 1 回の訪問学生数 

・ コアカリに対応した内容のシラバスまたは実習書(マニュアル) 

3) 検証資料 

・ 実施報告書（具体的見学先，学生一人当たりの訪問先数など） 

・ 実習先からのレポート 
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・ 学生の実習レポート 

・ 学生に対する評価書 

・ 学生からの実習に関するアンケート評価 

・ 教員側の自己評価 

・ 教員間の相互評価 

・ 外部（他大学）からの訪問評価 

・ 卒業生からの評価 

 

【観点 3-1-5-2】に関する判断資料には次のような資料が考えられる． 

1) 報告会・発表会の実施内容を示す資料 

・ 見学先の先生が参加している報告会の実施に関する資料 

2) 討論の内容を示す資料 

3) 学生からの報告書 

4) 事前教育に関する資料 

5) 見学先との連携を証明する資料 

6) 学生アンケート 

7) 見学先の先生による成績評価 

8) 見学後の学生からの意見のフィードバック 

 

第二部 「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」 

 

【基準 3-1-4】薬剤師として必要な技能、態度を修得するための実習教育が行われて 

       いること． 

  

基準 3-1-4 の総合評価法：多段階評価（S,A,B,C,D） 

 

【観点 3-1-4-1】の教育水準に関する評価法． 

1) 評価法：多段階評価（参考項目が満たされるほど評価が上がる） 

2) 評価マニュアル 

必須項目 

 モデル・コアカリキュラム記載の項目が満たされているか． 

・ 資料：シラバス，全学年に亘る実習全体計画，実習書(マニュアル) 

参考項目   

・ 実習設備は整っているか． 

・ 実習担当教員（TA を含む）の人数が十分確保されているか 

 （数値目標を設定すべきか？） 
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・ 学生が主体的に行える実習体制になっているか 

・ 学生による実習評価が行われているか 

・ 報告書を提出させているか 

・ 科学的思考の醸成をどのように行っているか 

 

【観点 3-1-4-2】の教育水準に関する評価法． 

1) 評価法：多段階評価（内容を評価するので，適・不適の評価法ではない） 

2) 評価マニュアル 

実験実習評価を行って，フィードバックしているか   

・ 学生による評価を行っているか 

・ 配属先(卒業実習受入先)の教員による評価を行っているか 

・ 実務実習受入先の教員による評価を行っているか  

・ アンケートを行っているか 

・ アンケート結果を評価しているか 

・ アンケート結果を実験実習にフィードバックしているか 

 

 

【基準 3-1-5】の総合評価法：多段階評価（S,A,B,C,D） 

評価マニュアル 

【観点 3-1-5-1】の評価 

1) 不適の時・・・【基準 3-1-5】の総合評価は D評価 

2）適の時・・・・【基準 3-1-5】の総合評価は【観点 3-1-5-2】の評価（S-D）に準ずる． 

 

【観点 3-1-5-1】の教育水準に関する評価法 

評価法：適または不適 

評価マニュアル 

以下の項目が満たされていれば「適」とする 

1) 全員参加の必修であること 

2) 病院と薬局の両方を見学させていること 

3) 以下の現場を全員が１か所以上（？）見学できること 

・ 企業(製薬・治験，卸売業者など) 

・ 行政施設 

・ その他(介護施設など) 

 



 

20 

【観点 3-1-5-2】の教育水準に関する評価法 

評価法：多段階評価（参考項目が満たされるほど評価が上がる） 

評価マニュアル 

1) 必須項目 

発表会と総合討論などが行われているか 

・ 資料：討論資料，発表会参加者リスト 

2) 参考項目 

・ 適切な事前教育（見学先の先生方を含める）が行われているか 

・ 大学と見学先の連携体制が構築されているか 

・ 見学先の担当者を交えた打合せ等の会合を開催しているか 

・ 学生アンケートが行われているか 

・ 発表会，討論会の内容が見学先大学の先生方にフィードバックされているか 

・ その他，学習効果を高める工夫が行われているか 
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チームⅢ（第７班～第９班）のテーマ 

 

５ 問題解決能力の醸成のための教育  

(５-１) 自己研鑽・参加型学習 

【基準 ５-１-１】 

全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われているこ

と。  

 

【観点 ５-１-１-１】学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされてい

ること。 

【観点 ５-１-１-２】１クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正である

こと。 

 

【基準 ５-１-２】 

充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。  

 

【観点 ５-１-２-１】自己研鑽・参加型学習が，全学年で実効を持って行われるよう努

めていること。 

【観点 ５-１-２-２】自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し，実務実

習の単位は除く）の１／１０以上となるよう努めていること。  

【観点 ５-１-２-3】自己研鑽・参加型学習とは，問題立脚型学習（PBL)や卒業研究な

どをいう。  

 

 

 

 

第一部 「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 

第二部 「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」 
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チームⅢ（第７班～第９班）合同討議のまとめ 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

 (５-１) 自己研鑽・参加型学習 

【基準５－１－１】全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教

育が行われていること。 

＜まとめ＞ 

評価は「各観点の項目ごとの適合・不適合」に基づき、「多段階評価」する。 

その段階は以下の 4 段階とする。 

Ａ：すべてに適合水準に達し、卓越した工夫がみられる 

Ｂ：すべてに適合水準に達している 

Ｃ：ほぼ適合水準にあるが、一部懸念される点がある 

Ｄ：適合水準に達していない 

＜コメント＞ 

多段階評価はすべての班で一致した。評価の段階数は班によって異なり、5段階でよい

とした班もあった。8班では、判定の基準を「各観点に基づきシラバスに到達目標が明

確に示されており、かつ実施されていれば、B：すべてに適合水準に達している と判

定する」とした。 

 

【観点 ５-１-１-１】 学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされ

ていること。 

＜まとめ＞ 

評価は「各教育内容のシラバス（PBL マニュアルを含む）と実施計画・報告書」に基づ

いて行い、「適合または不適合」とする。 

評価項目： 

〔全学年を通して〕 

・シラバスに個々に自己研鑽・参加型科目の到達目標が明確に記載されていること 

・自己研鑽・参加型学習を支援するセンターなど大学レベルでの取り組みや施設・

設備（加点） 

・E-learning 利用の自己研鑽（加点） 

〔１－４年次〕 

・薬学基礎ゼミナール（ＳＧＤ、発表、レポート） 

・各専門科目の課題についてレポート（ＳＧＤ等） 

・基礎薬学実習における能動的参加（口頭発表・ TA の確保） 

〔５，６年次〕 

・卒業発表会（口頭・ポスターの資料）＆卒業論文（必須） 

・臨床薬学対話演習（ＳＧＤ） 
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注：（加点）は実施されることが望ましく、実施されていれば評価することを意味する。 

 

＜コメント＞ 

各学年で、学習の内容等が異なることから、評価項目を全学年を通じて一律にすること

には難点があり、学年ごとに記載した。8班では「学生の学習成果を評価する必要があ

るが、この点は各大学の学生に対する評価方法が明確に示されている必要がある」とし

た。また、班によっては、加点とする項目もあることから項目によっては多段階評価の

ほうがよいとの意見もあった。 

 

【観点 ５-１-１-２】 １クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正であ

ること。 

＜まとめ＞ 

評価は、「シラバス（PBL マニュアルを含む）と実施計画・報告書」に基づいて行い、

適正なグループあたり学生数および担当教員数が明確に示されているかどうかについ

ては「適合または不適合」とする。グループあたりの学生数については以下の２つの具

体例（9 班および７班）が提案され、これについては多段階評価とする。 

具体例１（９班）：１グループの人数：～６人→Ａ、７～１１人→Ｂ、１２～１６人→

Ｃなど 

具体例２（７班）：ＳＧＤ等：５－１０名、基礎実習等：１－５名（実習内容による）、

卒業研究等：１名ごとに実施 

＜コメント＞ 

8 班ではグループあたりの学生数の設定は難しいとの意見が示された。 

 

【基準５－１－２】充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備さ

れていること。 

＜まとめ＞ 

評価は、各観点の項目ごとの適合・不適合に基づき、次の 3段階で多段階評価する 

Ａ：すべてに適合水準に達し、卓越した工夫がみられる 

Ｂ：すべてに適合水準に達している 

Ｃ：適合水準に達するための努力を要する 

 

【観点 ５-１-２-１】 自己研鑽・参加型学習が，全学年で実効を持って行われるよう

努めていること。 

＜まとめ＞ 

評価は、「各種資料」に基づいて、以下の項目それぞれに「適合または不適合」とする。 
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評価項目： 

・成績評価表（学生個人およびグループに対する評価） 

・学生からの評価のフィードバックシステム 

・教員の自己評価 

・自己研鑽・参加型学習に向けての FD による教員研修（加点） 

・卒業生へのアンケート調査等のフィードバックシステム（加点） 

・就職先へのアンケート調査等のフィードバックシステム（加点） 

・ポートフォリオ、自己発見ノート（加点） 

 

注：（加点）は実施されることが望ましく、実施されていれば評価することを意味する。 

 

【観点 ５-１-２-２】 自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し，実務

実習の単位は除く）の１／１０以上となるよう努めていること。 

＜まとめ＞ 

評価は、「シラバス・演習計画書・便覧などの単位数および科目内容を示す資料」に基

づいて行い、「適合または不適合」とする。（各講義科目の授業中に自己研鑽・参加型学

習などの工夫がされている科目についても単位として加える。） 

 

【観点 ５-１-２-３】 自己研鑽・参加型学習とは、問題立脚型学習（ＰＢL)や卒業研

究などをいう。 
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第１班 第一部のまとめ 

 

第一部「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 
 

「医療人教育の基本的内容」のうち、「（2-1）ヒューマニズム教育・医療倫理教育」

の評価基準と観点について、どのような資料が評価の根拠となりうるかを討議した。４

つの観点のうち、最初の３つ（観点 2-1-1-1〜観点 2-1-1-3）には共通点が多いため、

まとめて討議することにした。 

１）各観点を満たすためには、カリキュラムが薬学教育モデル・コアカリキュラムの「A 

全学年を通して：ヒューマニズムについて学ぶ」に設定されている GIO と SBOs を達成

できる内容になっていることが必要である。したがって、特に観点 2-1-1-1 については、

シラバスを資料としてカリキュラム全体を確認することとした。 

２）観点 2-1-1-2 に注目してシラバスをチェックする際に、どのような科目が設定され

ていれば基準を満たしうるのか、以下のように例示してみた。 

① 従来型の講義：薬学概論、薬学入門、生命倫理学、医療倫理学、コミュニケーシ

ョン論など 

② コアカリ型の講義：生と死、医療の担い手など 

③ その他：早期体験学習、ロールプレイ、実務実習など 

 

３）カリキュラムを適正に実施した証拠、あるいは、教育が効果的に行われた証拠とし

て妥当な資料について討議し、以下のように列挙した。 

① 講義資料、講義記録、講演会（薬害被害者などによる）の資料、レポート、ビデ

オ、写真など 

② 早期体験学習や実務実習の報告書（冊子になっているとよい）：個人情報の取り扱

いに注意が必要。事前と事後を比較すると学習効果を評価できる。 

③ 実習施設からのフィードバック資料 

④ 評価結果（試験結果、OSCE の結果、レポートなど）：これらは保管が必要。評価法

の詳細も資料として必要である。 

⑤ 医療を受ける者からの評価結果（特に観点 2-1-1-3 に関連）：病院では難しいと思

われるが、福祉施設では可能かもしれない。 

⑥ 学生アンケート（授業評価など） 

⑦ 卒業生アンケート：観点 2-1-1-3 の評価にも有用である。 

⑧ ピアレビューの結果 

 

４）観点 2-1-1-4 については、カリキュラムに関する資料から数値化して提出すること

が可能であると思われる。時間の都合上、特に討議は行わなかった。 

参考資料５ 
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第１班 第二部のまとめ 

第二部「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」 
（２−１）ヒューマニズム教育・医療倫理教育 
 

チームⅠの１班の話し合い 

・ 観点２−１−１−１、−２、−３については、同じような内容になると考えられた 

 ため、全体的にまとめた。観点２−１−１−４については、時間がなくなった為、話し

合われなかった。 

・ 評価の表し方（仕方、方法）には、適・不適（又は、合・否）で評価する方法と、

例えば、Ｓ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのように評価する多段階評価があると思われるが、これから

先の教育研究活動の質の改善（より向上を目指す）を求めていくのなら、多段階評価

が好ましいという結論に至った。 

・ 次に、Ｓ,Ａ,Ｂ,ＣとＤの内容について議論した。Ｓについては、その大学の特色を

重視し、特色がみられたらＳを付けるという意見と、その大学がすべての点で卓越し

ていた場合にＳを付けるという２つの意見があり、どちらにするかは決まらなかった。

Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄの内容については、まず、Ｃを適合水準（一応、合格）とするが、何か

しら懸念される点が認められる場合とし、Ｄは適合水準に達していない場合（不合格）

とし、Ｂは適合水準を超えている場合（合格）とし、ＡはＢに加えて、何かしら複数

の事柄を行っており、Ｂより優れていると評価された場合（合格）とした。 

・ 次に、評価方法として、体系的かつ効果的に教育が行われているかを評価するには、

評価マニュアルが必要であるという話がでた。そこで評価マニュアルで評価する内容

（事柄、エビデンス項目）について話し合われた。まず、評価する内容を列挙した。

カリキュラム、シラバス、コアカリキュラム、講義実習資料、講義実習記録、試験結

果、レポート、報告書、学生アンケート、薬局や病院（実務実習）からのレポート、

卒業生からのアンケート、講演会資料、ビデオ、写真、医療実習を受ける側からの評

価、ピアレビューなどがあげられた。 

・ 次に、この中で最低限評価を行なければならない内容（事柄）、つまり、適合水準に

達しているかいないかを判断する内容（事柄）はどれかということになり、カリキュ

ラム、シラバスとコアカリキュラムに決まった。 

・ 次に教員側は準備（用意）できる内容（事柄）として、講義実習資料、講義実習記

録、試験結果、レポート、報告書、学生アンケートが決まった。また、これらの内容

も適合水準に達しているかいないかを判断する内容（事柄）であることも確認された。 

・ 次に評価する際、あったら好ましいという内容（事柄）として、講演会資料、ビデ

オ、写真、医療実習を受ける側からの評価、ピアレビューが決まった。これらの内容

は適合水準を判断する内容（事柄）ではなく、ＢからＡへ評価を上げる内容（事柄）

であるが確認された。 
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他に、以下のような意見もでた。 

・ エビデンス×達成度=教育効果 と判断される。 

・ 体系的に １．教員→学生の評価（レポート、試験）  

       ２．学生→シラバスの評価  

             ３．第三者評価→学生の評価 

・学生の自己評価、教員の自己評価、実習先からの自己評価も必要である。 

 

以上、上記の内容について、以下のようにまとめた。 

 

□ 評価の仕方 

改善に資するためには、多段階評価が好ましい。 

Ａ,Ｂ,Ｃ,ＤプラスＳ 

 

Ｓ：について、「特色重視」と「卓越重視」の２つの意見があり、どちらにするかは

決まらなかった。 

Ａ：Ｂに加えて、②の５）〜８）などのうち、複数の項目を満たしている。Ｂ：適合

水準（①a）、b)、②１）〜４）を超えている。 

Ｃ：適合水準（①a）、b)、②１）〜４）にはあるが、懸念される点が認めら 

  れる。 

Ｄ：適合水準に達していない。 

 

□ 評価内容 

 マニュアルの作成 

①教育プログラムの評価（体系的評価） 

 a)カリキュラム、シラバス 

 b)コアカリキュラム 

 

②教員プログラムの実施状況・達成度の評価 

 １）講義実習資料、講義実習記録 

 ２）試験結果、レポート、報告書など 

 ３）学生アンケート 

 ４）薬局、病院（実務実習）からのレポート 

 ５）卒業生からのアンケート 

 ６）講演会資料、ビデオ、写真 

 ７）医療実習を受ける側からの評価 

 ８）ピアレビュー 
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 評価される内容（事柄）は、①a)、b)と②１）〜４）までであり、②５）〜８）を行

っている場合は加点する。 

 

 本当は各項目につき、定量的な評価が必要であるが、そこまで話ができず、残念でし

た。 

 

 以上が１斑のまとめです。チームⅠの合同討論ではこれに２、３の語句が追加されま

した。 
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第２班 第一部のまとめ 

第一部 適合水準に到達していることをどのように示しますか？ 

評価基準 ２ 医療人教育の基本的内容 

 (２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

 

それぞれの観点について、どのようなものを示せば評価できるかについて議論した。 

[観点 ２-１-１-１]について 

カリキュラム関係で提示すべき資料： 

講義・実習・演習科目としてカリキュラム上にあるか。 

シラバスに対応する科目があるか。 

ヒューマニズム教育・医療倫理教育は専任教員だけでは対応できない。 

専門の教員が担当しているか。  シラバスにも教員名簿があるから確認できる。 

教員に関しては、兼担講師、非常勤講師の採用など、外部との連携が必要である。 

教養科目：倫理学、哲学、文学なども関連するだろう。・・・教養科目の重要性。 

薬学の教育・特に基礎教育では、どうしても基礎系科目は他学部教員が教えることが多

い。医療倫理のケースもあるが、医師が話すことは少ない。 

エクストラカリキュラム・コアカリ外のもの、授業科目に無いものなどエクストラ科目

として組みこむ。 

ボランティア活動のサポート、介護、ボランティアなど、 

これらを推進しようと努力しているか。 

 

学生は聞いただけでは、すぐに忘れるので、講義のあとで、SGD など行なっているかも

評価の対象になる。 

薬学は物質中心であるので、これまでヒューマニズム教育・医療倫理教育がなかった。

医師・看護師では“患者”を目の前においた学習が多い。シラバスに患者と接する機会

がどの程度、書かれているか。 

倫理観は講義だけでは教育しきれない。患者との接触などを体験させることにより醸成

できるのでは。 

単位にするかどうかは別として、どの大学も積極的にやったら良いのではないだろう

か。早期体験の場や、１、２年の教養教育の中に導入し、患者さんとはなす機会を設

けるなどして時間をかけて醸成していく。 

病院実習で、手を尽くしても良くならない患者さん難治性の患者がいることを知ること

も大切である。そのような患者さんと接触することも倫理観の醸成に必要ではないか。 

 

これらの議論から、提示すべき資料として「シラバス、学生便覧、時間割、教員組織、

特別講義・講演、討論・SGD、教養科目との連携」をあげた。 
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FD 関係で提示すべき資料：実施計画，実施状況の記録 

 日本ではヒューマニズム教育・医療倫理教育はそもそも遅れているから、どのように

発展させるかが問題である。  FD とも関係する。 

FD・システムについても論理的に構築しようと考えているか。 

専門教育では「物質中心である」。低い学年からの自覚・連携はどうしたら良いか。 

これは教員の意識の問題が大きい。 

 教員の意識：低学年教育の担当者が医療を意識しすぎることの難点？ 

 

これらの議論から、提示すべき資料として「実施計画、実施状況の記録」をあげた。 

 

[観点 ２-１-１-２] 医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸成する

教育が行なわれていること。 

エクストラカリキュラム・コアカリ外のもの、授業科目に無いものなどエクストラ科目

として組みこむ。 

ボランティア活動のサポート、介護、ボランティアなど、 

これらを推進しようと努力しているか。 

学生実習に関わってきて、早期体験学習は大切であると実感している。倫理観は授業で

聞いても身につかないのではないだろうか。実務実習や導入講義で「体感」することに

より身についていくのではないかと思う。 

患者の会、被害者の会などの話を聞いたり、ボランティア活動を必ずしないといけな

いのではないだろうか。このシステムがあるのが良いのでは． 

薬剤師倫理綱領についてどのように指導しているか。 

薬局機能評価：自己評価のなかで、「薬剤師倫理綱領を薬局に掲示しているか」があ

る。 

「毎日読んでいるか」がチェック項目としてある。 

実務実習の学生には声を出して読ませている。 

評価資料として、学部内に薬剤師に関する資料を掲示するスペースあるいはコーナーを

設けてあるか。 

大学に掲示するということも重要であろう。 

学生の見える位置に掲示すれば、学生も読むチャンスが広がるのではないだろうか。

今薬学生としてのモチベーションを高めるような「顕彰」制度があるか。 

看護師教育におけるナイチンゲールの看護の思想や、看護職になるための「決意」を新

たにする場として戴帽式。医学部にはヒポクラテスの誓いなどがある。 

薬学部には、このようなセレモニー・制度がないのでは？ 

同格のものを行なったら良いのではないか。  

卒業式で宣誓するなどのアイデアもおもしろい． 
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薬剤師の世界は狭い。 

 年齢の近いヒトには良く話せるが、年齢が離れると話せない傾向がある。 

 先輩薬剤師と交流会を開く。シラバスでチェックできる。 

 

この様な議論から、「ボランティア活動の記録、顕彰制度，アワードの設置、啓発のた

めのコーナーが設置されているか、交流会が実施されているかの記録、着帽式などの意

識付けがあるか」を評価ポイントとした。 

 

[観点 ２-１-１-３] 医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，立場，

環境を理解し，相互の信頼関係を構築するために必要な知識，技能，及び態度を身につ

けるための教育が行われていること。 

 

 前述の観点 ２-１-１-１、観点 ２-１-１-２の中での議論に加えて以下の様な点があ

げられた。 

 

薬局での意識向上のための：コミュニケーション術。 

相手に対する配慮を持った言葉遣いが必要である。 

他の人の意見を聞く態度も必要である。 

コミュニケーションに関連した科目の設置。 

学部学生とコメデイカルとの交流の場を設ける。 

医学部、看護学部の学生などと高学年次で一緒に実習する。 

観点 ２-１-１-１、観点 ２-１-１-２の議論を含めて、観点 ２-１-１-３では 

「薬学部の学生とコメディカルの交流：薬剤師会・医師会、 

地域の薬剤師会での健康フェアへの参加：介護などとの交流。 

「交流の実践」：例：医学部の５年生と薬学部の６年生を一緒に、他の医療従事者と一

緒に実習。 

ボランティア：介護現場でのボランティアでのお年寄りへの実際の対応などみると、本

質が評価できる。介護ではチーム医療は進んでいる。 

ボランティアとしては良い：それが実践されているかをデータとして提供できる。」を

評価ポイントとした。 
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第２班 第二部のまとめ 

 

タイトル 

２ 医療人教育の基本的内容 

(２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

第二部 

観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？ 

 

（I ）経緯および結果 

「第一部」の基準２－１－１の「適合水準に達していることをどのように示しますか」

では適合水準に達するために必要な項目を列挙した。第二部の「観点に基づいて教育水

準をどのように評価しますか？」では第一部列挙項目について教育水準の具体的評価方

法・判断基準の検討を行った。 

 

第一部で列挙された項目は多数あるが、評価方法は ①適、あるいは不適の二者択一的、

②多段階評価、のいずれにするかの議論があったが、多くの項目では多段階評価が適切

であるとの結論に達し、多段階評価を採用することになった。但し、多段階評価が不適

切な項目については「適」「不適」による評価もあることが了解された。 

 

具体的に 

１）【観点 ２-１-１-１】全学年を通して，医療人として生命に関わる薬学専門家に相

応しい行動をとるために必要な知識，技能，及び態度を身につけるための教育が行

われていること。 

上述の評価については、３～５段階のいずれとするかで議論された。３段階だと

幅がありすぎること、逆に５段階評価では、「適」の評価が細分化されることから、

４段階評価で適切であるとの認識で進めることになった。 

４段階評価は A,B,C およびＤで、それぞれ  

A: 優れている点がある  

      B: 標準  

      C：改善する点がみられる   

      D：改善する点が多い． 

とした。 

実際の評価判断の作成に当たっては、第一部での観点 ２-１-１-１に関する主な項

目（資料）はカリキュラム編成，シラバス，学生便覧．教員組織，特別講義・講演，

討論・SGD，などが挙げられていたので、代表例としてシラバスを取り上げ、上述 4

評価の判断基準を具体的に決定した。 
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[  例 ] シラバス 

シラバスに関してはモデル・コアカリキュラムに従っていればＢであり、Ｂを標準

とし、加点方式で評価する評価方法を取り入れた。 

   A：モデル・コアカリキュラムに従っている。加えて、以下の項目について推進

しようと努力している。 

エクストラカリキュラム・コアカリ外のもの，授業科目で無いもの，ボラ

ンティア活動のサポート．介護，ボランティア活動など 

B：モデル・コアカリキュラムに従っている。 

     質の評価も重要である。そこで、①ロールプレイ②授業に対するアンケート

③第３者による評価：例えば５年後に薬剤師のフィードバックによる評価な

どを行っていれば加点する。 

   C：教育体制はできているが充分に機能していないかあるいは教育体制を公表し

ていない 

      単に表面的に教育体制が出来ているだけではだけでは不十分であり、機能

していることが重要であり、第三者に公表することも必要である。    

D：全学年を通しての教育体制が整備されていない． 

 

２）【観点 ２-１-１-２】医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸

成する教育が行なわれていること。 

   観点２－１－１－２に関する評価は基本的には卒後に判断されるのではない

かとの視点から段階評価基準を具体的に決定しなかった。また、第一部で挙げた

５項目の各項目について、具体的な判断基準は時間的制約で決定できなかった。 

 

３）【観点 ２-１-１-３】医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，

立場，環境を理解し，相互の信頼関係を構築するために必要な知識，技能，及び

態度を身につけるための教育が行われていること。 

   観点２－１－１－３に関する知識技能態度の評価は基本的には卒後に判断さ

れるのではないかとの視点から段階評価を具体的には討議しなかった。第一部に

挙げられた４項目についても時間的制約で、判断基準の討議は出来なかった。 

 

４）【観点 ２-１-１-４】単位数は，(2-2) ～（2-5)と合わせて，卒業要件の１／５

以上に設定されていることが望ましい。 

この評価は、多段階評価は不適切であり、「適」「不適」で評価すべきであると

結論された。卒業要件の 1/5 以上の単位数認定で「適」とした。 
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[感想] 

  実際の評価マニュアルでは第一部で列挙された項目で重要と考えられる、項目一つ、

一つについて判断基準が示されなければならないと思われるが、本ワークショップでは、

項目別に深く議論するのか、観点それぞれについて、ある程度議論すればよいのかのコ

ンセンサスがグループ内で得られず、時間を費やしてしまった感があります。 
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第３班 第一部のまとめ 

 

第一部「適合水準に達していることをどのように示しますか？ 

２．医療人教育の基本的内容 

（２－１）ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

 

 冒頭に，アイスブレーキングを兼ねてまず自己紹介から始まりその後でテーマについ

てのディスカッションに入った．日本薬剤師会からの杉浦さんが司会をつとめたが，客

観的な立場という面からも，意見が言いやすい雰囲気であったように感ずる．それぞれ

の立場から観点についての意見が求められたが基本的な考え方は概ね浸透しているよ

う感じられた． 

 

【観点 2-1-1-1】 

 評価項目中心の議論がなされた．カリキュラム，学生へのアンケートや講義の方法な

どについてのディスカッションがされた．さらに，評価基準についても議論されたが具

体的な結論にはいたらなかった． 

 

【観点 2-1-1-2】 

 観点 2-1-1-1 と同じ視点での議論がなされたが，効果的な方法として現役薬剤師等に

よる講演会の必要性が強調された． 

 

【観点 2-1-1-3】 

 「チーム医療」の実践を例にそれぞれの立場からの意見が出された．特に患者側の立

場を理解する方法として，ボランティア活動や薬害被害者の講演会が提案された．それ

ぞれの立場での役割分担と相互理解が重要である． 

 

【観点 2-1-1-4】 

 時間の関係もあり十分な議論ができなかった．単位数については望ましいという表現

からも，その施設での独自性で対応してもよいとの意見もだされた． 
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第３班 第二部のまとめ 

 

「観点に基づいて教育水準をどう評価しますか」  

観点２−１−１−１ 

① 最終プロダクト 

  評価対象となるエビデンス 

○ ヒューマニズム、医療倫理関連カリキュラム（講義、評価内容を含む） 

○ 講義資料 

○ 学生アンケート 

○ 実習先の評価（患者も含めた） 

○ 大学独自のプログラム（SGD やロールプレイなど） 

○ 全学年を通してのカリキュラムになっているか 

 

評価の仕方 

  多段階評価 

   S： A の中で特段に優れているものがある 

   A： すべてが優れている 

   B： 一部に優れているものが認められる 

   C： 水準を満たしている 

   D： 満たしていない 

 

② 議論の経緯 

 種々議論はあったが、特筆すべきものを挙げる。 

1）講義資料で、一部の大学では講義をビデオに撮り、ネット配信して学生の復習に利

用しているので、これも資料にとの意見に対し、 

 ○ネット配信となると、著作権の問題をどうするのか、が最大のネックとなるのでは

ないか。全教員の賛同を得られるのか？ などの意見が多数あった。 

 

2）学生アンケートについては、 

○他の FD でも議論されているが、アンケートの内容と取り方の技術的な問題をどうク

リアするのか？ 学生アンケートがその講義等を正しく評価しているのかの検証をし

ないと、学生アンケートをエビデンスとしては使えないのでなないか 

3）多段階評価でも、Aを入れるかどうかで議論があった。 

○４段階で良いのではないか。 S と A の違いをどう付けるのか など 

4）カリキュラム、シラバスだけを見て、判断できるのか という意見があった。大学

によっては、（あってはならないことではあるが）カリキュラムやシラバスと異なるこ
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とをやっている可能性があるとのことであった。 

○これについては、学生アンケートでフィードバックできないか？ 学生アンケートの

項目を考えねばならないだろう。第三者評価委員会指導の「全国共通学生アンケート」

も必要になる？ 

 

観点２−１−１−２ 

①最終プロダクト 

  評価対象となるエビデンス 

○ ヒューマニズム、医療倫理関連カリキュラム（講義、評価内容を含む） 

○ 講義資料 

○ 学生アンケート 

○ 実習先の評価（患者も含めた） 

○ 大学独自のプログラム（SGD やロールプレイなど） 

○ 薬剤師としてのモチベーションの向上を意識したカリキュラム（アーリーエ

クスポジャー 臨床薬剤師との交流等） 

 

評価の仕方 

  多段階評価 

   S： A の中で特段に優れているものがある 

   A： すべてが優れている 

   B： 一部に優れているものが認められる 

   C： 水準を満たしている 

   D： 満たしていない 

② 議論の経緯 

 種々議論はあったが、特筆すべきものを挙げる。 

1）この観点は実務実習のなかで、醸成されるものも多くあるのではないか、薬剤師会

や病院薬剤師会はこの点をどう考えているのか？ の質問に対し、 

○どちらの委員（1名づつこの班の入っておられる）からも、会の意見を代表して言う

事は出来ない。私見ではあるが、現場ではそこまでおそらく出来ないので、事前実習も

含めて大学でやっていただきたい、とのことであった。 

 また、現場の薬剤師には倫理規定があるのでは、という意見に対しては、 

○倫理規定は紙に書いて貼っては有るが、現場（特に調剤薬局）ではそこまで教育出来

ないのではないか、との回答であった。 
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観点２−１−１−３ 

①最終プロダクト 

  評価対象となるエビデンス 

○ ヒューマニズム、医療倫理関連カリキュラム（講義、評価内容を含む） 

○ 講義資料 

○ 学生アンケート 

○ 実習先の評価（患者も含めた） 

○ 大学独自のプログラム（SGD やロールプレイ、ボランチィア、患者中心医療の

理解、薬害被害者による講演会など） 

○ 薬剤師としてのモチベーションの向上を意識したカリキュラム（アーリーエ

クスポジャー 臨床現場の薬剤師との意見交換会、討論会等） 

 

評価の仕方 

  多段階評価 

   S： A の中で特段に優れているものがある 

   A： すべてが優れている 

   B： 一部に優れているものが認められる 

   C： 水準を満たしている 

   D： 満たしていない 

② 議論の経緯 

 種々議論はあったが、特筆すべきものを挙げる。 

1） 患者の評価は難しいのではないか。学生個人の評価が大学の評価に直結する可

能性があるので、正しい評価とは言い難い。 

 

観点２−１−１−４ 

①最終プロダクト 

   評価対象となるエビデンス 

   ○カリキュラム、シラバス  

   評価の仕方 

   評価は適、不適 とする。 

   1/5 以上 適 

   1/5 より著しく少ない  不適 

②議論の経緯 

 種々議論はあったが、特筆すべきものを挙げる。 

1）単位化できない交流会や講演会などがあるので、シラバスを精査しないと、単位計

算が出来ない。 



 

39 

第４班 第一部のまとめ 

 

第４班の課題は下記の通り 

  「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 

 ３ 薬学教育カリキュラム：(３-１) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

  

簡単な自己紹介後、第一部の役割分担を決定した。 

各大学での自己評価、第三者評価の現状について報告の後、議論に入った。 

 

 基準 ３-１-４に関して検証すべき内容を整理して、（１）実施環境（設備、教員配置

など）、（２）教育内容を具体的に示す資料（シラバス、実習書、試験など）、（３）教育

が良好になされたかを検証する資料（自己評価報告書、学生からの評価、学生に対する

評価ほか）に分類した。 

（１）については基本的には大学の財政に関わり主には「大学の評価」として別に評価

されるべき内容であるが、充実した薬学教育が行えるかどうかは財政に依存する部分も

あるので、検証すべき内容には含まれるという結論になった。 

（２）についてはシラバス、実習書（マニュアル）がまず基本であるとの結論で、シラ

バス、実習書の内容がコアカリキュラムに即しているか（乖離がないか）不断に検証す

る必要があるとの指摘がなされた。コアカリキュラムに即しているか検証する一方法と

して、実習書において、内容がコアカリキュラムのどの項目に対応しているか明記すれ

ばよいとの指摘があった。 

 また、６年制薬学教育においては４年次に OSCI が実施されるので、その対策として、

実習後に口頭試験（試問）、実技試験などを行うのが有効であるとの指摘があった。 

（３）については学生が提出するレポート、それに対する教員の評価、自己評価報告書、

学生からのアンケート評価、教員側の自己評価のほか、教員間の相互評価、外部機関や

卒業生からの評価も含めて実施するのが望ましいとの指摘があった。また実習であるの

で、それにふさわしい検証項目を策定しこれに基づいて評価すべきとの指摘があった。 

 観点 ３-１-４-２の卒業実習や実務実習の準備として役立つという視点から、実務実

習受入先からの評価、また学生が卒業実習で研究室で実験を行う際に、基礎的技能が身

に付いているかどうか、卒業研究を担当する教員が評価するのがよいとの指摘があった。 

 また観点 ３-１-４-１ 科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度が身に付いている

のを評価するのは極めて困難ではないかとの指摘があった。 

 

   基準 ３-１-５に関しても、基準 ３-１-４と同様に（１）実施環境に関する資料、

（２）内容に関する資料、（３）検証資料が必要との結論になった。 

 観点 ３-１-５-１についてはまず大学の努力で行う実習施設の確保が大事で、そのさ
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い薬剤師が活躍している多様な職種（病院、薬局の他、製薬企業、保健所など公的機関、

研究機関など）を反映できているべきとの指摘があった。モデル・コアカリキュラムで

は、３－４箇所の施設の早期体験学習を行うと読めるが、実習先の確保から現実にこれ

を完全に実現するのは難しいとの認識が示された。ただし、薬剤師が広く活躍する現場

を知るという観点から複数の施設を見学するべき（調剤に関わる現場と製薬企業など）

との考えが大勢であった。また実習先に対する要望もあったが、現状では実習先にあま

り多くを求めるのは困難との認識が示された。内容に関して事前の学習，付き添い教員

数，実施計画書（コアカリに対応した内容）1 回の訪問学生数などが指摘された。なる

べく少人数単位で行うのが望ましいが、製薬企業など多くの人数を一度に受け入れるこ

とを希望される場合もあるので、一律に決めるのは困難との認識が示された。また検証

資料として実施報告書、実習先からのレポート、学生に対する評価、学生からアンケー

ト評価、教員側の自己評価や教員間の相互評価、外部評価などがあげられた。 

 観点 ３-１-５-２については特に学習効果をあげる方策として、見学先の先生にも参

加していただく報告会の開催、報告集（冊子）を作成し公表することなどが特に有効と

の意見が出された。 
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第４班 第二部のまとめ 

観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？  

 

３ 薬学教育カリキュラム 

(３-１) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

基準３－１－４ 

薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われていること。 

【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実験実

習が十分に行われていること。 

 

多段階評価（最低限の合格ライン） 

１） 実習書（実習マニュアル）があるか。 

２） 学生が主体的に行える実習体制となっているか。 

３） コミュニケーション能力（口頭試問、グループディスカションなど）を高める方

策をとっているか。 

４） 報告書を提出させているか。 

 

１，４）ができていればＣ，３）が加わればＢ、２）がさらに加わればＡ 

 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容である

こと。 

（時間の制約上、討議を断念） 

 

基準３－１－５ 

学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

 

適合 / 不適合の評価とする。 

１） 見学先との連携を証明する資料があるか。 

２） 見学先の数・時間で評価する。 

・ 訪問した先が２箇所以上（医療機関と他）であれば適合。 

・ 延べ時間数（１コマＸ２回以上）であれば適合。 

３） 打ち合わせ・手続きの資料が有るか。 

・ 連携のための会合を開催している。 

・ 対応マニュアルがある。 

・ 前年度の反省をいかしているか。 
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４） 事前学習（マナー教育を含む）を実施しているか。 

５） 課題の提示・設定を明確にしているか。 

 

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫がなさ

れていること。 

 

１） 報告会・発表会を実施しているか。 

２） 見学先からの評価を受けているか（ＦＢ）。 

３） 学生への形成的な評価をしているか。 

４） 学生からの授業評価をしているか。 

５） 事後の反省会を持っているか。 

６） 報告書があるか。 

７） 企画運営の組織があるか。 
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第５班 第一部のまとめ 

第一部テーマ 「適合水準に達していることをどのように示しますか？」への取り組み 

 

第５班は、チームⅡ：評価基準 ３ 薬学教育カリキュラム：（３－１）薬学教育カ

リキュラム：薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度、を題材として、基準および

観点に適合していることを示すエビデンスとしてどのようなものが適切かについて議

論した。我々は、観点を達成していることを示すエビデンスの積み上げを行い、最終的

に基準を満たしていることを示すエビデンスを列挙するという方法をとった。 

まず、【基準 3-1-4】薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行

われていること、【観点 3-1-4-1】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得する

ため、実験実習が十分に行われていること、を示すエビデンスとして、①シラバスおよ

び実習書、②学生の成績と評価法、③実習担当教員＋ＴＡの人数、④実習経費や実習設

備など、⑤科学的思考の醸成の実施についての報告書があげられた。科学的思考の醸成

に役立つことを示す資料は何かという議論に多くの時間が割かれたが、結局、適切なエ

ビデンスをあげるには至らなかった。次に、【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実

習や実務実習の準備として適切な内容であること、について議論し、エビデンスとして、

①シラバス、②実習書が挙げられたが、時間がなく十分な議論はできなかった。観点の

議論が長引いてしまい、基準にまで議論が及ばず、こちらは手付かずであった。 

 次に、【基準 3-1-5】学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われているこ

と、【観点 3-1-5-1】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること、では、①

シラバスおよび②具体的な見学先を明記した書類が挙げられた。次の【観点 3-1-5-2】

学生による発表会、総合討論など、学習効果を高める工夫がなされていることでは、さ

まざまな意見が出され、議論した結果として、以下のようなエビデンスが挙げられた。

①シラバス、②討論資料（実際討論会を行ったことを示すものとして）、③発表会参加

者（見学先の先生方を含める）リスト、④事前教育（見学先の先生方を含める）の実施

（プログラム、時間割など）、⑤大学と見学先の連携体制を確認できる資料、⑥学生ア

ンケート、⑦成績評価（見学先の先生方）資料。ここでは、学習効果を高める工夫につ

いて、どのようなエビデンスを示せばよいのかについて議論があったが、結論は出なか

った。上記の資料でおおむねよいのではないかという意見が大勢を占めた。こちらも時

間がなく基準を満たすエビデンスについての議論までは至らなかった。 

５班の構成員は過去のワークショップ参加経験者がほとんどであったが、なれないテ

ーマであったことと非常に限られた時間（約１時間）であったため、十分に議論し尽く

したプロダクトを作ることができなかったことが非常に残念であった。しかし、第三者

評価において、自分たちの取り組みをきちんと示すために、どのような資料を準備すれ

ばよいのかということについて、今回のような具体的な作業を通して、少しではあるが

理解できたことが大きな収穫であった。 
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第５班 第二部のまとめ 

 

「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか」 

 

 チーム 2の課題となっている「基準」「観点」はすべて「…であること」「…とされて

いること」であるため達成しておくべき必須条項であり、評価もこれに見合ったものと

することを確認した。 

 はじめに各「基準」、ならびに「観点」につき評価の表し方、すなわち適・不適評価、

あるいは多段階評価とするかを決め、その後、評価方法、評価マニュアルを作成する方

針で討論を開始した。ただし、評価方法、評価マニュアル作成の段階で評価の表し方の

見直しも行い整合性をとった。時間の関係で評価方法、評価マニュアルは一部の基準、

観点についてのみ作成した。 

 「基準」の評価はそれぞれの「観点」の評価に基づいたものとした。 

 

1. 評価の表し方 

【基準 3-1-4】薬剤師として必要な技能、態度を修得するための実習教育が行われてい

ること 

 「観点」の評価の表し方に多段階評価がある場合は、それらをもとに評価する「基準」

も多段階であるべきとの考えから多段階評価とした。 

【観点 3-1-4-1】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため、実験実習が

充分行われていること。 

 薬学教育モデル・コアカリキュラムには多くの技能及び態度に関する到達目標がある

ため、単純な適・不適評価は不適切と考え多段階評価とした。 

【観点3-1-4-2】実験実習が、卒業実習や実務実習の準備として適切な内容であること。 

 「適切な内容」であるかどうかのため適・不適評価が提案されたが、内容を評価する

必要があり、多段階評価が適切との結論に至った。 

【基準 3-1-5】学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

 この基準に関しても「観点」に多段階評価があるので多段階とした。 

【観点 3-1-5-1】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

 「見学させている」の評価は適・不適で問題なく、その内容は観点 3-1-5-2 で評価す

ればいいとした。 

【観点 3-1-5-2】学生による発表会、総合討論など、学習効果を高める工夫がなされて

いること。 

 発表会、総合討論など様々な項目を評価する必要があると考え、多段階評価とした。 
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2. 評価方法、評価マニュアル 

 多段階評価の項目は必須と参考に分け、必須項目を満たしていない場合は不可にあた

る D 評価とし、参考項目を基準に合格となる S、A、B、C 評価をつけることとした。た

だし、参考項目をどのように用いて S〜C の評価をつけるかに関しては 2 つの意見が出

された。1.参考項目のうちどれだけ満たしているか、すなわち数が水準を考える上で重

要である。2.大学ごとの特徴を重視するには特化した項目を高く評価するべきである。

1 と 2の折衷案も出されたが最終的に意見をまとめることはできなかった。 

 大学評価は大学の選別淘汰をするためではなく、大学教育を改善することを目標にし

ているのであれば、達成が困難と思われる評価項目も加えるべきとの考えで進めた。 

【基準 3-1-4】薬剤師として必要な技能、態度を修得するための実習教育が行われてい

ること 

 時間の関係で作成できなかった。 

【観点 3-1-4-1】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため、実験実習が

充分行われていること。 

必須項目 薬学教育モデル・コアカリキュラムに掲載された技能及び態度の到

達目標が満たされているか。評価資料としてシラバス、実習全体計

画書、実習書を確認する。 

参考項目 1.実習設備が適切か。 

     2.学生の成績、評価法が確立しているか。 

     3.実習担当教員+TA の人数が十分に確保されているか。 

     4.学生による評価が行われているか。 

     5.科学的思考の醸成をどのように行っているか。 

 参考項目の5はこの観点の評価において外すことのできない重要な項目では

あるが、より具体的にする必要性が指摘された。しかし、各大学の判断で資料

を提出しそれを評価する以外に適切な方法はないとした。 

【観点3-1-4-2】実験実習が、卒業実習や実務実習の準備として適切な内容であること。 

 時間の関係で作成できなかった。 

【基準 3-1-5】学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

 観点 3-1-5-1 の評価が不適の場合、本基準の評価は D。適の場合は観点 3-1-5-2 の評

価（S〜D）に準じる 

【観点 3-1-5-1】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

 「広く見学させる」に関し意見が分かれ、以下のように必修見学先とそうでないもの

（選択）に別けた。選択する見学先をいくつにするかも意見が分かれ、発表では一応 1

カ所としたが 2カ所以上との意見もあった。その結果、以下の 2 点が満たされていれば

適とすることとした。 
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・必修 全員参加 

  病院と薬局 

・全員が 1カ所以上見学できるようになっている。 

  企業（製薬、治験、卸売業者）、行政、その他（介護施設など） 

【観点 3-1-5-2】学生による発表会、総合討論など、学習効果を高める工夫がなされて

いること。 

必須項目 発表会と総合討論などが行われている。（全ての見学先について）

評価資料として討論資料、発表会参加者リストを確認する。 

 全ての見学先について発表会を行うのは困難であるとの意見もあったが、ポ

スター発表も含めて行えば可能であるとの結論に至った。発表会参加者リスト

では見学先の先生方が含まれていることを確認する必要性が指摘された。 

参考項目 1.適切な事前教育（見学先の先生方を含める）が行われていること。 

     2.大学と見学先の連携体制が確立していること。 

     3.学生のアンケートが行われていること。 

     4.フィードバック（見学先、ならびに大学教員）が行われているこ

と。 

     5.その他学習効果を高める工夫が行われていること。 

 観点 3-1-4-1 の場合と同様、参考項目 5 はこの観点の評価において外すことのできな

い重要な項目ではあるが、より具体的にする必要性が指摘された。これに関しても、各

大学の判断で資料を提出しそれを評価する以外に適切な方法はないとした。 
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第６班 第一部のまとめ 

第一部「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 

 

評価基準３ 薬学教育カリキュラム 

(3-1) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

以下の基準を満たしていることを証明するには、大学はどういう資料を準備する必要が

あるかという視点から議論した。 

【基準 3-1-4】薬剤師として必要な技能、態度を修得するための実習教育が行われてい

ること。 

【観点 3-1-4-1】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため、実験実習

が十分に行われていること。 

実験実習をビデオ等の見学でなく学生自ら行っているという観点の内容を示す資料

としては、何よりシラバス、実習書が必要である。これらに実習指導方針や他実習との

関連性が抜き出して記載してあれば、評価者が評価しやすいとの指摘もなされた。内容

的、時間的に「十分に」行われていることを示すには、担当教官、TA の数及び時間割

が必要である。 

 知識、技能を習得しているかを検証する資料には筆記試験（口頭試験を含む）及びそ

の成績結果、また、態度を習得しているかを検証する資料には実習中における担当教官

によるチェックや口頭試験及びその成績結果が必要である。したがって、技能、態度を

含めた実習達成度を示す評価基準も設定しておく必要がある。 

【観点 3-1-4-2】実験実習が、卒業実習や実務実習の準備として適切な内容であるこ

と。 

観点の内容を示す資料として、シラバス、実習書、担当教官、TA の数及び時間割が

必要である。実習書等に実務実習との関連性が抜き出して記載してあれば、評価者が評

価しやすいとの指摘がなされた。 

卒業実習の準備として適切か否かを検証する資料として、学生が評価した資料（アン

ケートなど）及び配属先の教官が評価した資料が必要である。なお、卒業実習は、一般

に研究室ごとに独自に行われているが、「６年制薬学教育」での各研究室共通の卒業実

習の内容、位置づけを作成し、その内容を満たす卒業実習を行うことが必要と思われる。

したがって、配属先教官による評価は、今後、そのような内容に基づく評価を望みたい。

また、実務実習の準備として適切か否かを検証する資料として、学生が評価した資料や

実務実習受け入れ先が評価した資料が必要であるが、OSCE の結果（合格率）が何より

表していると思われる。 

【基準 3-1-5】学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

【観点 3-1-5-1】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 
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観点の内容を示す資料として、実施計画（回数、日程、グループ当たりの学生数など）

が必要である。「広く」見学させていることの内容を示す資料として、見学先のリスト

も必要となる。 

観点を検証する資料としては、学生による評価（アンケート、報告書など）が必要であ

る。 

【観点 3-1-5-2】学生による発表会、総合討論など学習効果を高める工夫がなされて

いること。 

観点の内容を示す資料として、まず発表会の報告書が必要である。報告書には学生自

身に何を目的として早期体験学習に行くのか（学習の目的）を討論させる事前学習や事

後の評価（感想、アンケート）を加える。また、受け入れ先の先生を加えて発表会を実

施するなどの発表会のやり方を工夫している内容も報告書に入れる。観点を検証する資

料として、受け入れ先が評価した資料が必要である。 

 

【観点 3-1-4-1】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため、実験実習が

十分に行われていること。 

■ シラバス、時間割 

■ 担当教官数、TA 数 

■ 実習書 

 

■ 実習達成度の評価基準及びその結果 

    知識（筆記、口頭）、態度（チェックリスト、口頭） 

 

【観点3-1-4-2】実験実習が、卒業実習や実務実習の準備として適切な内容であること。 

■ シラバス、時間割 

■ 担当教官数、TA 数 

■ 実習書 

 

■ 学生の評価 

■ 配属先（卒業実習受け入れ先）の教官の評価 

■ 実務実習受け入れ先の評価 

■ OSCE の結果 

 

【観点 3-1-5-1】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

■ 見学先のリスト 

■ 実施計画（回数、学年、日程、グループ当たりの学生数、教官数） 

■ 学生による評価の結果 
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【観点 3-1-5-2】学生による発表会、総合討論など学習効果を高める工夫がなされてい

ること。 

■ 発表会の報告書（事前：学習の目的、事後の評価、発表会のやり方） 

 

■ 受け入れ先の評価結果 
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第６班 第二部のまとめ 

第二部「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」 

（3-1）薬学教育モデルコアカリキュラムの達成度 

 

まず、第一部で作成した「評価の根拠になる資料」を基に、具体的にどのように評価す

るかのマニュアル作りを行った。 

 

【基準３－１－４】薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われ

ていること、に対しては、観点ごとに点数化し、それらを合わせた総合点に基づいて A、

B、C、D、に Sを加えた多段階の総合評価を行うことで一致した。 

 

薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度を計る最初の【基準３－１－１】において、

実習はモデル・コアカリキュラムに適合していることの確認がすんでいることを前提に

しているので、ここでの基準はより高度の内容・水準を問うという観点から考えた。 

 

これに対して、実習をビデオ学習で済ますという方略をとる大学もありうることから、

実験実習を実際にやらせていることに対する評価を盛り込むことの必要性があとにな

ってタスクフォースから指摘されたが、時間もないことから方針の変更はないまま議論

を進行することにした。（そのために、実習環境や担当教官数の適・不適という項目を

一度は追加したが、最終的にはずすこととした） 

 

従って、【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，

実験実習が十分に行われていること、に対しては、コアカリ以外の３０％の部分（特色、

独自性）をどのように評価するかという観点から議論した。①シラバス、時間割、実習

書、②実習指導方針・基準マニュアルの提出、③実習達成度の評価基準およびその結果

の３項目ごとに、特色あり（２点）、普通（１点）、なし（０点）とし、加点する方法で

評価することとした。③については技能・態度を評価するためのチェックリストの提出

と口頭（発表や質問）について評価することが必要とされた。3 項目で 6点満点。なお、

特色の具体的内容については時間がなく議論できなかった。 

 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容である

こと、に対しては、実験実習評価を行って、フィードバックしているか、学生の評価、

配属先（卒業実習受け入れ先）の教官の評価、実務実習受け入れ先の評価を総合的に判

断することとした。点数配分は、アンケートを行っている（１，０）、アンケート結果

の評価（良好な結果・満足度が得られているか）（１，０）、フィードバックしている（１，

０）などである。 
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【基準３－１－５】学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること、

についても上と同様に観点の評価を基に多段階評価を行うこととした。 

 

【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること、について

は幅広い見学先の設定・工夫に重点をおき実施計画（回数、学年、日程、グループ当た

りの学生数、教官数、見学先のリスト）全体を評価し、特色あり（2）、適合（1）、不適

（0）とする。学生による評価の結果についても、見学施設の種類・分野に満足したか

どうかのアンケート結果をもとに、（１、０）の評価を行うこととした。 

 

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫がなさ

れていること、については、発表会の実施（発表会のやり方）の形態を確認し、公開（2）、

非公開（1）、実施なし（0）とする。以下、報告書（事前学習：学習の目的を学生に考

えさせる、事後の評価）の発行（配布先）（1）、なし（0）、特色ある工夫の資料提示に

ついて、特色あり（2）、適合（1）、不適（0）とした。 

 

全体としては、科学的思考の醸成に役立つことを目的に実習がなされていること、学習

効果を高めることを目的に早期体験学習が行われている事を確認する資料の提示を求

め、教育の質の保証と改善に役立つための評価内容とすることを基本に評価を行うとい

う結論になった。 
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第７班 第一部のまとめ 

 

〔第１部〕「適合水準に達していることをどのように示しますか？」 

チームⅢ：評価基準 ５ 問題解決能力の醸成のための教育 

 

プロダクトの作成経緯 

最初に、問題解決能力とは、能動的学習、参加型学習とは、どのような学習、どの

ような資料を指すのかについて討議し、理解・確認することとした。 

メンバーが上記課題で実施している事項・見解・意見を以下に要約する。 

 

（５－１）自己研鑽・参加型学習 

【基準 ５－１－１】 

全学年を通して、自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行なわれて

いること 

1. 参加型の代表例は卒業研究と考えられる。 

2. 能動的な学習とは問題解決型学習＝PBL をマニアル化し、実施・評価する

ことを指すと考える。 

PBL の資料：発表会のスライド、論文、etc. 

3. 問題解決能力の醸成には、モチベーションの向上が重要である。特に１年

次前期に、教養の対話、後期に専門の対話を設定している。１年次から担

任とのディスカッション、早期体験学習の機会を多く設定している。この

結果については発表会で報告させるので、資料が保存され、また情報の共

有化にも有用となる。優秀報告には表彰する。これは、PBL の実施に有効

な手段となると考える。 

4. E-learning を実施し、学生へのデータのフィードバックを行なっている。 

これは、学生の実施記録が容易に把握でき、レポートも残ることから資料

として有用である。 

5. 卒業研究論文（元資料）はサマリーを A４ １枚にまとめ、電子化（デジ

タル化）している。 

6. 実習にはＴＡ（修士課程の学生）を確保し、実習指導に活用している。こ

れも実習指導体制の中での PBL の実施と考えている。 

7. １-２年次の学習指導体制の一環として、チューターを活用している。 

8. 複数の講座がまとまって、卒業研究発表会を行うことにより、発表資料（口

頭・ポスターの資料）が作成され、また研究レベルの客観的な評価（A，B，

C・・・）もできる。 

9. １-2 年次に基礎ゼミナール（通年：前期 15 時間、後期 15 時間）を実施し
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ている。テーマは教員が提示し、学生に SGD 形式でまとめさせ、発表させ

ている。後期はワークショップ的な議論をさせ、レポートを作成させてい

る。 

10. １年次に基礎薬学ゼミナールを実施し、各科目の課題につき、A４ １枚

程度のレポートを作成させている。 

11. 実習終了後は全員に結果発表を課している（全員参加型学習を意識）。実

習レポートは評価し、学生に戻していることから、今後、どのようにして

評価記録を残すかが課題である。 

12. 実務実習関連：調査、まとめたものをどのように発表させるかが、能力ア

ップに重要と考える。これは、医療機関において、提言できる薬剤師の育

成に必須である。従って、他の分野（学部）の学生間で討議させる機会を

持つことが、能動的学習、参加型学習の訓練に有用と思われる。 

 

上記の実施事項・見解・意見の中から、本課題に適合すると思われるものを重要度の

高いものから選抜し、以下のように整理し、７班の発表とした。 

このまとめ方においては、タスクフォース：原 博 先生の多大なご助言を頂いた。 

 

（プロダクト） 

・【観点 ５-１-１-１】学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされて

いること。 

・担任教員との対話演習（資料作成と評価？） 

・PBL マニュアルに基づく評価 

・卒業発表会（口頭・ポスターの資料）＆卒業論文（全学生？） 

・薬学対話演習 

・E-learning の利用（結果の把握と評価が容易） 

・各科目の課題についてレポート 

・元資料のデジタル化・レポートの記録様式 

・実習における能動的参加（口頭発表・ TA の確保） 

・1－2年生薬学基礎ゼミナール（小グループディスカッション：チューターの活用：

レポート） 

 

・【観点 ５-１-１-２】１クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正であ

ること 

・能動的学習指導を目指す場合の学生数（計画書として提出するため、確認可能） 
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【基準 ５－１－２】 

充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。 

1. シラバス、学生便覧、実習計画書の提出で証明できる。 

2. 成績表（実証）、考課表を評価とする。 

 

・【観点 ５-１-２-１】自己研鑽・参加型学習が，全学年で実効を持って行われるよう

努めていること。 

・成績評価表の提出 

・卒業生からの実効についてのアンケート調査 

 

・【観点 ５-１-２-２】自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し，実務

実習の単位は除く）の１／１０以上となるよう努めていること。 

・シラバス・演習計画書・便覧などの提出資料から明らか 

【観点 ５-１-２-３】自己研鑽・参加型学習とは、問題立脚型学習（ＰＢL)や卒業研

究などをいう。 

・前期観点の事項をしっかりやっておけば、問題ないと思われる。 
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第７班 第二部のまとめ 

 

作業：第二部「観点に基づいて教育水準をどのように評価しますか？」 

材料：（５−１）自己研鑽・参加型学習 

 

（１）進め方 

 第一部「適合水準に到達していることをどのように示しますか」の作業で当班が作成

した本課題の前半プロダクト（添付ファイル参照）には，基準に則って評価を行うため

の観点が提示されている。また，第一部の３グループ合同会議で他の班の発表に見られ

た考え方やアイデアは我々の作業の参考となる。そこでこれらを材料として，その上に

評価の方針・手法を作って行くことになった。 

 

（２）前半のプロダクトの概観 

 各班のプロダクトについてコメントを出し合った。 

 当７班のプロダクトは，観点が具体的に挙げられているという特徴がある。他の班の

項目には，自己評価というよりは「外部評価者」の視点が前面に出過ぎていると感じら

れるものがあった。また，当班で話題に出なかった「卒業生に対する就職機関の評価」

「出席度による学習態度の評価」「ＦＤ」なども検討する価値がありそうだ。等々の意

見が出された。 

 

（３）前半のプロダクトの整理 

 私たちのプロダクトは，観点が細かく挙げられていることは具体的でいい点であるが，

個別的すぎること，同じような項目が重複していること，項目ごとの性格の違いがはっ

きり表示されていないこと，など，手を入れた方がいいところがある。そこで，ある程

度時間をかけて，項目を整理・統合・区別する作業を行なった。 

 前半，午前中の第一部では，基準５−１−１「全学年を通して，自己研鑽・参加型の学

習態度の醸成に配慮した教育が行われていること。」の観点５−１−１−１「学生が能動的

に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされていること。」についての作業が中心だ

った。そこでまずこの部分について検討した結果，観点５−１−１−１は前半プロダクト

では９項目だったのが後半では６項目にまとめられた（添付ファイル参照）。その過程

で「各項目がどの年次に課せられるのか」ということをはっきり示すべきだということ

になった。 

 一般に〔１−４年次〕で行なわれる項目として，ＳＧＤを中心とした科目，専門科目

の授業の枠の中への参加型学習的な要素の導入，実務実習以外の専門実習における能動

的参加の保証，という内容を割り当て，通常〔５，６年次〕に行なわれるものとして，

卒業研究に発表的要素を充分に組み入れること，ＳＧＤによる対話演習，E-learning
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による自己研鑽，という内容 

を配置した。このうち，卒業研究の部分は是非とも実施すべき『必須』項目，E-learning

の部分は実施することにより一層の質的改善，付加価値をもたらすことが期待されるプ

ログラムだという意味で『選択』項目という注記を付けることにした。 

 これら各項目の具体的内容は当然チェックしなければならないが，基本的にシラバス

（ＰＢＬマニュアルを含む）と実施計画・報告書を資料として使うことに異論は出なか

った。ただし，これはすべての項目について適用されるものであるので，年次別項目の

前に挙げて， 

 各教育内容のシラバスの件 →〔１−４年次〕→〔５，６年次〕という順で記述するこ

とになった。 

 

（４）観点５−１−１−１の項目の評価方法 

 上記について「どの程度」適切に行なわれているかを評価する方法について話し合っ

た。観点の項目について多段階評価を行い，その集計により点数化したもので基準につ

いての判定をするというアイデアも出たが，大勢として，各項目ごとに多段階評価を行

なうことは困難であろうという見解であった。そこでここでは，各項目が「自己研鑽・

参加型学習的な内容になっているかどうか」，そして「上記シラバス等に則って実施さ

れているかどうか」を見ることにより，観点５−１−１−１の要件を満たしているかどう

か判断する。つまり，各項目はしかるべく実施されていれば適合，実施されていなけれ

ば不適合とする２段階評価を採る，ということになった。 

 一方，基準５−１−１に関しては，充実度を判定して改善へのモチベーションとするべ

きだという考えから，『選択』項目以外の項目がすべて適合であればＡ，それに『選択』

がさらに加わればＳとする，というＳ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの５段階評価を取ることにした。 

 

（５）観点５−１−１−２の項目の評価方法 

 基準５−１−１については，５−１−１−２「１クラスあたりの人数や演習・実習グルー

プの人数が適正であること。」という観点からの評価も求められている。この部分は前

半プロダクトでは「能動的学習指導を目指す場合の学生数（計画書として提出するため、

確認可能）」となっていただけなので，より具体化する作業を行った。 

 一般的なＳＧＤとしては教員１人あたり学生３人程度ではないか，という話から始ま

って，教員をどのように配置しているのか，総動員態勢あるいはローテーションで対応

する時どのように数として数えるのか，教員１人で学生５人と教員１０人で学生５０人

は同じか，教員が１人でも３サイクル担当すれば１０ー１５人を指導できる，別々の教

員が評価することになるが温度差はないのか，ＴＡをどう扱うか，などなど，各大学の

事例を紹介し合いながら議論を進めた。 

 結局，教員あたりの学生数ではなく，各作業単位における学生数について評価するこ
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と，ただし，作業内容によって適正学生数は当然異なるので，ＳＧＤタイプ，実習タイ

プ，研究タイプに分けて，それぞれ５−１０人，１−５人（内容による），１人という数

が作業単位あたりの適正な人数とした。ただし，これらはあくまでも今回考えた例であ

って，最終的な要件として固めたものではないことをもう一度確認し，プロダクトでは

『具体例』と表現した。これに基づいて（人数はしかるべく再検討されるとして），観

点５−１−１−１の各項目について適合か不適合かの２段階評価を行なう。 

 これらの項目の教育内容については，基準５−１−２の「充実した自己研鑽・参加型学

習を実施するための学習計画が整備されている」かどうかについても判定しなければな

らないので，次の作業に入った。 

 

（６）基準５−１−２に関する観点 

 観点５-１-２-１は「全学年で実効を持って行われるよう努めていること」とあるの

で，まずは学生の成績を適正に評価しているかどうかによって判断できる，ということ

で，成績評価表を判断の基本的な資料として要求する。また，現学生からのフィードバ

ックによって教科の「進行形の効果」を検証すべきだとして，これらを基本的な要件と

することになった。 

 それに加えて，時間を経て現われる結果（これが本当の教育の成果ということになろ

うか）がどうなのかという情報を卒業生から得るべく努力をする必要がある。また，３

グループ合同会議で他の班が示した就職先へのアンケート調査は優れたアイデアだと

考え，これらを『選択』項目として採用した。ＦＤ的なフィードバックは基準９-４-

１，９-４-２で評価されるので，ここには入れないことにした。オフィスアワーも話題

に出たが，位置付けが微妙で今回は取り上げないとした。 

 ここで取り上げた各項目については，細かく踏み込むのはむずかしいので，適合か不

適合か，即ち十分に行なっているかいないかの２段階評価を行なうことで一致した。 

 次に，観点５-１-２-２は「自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し，

実務実習の単位は除く）の１／１０以上となるよう努めていること。」と記述されてお

り，これらの教育内容が十分な量で実施されているかどうかを問うものである。これに

ついては，卒業要件単位数の１／１０以上という具体的な数字が示されているが，「努

めること」という表現でもあり，数字にあまり捕われるべきではないこと，講義などの

科目の枠内で参加型学習などの工夫がされていることも重要であるので，そのことをは

っきり表現すること，という方針になった。判定の基本的資料としてはシラバス・演習

計画書・便覧を用いる。参加型学習として位置付けられる科目は１００％であろうが，

参加型学習の要素を取り入れている科目などは単位数とその要素の重み（割合い）から

考え，全体として十分な量が保証されているかどうかを判断すべきだ，とした。 その

流れに従い，これらの項目については十分に行なっているかいないか（適合・不適合）

の２段階評価を行なうこととした。 
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 もうひとつ，５-１-２-３という観点があるが，これは「自己研鑽・参加型学習とは、

問題立脚型学習（ＰＢＬ)や卒業研究などをいう。」という説明的な記述であって，直接

これを以て基準を評価するというものではないので，表現を読み上げただけでそれ以上

の検討は行わなかった。ただ，当班の議論の方向を確認すると，独立した科目としての

問題立脚型学習だけに重点を置くというよりは，問題立脚型学習を各科目の中で広く実

践することもポジティブに評価するということである。これも大切な視点のひとつだと

思われる。 

 

（７）基準５−１−２の評価方法 

 それを受けた基準５−１−２の評価であるが，やはり適合・不適合の２段階評価では改

善への誘導にはならないだろう，ということで，これらの観点の各項目をきちんと満た

しているか否かを見ての多段階評価が適当だということで一致した。当初は例として与

えられていたＳ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの５段階をそのまま使うことになっていたが，そこま

で細かく判定する必要はない。二つの観点が「〜努めていること。」という表現である

ので，Ａ，Ｂ，Ｃの３段階が適当だ，ということで合意した。 

 それに合わせて，基準５−１−１についても５段階は要らないのではないかという意見

が出て，前に戻ってこちらもＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４段階評価を採ることに変更した。 

 この辺で与えられた時間がなくなってきたので，以上の議論で得られたものを当７班

の後半プロダクトとすることにし（添付ファイル参照），今回の作業を終了した。 

 

（８）まとめ 

 今回の作業班は機械的？に編成されたものだと思われるが，多様なメンバーが積極的

に意見を出してタスクフォースのガイドを活かしつつ話し合い，意見を突き合わせたり

調整したりしてひとつのプロダクトをまとめることができた。基準，観点，評価等々の

概念が絡み合っていて私などはまだ今ひとつ飲み込めず恐縮だが，このような作業を積

み重ねることによって理解が形成・共有されて行くという感触は得られた。７班の方々

の生産的で気持ちのいいディスカッションに感謝しつつ，ポジティブなワークショップ

だったという感想で報告を終わりたい。 
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第８班 第一部のまとめ 

チーム III：評価基準５ 問題解決能力の醸成のための教育 

（５−１）自己研鑽・参加型学習 

 

 第一部では上記の各観点に関して、「適合水準に達していることをどのように示しま

すか？」の視点からスモールグループデスカッション(SGD)を行なった。先ず、簡単な

自己紹介をしたあと、司会者、発表者、報告書作成者を決めた。 

 

A. 先ず、観点 5-1-1-1 では以下の３点のプロダクトを得た。 

1. シラバスに個々に自己研鑽・参加型科目の到達目標が明確に記載されていること。 

2. シラバスに SGD を中心とした科目であることが明確に記載されていること。 

3. シラバスにホームワークを中心とした科目も記載されていること。 

 

B. 観点 5-1-1-2 では以下のプロダクトが論議されたが、１クラスあたりの人数や演

習・実習グループの人数までは言及されなかった。 

 

・ 各科目担当者が適宜、最適な実習グループを決定しており、その計画書が記録とし

て残されていること 

 

C. 観点 5-1-2-1 では、自己研鑽の内容が１年生と２−４年生、５−６年生で異なるので、

学年に分けて議論され、以下の４点のプロダクトを得た。議論の中で多くの関連事

柄が話題に上がったので、それらも報告する。１年生は入学時研修や早期体験実習

等に参加し、その後 SGD を行なう。能動的に参加してもらうために、SGD の意義や到

達目標、方法を導入科目のシラバスに具体的に記載する。グループ全員が SGD に参

加するにはどうすればよいか。発表者はグループ全体の意見を発表できるが、それ

以外の学生にはレポート提出などの対応が必要である。２−４年生では、各自が課題

を見つけて PBL を行なう授業を開講する。自分で課題を見つけられない学生に対し

ては、いくつかの課題の中からひとつを選択させるなどの工夫が必要である。５−６

年では、卒業研究をどのように行ない、どの様に評価するかが話題に出たが、結論

が得られなかった。与えられた課題を研究し調査したことを発表し、その内容を抄

録として保存する考えが紹介された。 

 

1. １年生では、SGD の取り組みの導入的な科目が組み込まれていることが示されてい

ること。 

2. ２−４年生では、その発展的な自己研鑽・参加型科目が組み込まれていることが示

されていること。 
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3. ５−６年生では、卒業実習を中心とした学習において自己研鑽・参加型学習が組み

込まれていることが示されていること。 

4. 上記の取り組みが、有効であるような人的・設備が整備されていることが示され

ていること。 

 

D. 観点 5-1-2-2 では、以下のプロダクトを得た。各学年における単位数の配分等につ

いては各大学の特色を生かすために議論されなかった。 

 

・ 自己研鑽・参加型学習の単位数を示す資料を準備すること。 

 

E. 観点 5-1-2-3 では、以下の２点のプロダクトを得た。 

 

1. 自己研鑽・参加型学習としてのホームワーク等についても提示できる資料を作成

しておく。 

2. 卒業研究については、発表会の資料（抄録を含む）を残しておくこと。 

 

最後に７班と８班、９班でプロダクトの発表会を各４分ずつ行なったが、総合討論は時

間の都合で出来なかった。 
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第８班 第二部のまとめ 

第二部 「チームIII：自己研鑽・参加型学習」 

プロダクトに至った経緯 

 

観点5-1-1-1の評価方法 

午前に設定した３項目それぞれについて評価の表し方と評価方法を策定 

 

１．シラバスに個々に自己研鑽・参加型科目の到達目標が明確に記載されていること。 

・評価の表し方：適・不適 

・評価マニュアル：各大学の評価の方法が明確に示されていれば適とする。 

  

２．シラバスに SGD を中心とした科目であることが明確に記載されていること。  

出された意見 

  中身（質）に段階（A, B, Cなどの評価）がある、どんなことについてやるのか 

  バランスよく配分されているか 

  講義そのあとSGDでの発表内容の善し悪しで評価する 

  SDGやりさえすればよいとするのでは疑問 

  学習方法の工夫を考慮しての評価をすべきではないか 

  学年学年でふさわしい内容（学生の到達目標）に達しているか 

  学生をどう評価するかという点がうまく組み入れられているか 

・評価の表し方、方法：多段階評価 

・評価マニュアル：各学年における SGD の占めるバランス 

各学年における学生の到達水準 

 

３．学生のSGDに対する取り組みの評価方法が明確に記載されていること。 

出された意見 

 シラバスにホームワークを中心とした科目も記載されていること 

  適・不適だけでは厳しすぎないか。 

  改善の点も盛り込むべき。 

  SからDの段階評価にした方がよい。 

・評価の表し方、方法：多段階評価（意見が白熱し、方法の議論が不足した） 

・評価マニュアル：明確に示されていれば Bとする。 

 

４．自己研鑽・参加型学習を支援するセンターなど大学レベルでの取り組みや施設・設

備を有すること。 

・評価マニュアル：このシステムが存在する場合に A 評価を与える 
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５．自己評価・学生による評価が次なる改善に反映されるシステムが存在していること。 

・評価の表し方、方法：多段階評価 

・評価マニュアル：このシステムが存在する場合にA評価を与える 

    

観点5-1-1-2の評価方法 

１．各科目担当者が適宜、最適な実習グループを決定しており、その計画書が記録とし

て残されていること。 

出された意見 

  先生によってばらつきがある。 

  適・不適でよいのではないか。 

  エビデンスとして何かを残しておく必要あり、例えば学生のアンケート。 

  人数に応じて多段階評価としてはどうか。 

  少人数グループにすべき科目だけについて多段階評価。 

  適正人数は大学によりそれぞれ事情が異なり一概には決められない。 

  2グループ（人数までは決めない）に少なくとも1人ファシリテーターで適とする。 

・評価の表し方、方法：多段階評価 

・評価マニュアル：2グループ当り 1 名程度の教員（TA、RA 含む）がいれば Cとする。     

 

観点5-1-2-1の評価方法 

１．１年生ではSGDの取り組みの導入的な科目が組み込まれていることが示されてい

ること。 

２．２−４年生ではその発展的な自己研鑽・参加型科目が組み入れられていることが

示されていること。 

３．５−６年生では、卒業実習を中心とした学習において自己研鑽・参加型科目が組

み入れられていることが示されていること。 

４．上記の取り組みが有効であるような人的・設備が整備されていることが示されて

いること。 

５．上記の取り組みに対し、FDによる教員の研修が行われていること。 

出された意見 

  多段階評価ではどうか。 

  自習室、図書館、質問に対する体制など整っているか。 

  教育支援センターの有無も重要ではないか。 

  こういう点が満たされていれば、さらに加点するという考え方の方がよくないか。 

  やりっ放しで点検しないのはよくない。 

  フィードバックシステムがあるかどうかをマニュアル化しておく必要がある。 

  項目4は学習支援がマニュアル化してあれば加点とする。 
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・評価の表し方、方法：多段階評価 

項目ごとで評点は○×で行い、○がいくつあるかで多段階評価とする。  

   すべて多段階評価として、マニュアル作成にあたって問題が生じる場合は適・不 

   適とする。 

 

観点5-1-2-2の評価方法 

１.自己研鑽・参加型学習の単位数を示す資料を準備すること。 

・評価の表し方：多段階評価 

 

観点5-1-2-3の評価方法 

１．自己研鑽・参加型学習としてのホームワーク等についても提示できる資料を作成

しておくこと。 

 

２．卒業研究については、発表会の資料（抄録を含む）を残しておくこと。 

・評価の表し方：多段階評価 

 

コメントと反省点 
各観点に対する内容の議論が白熱し、肝心の評価を決めることに要する時間がほとん

どなくなってしまった。メンバーが皆かなりの専門家で、記録が十分に追いつかなかっ

たことをお詫びする。 
 



 

64 

第９班 第一部のまとめ 

「合格水準に達していることをどのように示しますか？」 

５ 問題解決能力の醸成のための教育 

 

 9 班では、「（５－１）自己研鑽・参加型学習」について、第三者評価を行うための資

料としてどのようなものが必要であるかについて討議した。 

 まず最初に、自己研鑽・参加型学習としては、観点 5-1-2-3 にもあるように「グルー

プ討論（チュートリアル、SGD、PBL）を含んだ授業」と「卒業研究」が主なものとして

あることを確認した。そこで次に、それらが自己研鑽・参加型学習としてきちんと実施

されている或いは実施されるように配慮されていることがわかる資料を列挙する形で

議論を進めた。その結果のまとめを次表に示す。 

 

基準 観 点 資 料 

5-1-1 全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われている

こと 

 5-1-1-1 学生が能動的に学習に参加する

よう学習方法に工夫がなされて

いること 

シラバス（SGD に関する記載） 

学生評価（自己・客観） 

出席率 

卒業生を受け入れた機関の評価 

試験方法（暗記ではなく考え方を問う

ものか） 

卒業研究（報告会、時期、人数等） 

 5-1-1-2 １クラスあたりの人数や演習・

実習グループの人数が適正であ

ること 

1 グループ当たりの学生の人数と教員

の人数 

5-1-2 充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること 

 5-1-2-1 自己研鑽・参加型学習が，全学

年で実効を持って行われるよう

努めていること 

シラバス（SGD に関する記載） 

学年毎のシラバス 

チュートリアル等の委員会 

学年毎の教育目標（自己研鑽・参加型

学習に関して） 

FD 研修 

 5-1-2-2 自己研鑽・参加型学習の単位数

が卒業要件単位数（但し，実務

実習の単位は除く）の 1/10 以上

となるよう努めていること 

シラバスと学年毎の科目進行の関係 

 5-1-2-3 自己研鑽・参加型学習とは、問題立脚型学習（PBL）や卒業研究などをい

う 
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第９班 第二部のまとめ 

 

評価について 

＜資材＞ 

・シラバス、カリキュラム 

・授業計画 

・便覧 

・SGD など学生参加型の授業科目を明記、ホームワークを必要とする科目の明記 

・学年毎（あるいは低学年・中学年・高学年）の目標設定 

・ポートフォリオなどを利用して学生が自分自身の成長を実感できるシステムを作る 

・e-learning（学生のアクセス記録をとる） 

・卒業生に対するアンケート、卒業生受け入れ施設へのアンケート 

・チュートリアル等の運営委員会、FD 研修実施 

＜評価について＞ 

１）教育水準をどう表すか 

 多段階評価 

 シラバスについて、必要な項目についてもれなく記載されているか、各項目に

ついてそれぞれ評価する 

 学年毎の能動的学習項目に関する記載 

 段階的評価 

２）エビデンスと評価の方法（水準） 

 シラバスについて：グループワークに特化した科目について小項目 

 通常の講義にもグループワークを一部取り入れた場合は、時間数に応じ

て単位数に換算 

 学年毎の学習目標：能動的学習に関する目標 

 学生の自己成長 ：評価できるシステムの導入の有無 （ポートフォリオや自

己発見ノートなど） 

 マニュアル作成 

 加点評価←たとえば学会発表などだと、国立大の学生には有利・・・できない

からと言って水準以下、と判断するのではなく、加点方式で大学の特色を出す

とよい。 

 e-learning：学生のアクセス回数が記録できるシステム（広大の武田先生は実

践中） 

 ホームワークとの関連性をもたせる。小テストに利用・・・形成的評価 
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評価表の例 

 

大項目 小項目 評価 評価基準 

シラバス グループワークに特化した科目   

     討論課題  明記の有無 

     教員数   

     1 グループの人数  ～６人：A、７～１１人：B、１２～１６人：C など

     発表形式・討議形式  

全員が討論に参加できる形式になってい

るか、それを評価できる形式などの工夫

ができているか 

    

 グループ討論を含む科目の明示   

 ホームワークを必要とする科目の明示   

    

学年毎教育目標 能動的学習に関する教育目標   

    

学生の自己評価 評価できるシステムの導入の有無  ポートフォリオや自己発見ノートなど 

    

e-learning 等 システム導入の有無   

     確認試験  
以下の項目がある場合は内容に関して加

点評価 

     ホームワークでの利用   

     利用状況把握・フィードバック   

    

卒業研究 実施期間  
～３ヶ月：D、４～９ヶ月：C、１０～１２ヶ月：

B、１年以上：A など 

 独立した研究テーマ  ○×   

 中間報告会の実施実績   

 
学部としての卒業研究発表会の実施

実績 
  

 卒業論文集の作成  ○×   

 学会発表の実績  加点評価 

 指導教員の数   

    

PBL 運営方法 チュートリアルの委員会の設置   

 FD 活動   

PBL 課題   明記されているか、教材の有無など 
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「自己評価 21」実施概要（案） 

 

はじめに 

平成 21 年度に各大学において「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準－平成 19 年度版」に基

づいた自己評価（以下「自己評価 21」という）を実施することについては、平成 19 年 12 月 6 日の

全国薬科大学長・薬学部長会議において総意を得たところである。これを受け日本薬学会第三者評価

実施小委員会では、「自己評価 21」の実施概要について検討を行ってきた。本日提案する実施概要（案）

は、第三者評価合同委員会（全国薬科大学長・薬学部長会議第三者評価実施委員会、日本薬学会薬学

教育改革大臣会議第三者評価検討委員会との合同会議：平成 20 年 2 月 29 日）での協議を経たもので

あり、今後修正を加えて本年 5 月に開催予定の全国薬科大学長・薬学部長会議において最終的な了承

を得る予定である。 

 
１．「自己評価 21」の実施目的 

「薬剤師養成のための薬学教育実務実習の実施方法について」が平成 19 年 5 月に厚生労働省医薬

食品局によってまとめられた。本まとめにおいては、薬剤師資格をもたない薬学生が参加型実務実習

を行う条件として「患者の同意」、「目的の正当性」、「行為の相当性」が要求されている。このうち薬

学生の「行為の相当性」を担保する条件の一つとして、「実務実習を行う薬学生の資質の確認」があ

げられている。「実務実習を行う薬学生の資質の確認」のためには、「事前学習の十分かつ適切な実施」、

「薬学共用試験の適正な実施」、「各大学の 6年制薬学教育に対する第三者評価」が必要とされている。

そのため、平成 22 年度に 6 年制薬学教育一期生の実務実習を実施するにあたり、上記の実務実習実

施条件を満たすには、平成 21 年度において、第三者評価若しくはそれに準ずる方法により、各大学

で質の高い 6 年制薬学教育が行われていることを客観的に確認し、社会に対する説明責任を果たす必

要がある。そこで、平成 21 年度に各大学において「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準－平

成 19 年度版」に基づいた自己評価（「自己評価 21」）を実施することとする。（平成 19 年 12 月 6 日

全国薬科大学長・薬学部長会議での提言より） 

 
２．「自己評価 21」の概要 

１）平成 18 年度以前に開設した大学は、平成 21 年度内に「評価基準」に基づく自己評価（「自己評

価 21」）を実施し、その結果を薬学教育評価機構（以下、「機構」という）に報告すると共に、自

ら公表することとする。 

２）「自己評価 21」では、薬学教育 6 年制が開始となった平成 18 年度から平成 21 年度までの期間の

教育研究活動について自己点検、自己評価を行う。 

３）「自己評価 21」の結果は、公表後、機構によって平成 22 年度以降に点検を行う。 

４）平成 19 年度以降に開設した大学は、開設 4 年目に「自己評価 21」と同様の自己評価を実施し、

点検を受ける。 

５）初年度の入学者の卒業以前の段階において評価し得ない部分（後述）については、「自己評価 21」

の対象外とする。 



 

 

３．「自己評価 21」の実施時期について 
平成 18 年度以前に開設した大学は、平成 21 年度内に「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準

－平成 19 年度版」に基づく自己評価を実施し、平成 22 年 3 月末にその結果を自己評価報告書にまと

め、機構に報告すると共に、自ら公表することとする。また、薬学共用試験の実施結果については平

成 22 年 4 月以降のできるだけ早い時期に公表することとする。 
 

４．「自己評価 21」の実施方法 
１）対象とする基準 

新しい薬学教育 6 年制の教育内容について社会に対する説明責任を果たすためには、学年進行中

であるため評価することが妥当でない部分を除いては、すべて自己評価の対象とすることが望まし

い。そこで、「自己評価 21」の対象外とする基準を以下(次頁以降)のように提案することとした。

また、基準・観点に記載されている「全学年」について「自己評価 21」では１～4 年次を対象とす

ることとした。 
２）実施手順 

各大学は、別に定める「自己評価実施要項」に従って、自らが実行している薬学教育プログラム

に対する自己評価を実施し、自己評価書を作成する。 
自己評価書は、評価基準（12 項目 71 基準）のうち 11 項目 56 基準を対象に、各内容に従って、

教育研究活動等の状況を分析し、記述する。各大学には、原則として、対象となる全ての観点に係

る状況を分析し、整理することが求められる。なお、56 の基準に関し、あらかじめ定められた観点

に加えて、各評価対象において独自の観点を設定する必要があると考えられる場合には、これを設

定した上で、その観点についての状況を分析し、記述することができる。また、各大学の薬学教育

プログラムの優れた点、改善を要する点などを評価し、記述する。 
３）エビデンスの取扱いについて 

各大学はエビデンスに基づいた自己評価を実施する。エビデンスとなる資料は平成 22 年度以降

に実施する機構による点検の際に必要となるので、各大学で保存することとする。自己評価報告書

では資料リストを添付することとする。 
各基準、観点における資料例は、「自己評価実施要項」に記載する。 
 

５．「自己評価 21」の実施における機構の係わり 
１）「自己評価 21」の実施に向けた機構の平成 20 年度事業について 

上記の「自己評価 21」実施概要（案）に基づき、機構の平成 20 年度事業として以下の項目の必

要性を提案する。 
①「自己評価実施要項」の作成（平成 20 年 12 月まで） 

エビデンスとなる資料の例示、報告書のフォーマットなどを含む「自己評価実施要項」を作成 
②「自己評価実施要項」の説明会開催 
③「自己評価実施要項」に対するコメント受付、Q&A の作成 
④ 自己評価担当者の研修会開催 

２）「自己評価 21」の機構によるサポートについて 
評価基準に基づいた自己評価を実施する際、期限を設けて大学からの問合せを受付け、個別回答

は行わず「Q&A」としてまとめ、公表する。提出された自己評価報告書の内容について、具体的な

指導、助言は行わないものとする。 



 

 

「自己評価 21」の対象となる基準の提案 

 「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準－平成 19 年度版」において平成 21 年度の段階では評価

し得ない部分で「自己評価 21」の対象外とする基準・観点は、二重取消し線を付して示した。 

 

目次 

理念と目標 

１ 理念と目標 ······························································· 1 

 

教育プログラム 

２ 医療人教育の基本的内容 ··················································· 2 

   (2-1) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 ··································· 2 

   (2-2) 教養教育・語学教育 ················································· 2 

   (2-3) 医療安全教育 ······················································· 3 

   (2-4) 生涯学習の意欲醸成 ················································· 3 

   (2-5) 自己表現能力 ······················································· 3 

３ 薬学教育カリキュラム ····················································· 4 
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【評価基準と観点について】 

 
評価基準は，薬剤師養成課程として満たすことが必要と考えられる要件及び当該学

部・学科の目標に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたも

のである。 
基準は，その内容により，次の２つに分類される。 

（３）各学部・学科において，定められた内容が満たされていることが求められるもの。 
例 「・・・であること。」「・・・されていること。」 等 

（４）各学部・学科において，少なくとも，定められた内容に関わる措置を講じているこ

とが求められるもの。 
例 「・・・に努めていること。」 等 

 
観点は，各基準に関する細則，各基準に係わる説明及び例示を示したものである。 
観点は，その内容により，次の３つに分類される。 

（４）各学部・学科において，定められた内容が満たされていることが求められるもの。 
例 「・・・であること。」「・・・されていること。」 等 

（５）各学部・学科において，少なくとも，定められた内容に関わる措置を講じているこ

とが求められるもの。 
例 「・・・に努めていること。」 等 

（６）各学部・学科において，定められた内容が実施されていれば，評価において「優れ

ている」と判断されるもの。  
例 「・・・が望ましい。」 等 
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理念と目標 

１ 理念と目標 

【基準 １-１】 

各大学独自の工夫により，医療人としての薬剤師に必要な学識及びその応用能力並びに

薬剤師としての倫理観と使命感を身につけるための教育・研究の理念と目標が設定され，

公表されていること。 

【観点 １-１-１】理念と目標が，医療を取り巻く環境，薬剤師に対する社会のニー

ズ，学生のニーズを適確に反映したものとなっていること。 

【観点 １-１-２】理念と目標が，教職員及び学生に周知・理解され，かつ広く社会

に公表されていること。 

【観点 １-１-３】資格試験合格のみを目指した教育に偏重せず，卒業研究等を通じ

て深い学識及びその応用能力等を身に付けるための取組が行わ

れていること。 

 

【基準 １-２】 

理念と目標に合致した教育が具体的に行われていること。 

【観点 １-２-１】目標の達成度が，学生の学業成績及び在籍状況並びに卒業者の進

路及び活動状況，その他必要な事項を総合的に勘案して判断され

ていること。（卒業生に関する部分は対象外とする） 
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教育プログラム 
２ 医療人教育の基本的内容 
(２-１) ヒューマニズム教育・医療倫理教育 

【基準 ２-１-１】 

医療人としての薬剤師となることを自覚させ，共感的態度及び人との信頼関係を醸成す

る態度を身につけさせ，さらにそれらを生涯にわたって向上させるための教育が体系的

かつ効果的に行われていること。 

【観点 ２-１-１-１】全学年を通して，医療人として生命に関わる薬学専門家に相

応しい行動をとるために必要な知識，技能，及び態度を身に

つけるための教育が行われていること。 

 （全学年は「自己評価21」では１～4年次を対象とする） 

【観点 ２-１-１-２】医療全般を概観し，薬剤師の倫理観，使命感，職業観を醸成

する教育が行なわれていること。 

【観点 ２-１-１-３】医療人として，医療を受ける者，他の医療提供者の心理，立

場，環境を理解し，相互の信頼関係を構築するために必要な

知識，技能，及び態度を身につけるための教育が行われてい

ること。 

【観点 ２-１-１-４】単位数は，(2-2)～(2-5)と合わせて，卒業要件の１／５以上

に設定されていることが望ましい。 

 

(２-２) 教養教育・語学教育 

【基準 ２-２-１】 

見識ある人間としての基礎を築くために，人文科学，社会科学及び自然科学などを広く

学び，物事を多角的にみる能力及び豊かな人間性・知性を養うための教育が体系的かつ

効果的に行われていること。 

【観点 ２-２-１-１】薬学準備教育ガイドラインを参考にするなど，幅広い教養教

育プログラムが提供されていること。 

【観点 ２-２-１-２】学生や社会のニーズに応じた選択科目が用意され，時間割編

成における配慮がなされていること。 

【観点 ２-２-１-３】薬学領域の学習と関連付けて履修できるカリキュラム編成が

行われていることが望ましい。 

 

【基準 ２-２-２】 

社会のグローバル化に対応するための国際的感覚を養うことを目的とした語学教育が

体系的かつ効果的に行われていること。 

【観点 ２-２-２-１】英語教育には，「読む」，「書く」，「聞く」，「話す」の全ての要

素を取り入れるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-２】医療現場，研究室，学術集会などで必要とされる英語力を身

につけるための教育が行われるよう努めていること。 

【観点 ２-２-２-３】英語力を身につけるための教育が全学年にわたって行われて

いることが望ましい。（全学年は「自己評価21」では１～４年
次を対象とする） 
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(２-３) 医療安全教育 

【基準 ２-３-１】 

薬害・医療過誤・医療事故防止に関する教育が医薬品の安全使用の観点から行われてい

ること。 

【観点 ２-３-１-１】薬害，医療過誤，医療事故の概要，背景及びその後の対応に

関する教育が行われていること。 

【観点 ２-３-１-２】教育の方法として，被害者やその家族，弁護士，医療におけ

る安全管理者を講師とするなど，学生が肌で感じる機会提供

に努めるとともに，学生の科学的かつ客観的な視点を養うた

めの教育に努めていること。 

 

(２-４) 生涯学習の意欲醸成 

 （実務実習以降が有効と考えられるので「自己評価21」の対象外とする） 

【基準 ２-４-１】 

医療人としての社会的責任を果たす上での生涯学習の重要性を認識させる教育が行わ

れていること。 

【観点 ２-４-１-１】医療現場で活躍する薬剤師などにより医療の進歩や卒後研修

の体験談などに関する教育が行われていること。 

 

(２-５) 自己表現能力 

【基準 ２-５-１】 

自分の考えや意見を適切に表現するための基本的知識，技能及び態度を修得するため

の教育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-１】聞き手及び自分が必要とする情報を把握し，状況を的確に判

断できる能力を醸成する教育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-２】個人及び集団の意見を整理して発表できる能力を醸成する教

育が行われていること。 

【観点 ２-５-１-３】全学年を通して行われていることが望ましい。（全学年は「自

己評価21」では１～4年次を対象とする） 
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３ 薬学教育カリキュラム 

(３-１) 薬学教育モデル・コアカリキュラムの達成度 

【基準 ３-１-１】 

教育課程の構成と教育目標が，薬学教育モデル・コアカリキュラムに適合しているこ

と。 

【観点 ３-１-１-１】各科目のシラバスに一般目標と到達目標が明示され，それら

が薬学教育モデル・コアカリキュラムの教育目標に適合して

いること。 

 

【基準 ３-１-２】 

各到達目標の学習領域に適した学習方略を用いた教育が行われていること。 

【観点 ３-１-２-１】講義，演習，実習が有機的に連動していること。 

【観点 ３-１-２-２】医療現場と密接に関連付けるため，具体的な症例，医療現場

での具体例，製剤上の工夫などを組み込むよう努めているこ

と。 

【観点 ３-１-２-３】患者・薬剤師・他の医療関係者・薬事関係者との交流体制が

整備され，教育へ直接的に関与していることが望ましい。 

 

【基準 ３-１-３】 

各ユニットの実施時期が適切に設定されていること。 

【観点 ３-１-３-１】当該科目と他科目との関連性に配慮した編成を行い，効果的

な学習ができるよう努めていること。 

 

【基準 ３-１-４】 

薬剤師として必要な技能，態度を修得するための実習教育が行われていること。 

【観点 ３-１-４-１】科学的思考の醸成に役立つ技能及び態度を修得するため，実

験実習が十分に行われていること。 

【観点 ３-１-４-２】実験実習が，卒業実習や実務実習の準備として適切な内容で

あること。 

 

【基準 ３-１-５】 

学生の学習意欲が高まるような早期体験学習が行われていること。 

【観点 ３-１-５-１】薬剤師が活躍する現場などを広く見学させていること。 

【観点 ３-１-５-２】学生による発表会，総合討論など，学習効果を高める工夫が

なされていること。 
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 (３-２) 大学独自の薬学専門教育の内容 

【基準 ３-２-１】 

大学独自の薬学専門教育の内容が，理念と目標に基づいてカリキュラムに適確に含まれ

ていること。 

【観点 ３-２-１-１】大学独自の薬学専門教育として，薬学教育モデル・コアカリ

キュラム及び実務実習モデル・コアカリキュラム以外の内容

がカリキュラムに含まれていること。 

【観点 ３-２-１-２】大学独自の薬学専門教育内容が，科目あるいは科目の一部と

して構成されており，シラバス等に示されていること。 

【観点 ３-２-１-３】学生のニーズに応じて，大学独自の薬学専門教育の時間割編

成が選択可能な構成になっているなど配慮されていることが

望ましい。 

 

 (３-３) 薬学教育の実施に向けた準備 

【基準 ３-３-１】 

学生の学力を，薬学教育を効果的に履修できるレベルまで向上させるための教育プロ

グラムが適切に準備されていること。 

【観点 ３-３-１-１】個々の学生の入学までの履修状況等を考慮した教育プログラ

ムが適切に準備されていること。 

【観点 ３-３-１-２】観点３-３-１-１における授業科目の開講時期と対応する専門

科目の開講時期が連動していること。 
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４ 実務実習 

(４-１) 実務実習事前学習 

【基準 ４-１-１】 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに適合し，実務実習事前学習が適切に

行われていること。 

 

【基準 ４-１-２】 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに基づいて設定されて

いること。 

 

【基準 ４-１-３】 

実務実習事前学習に関わる指導者が，適切な構成と十分な数であること。 

 

【基準 ４-１-４】 

実施時期が適切に設定されていること。 

【観点 ４-１-４-１】実務実習における学習効果が高められる時期に設定されてい

ること。 

【観点 ４-１-４-２】実務実習の開始と実務実習事前学習の終了が離れる場合には，

実務実習の直前に実務実習事前学習の到達度が確認されてい

ることが望ましい。 

 

(４-２) 薬学共用試験 

【基準 ４-２-１】 

実務実習を履修する全ての学生が薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を通じて実務実習を

行うために必要な一定水準の能力に達していることが確認されていること。 

 

【基準 ４-２-２】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）を適正に行う体制が整備されていること。 

【観点 ４-２-２-１】薬学共用試験センターの「実施要綱」（仮）に沿って行われて

いること。 

【観点 ４-２-２-２】学内のCBT委員会およびOSCE委員会が整備され，機能している

こと。 

【観点 ４-２-２-３】CBTおよびOSCEを適切に行えるよう，学内の施設と設備が充実

していること。 
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【基準 ４-２-３】（平成22年4月以降になるべく早く自己点検・自己評価を行い公表する） 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施結果が公表されていること。 

【観点 ４-２-３-１】実施時期，実施方法，受験者数，合格者数及び合格基準が公

表されていること。 

【観点 ４-２-３-２】実習施設に対して，観点４-２-３-１の情報が提供されている

こと。 

 

【基準 ４-２-４】 

薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施体制の充実に貢献していること。 

【観点 ４-２-４-１】CBT問題の作成と充実に努めていること。 

【観点 ４-２-４-２】OSCE評価者の育成等に努めていること。 

 

(４-３) 病院・薬局実習 

【基準 ４-３-１】 

実務実習の企画・調整，責任の所在，病院・薬局との緊密な連携等，実務実習を行う

ために必要な体制が整備されていること。 

【観点 ４-３-１-１】実務実習委員会が組織され，機能していること。 

【観点 ４-３-１-２】薬学部の全教員が積極的に参画していることが望ましい。 

 

【基準 ４-３-２】（21年度は実務実習実施前であるので「自己評価21」の対象外とする） 

教育目標が実務実習モデル・コアカリキュラムに準拠して設定され，実務実習が適切

に実施されていること。 

 

【基準 ４-３-３】（21年度は実務実習実施前であるので「自己評価21」の対象外とする） 

学習方法，時間，場所等が実務実習モデル・コアカリキュラムに準拠して実施されて

いること。 

【観点 ４-３-３-１】実務実習の期間は５ヶ月以上であり，病院と薬局における実

務実習の期間が各々標準（2.5ヶ月）より原則として短くなら

ないこと。 

 

【基準 ４-３-４】 

学生の病院・薬局への配属が適正になされていること。 

【観点 ４-３-４-１】学生の配属決定の方法と基準が事前に提示され，配属が公正

に行われていること。 

【観点 ４-３-４-２】学生の配属決定に際し，通学経路や交通手段への配慮がなさ

れていること。 

【観点 ４-３-４-３】遠隔地における実習が行われる場合は，大学教員が当該学生

の実習及び生活の指導を十分行うように努めていること。 
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【基準 ４-３-５】（21年度は実務実習実施前であるので「自己評価21」の対象外とする） 

実習先の指導者と学部・学科との間で適切な連携が行われていること。 

【観点 ４-３-５-１】事前打ち合わせ，巡回，実習指導，評価およびそのフィード

バックなどにおいて適切な連携がとられていること。 

 

【基準 ４-３-６】（21年度は実務実習実施前であるので「自己評価21」の対象外とする） 

実習先の指導者との間の連絡を踏まえて学生を適切に指導監督していること。 

【観点 ４-３-６-１】実習先の指導者との間で，学生による関連法令の遵守や，守

秘義務等に関する適切な指導監督についてあらかじめ協議し，

その確認方法が整備されていること。 

【観点 ４-３-６-２】実務実習において，学生による関連法令の遵守が確保されて

いることが確認されていること。 

 

【基準 ４-３-７】（21年度は実務実習実施前であるので「自己評価21」の対象外とする） 

評価基準を設定して，学生と実習先の指導者に事前に提示したうえで，実習先の指導

者との連携の下，適正な評価が行われていること。 

 

【基準 ４-３-８】（21年度は実務実習実施前であるので「自己評価21」の対象外とする） 

学生，実習先の指導者，教員の間で，実習内容，実習状況及びその成果に関する評価

のフィードバックが，実習期間中に適切に行われていること。 
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５ 問題解決能力の醸成のための教育 

 (５-１) 自己研鑽・参加型学習 

【基準 ５-１-１】 

全学年を通して，自己研鑽・参加型の学習態度の醸成に配慮した教育が行われているこ

と。 

【観点 ５-１-１-１】学生が能動的に学習に参加するよう学習方法に工夫がなされ

ていること。 

【観点 ５-１-１-２】１クラスあたりの人数や演習・実習グループの人数が適正で

あること。 

 

【基準 ５-１-２】 

充実した自己研鑽・参加型学習を実施するための学習計画が整備されていること。 

【観点 ５-１-２-１】自己研鑽・参加型学習が，全学年で実効を持って行われるよ

う努めていること。（全学年は「自己評価21」では１～4年次） 

【観点 ５-１-２-２】自己研鑽・参加型学習の単位数が卒業要件単位数（但し，実

務実習の単位は除く）の１／１０以上となるよう努めている

こと。 

【観点 ５-１-２-３】自己研鑽・参加型学習とは、問題立脚型学習（PBL）や卒業研

究などをいう。  

 

(５-２)卒業研究の実施 

 （卒業研究の実施に関する自己点検・自己評価は本評価において実施） 

【基準 ５-２-１】 

研究課題を通して，新しい発見に挑み，科学的根拠に基づいて問題点を解決する能力を

修得し，それを生涯にわたって高め続ける態度を養うための卒業研究が行われているこ

と。 

【観点 ５-２-１-１】薬学の知識を総合的に理解し，医療・社会に貢献する技能，

態度の醸成につながる研究課題を取り上げるよう努めている

こと。 

【観点 ５-２-１-２】卒業実習カリキュラム（日本薬学会）に準拠して，問題解決

能力を醸成するためのプログラムが立案され，実行されてい

ることが望ましい。 

【観点 ５-２-１-３】卒業研究が必修単位とされており，実施時期及び実施期間が

適切に設定されていること。 

【観点 ５-２-１-４】学部・学科が主催する卒業研究発表会が開催され，卒業論文

が作成されていること。 

【観点 ５-２-１-５】卒業研究発表会は公開されていることが望ましい。 
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学生 

６ 学生の受入 

【基準 ６-１】 

教育の理念と目標に照らしてアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）が設定さ

れ，公表されていること。 

【観点 ６-１-１】アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を設定するための

責任ある体制がとられていること。 

【観点 ６-１-２】入学志願者に対して，アドミッション・ポリシーなど学生の受入

に関する情報が事前に周知されていること。 

 

【基準 ６-２】 

学生の受入に当たって，入学志願者の適性及び能力が適確かつ客観的に評価されている

こと。 

【観点 ６-２-１】責任ある体制の下，入学者の適性及び能力の評価など学生の受入

に関する業務が行われていること。 

【観点 ６-２-２】入学者選抜に当たって，入学後の教育に求められる基礎学力が適

確に評価されていること。 

【観点 ６-２-３】医療人としての適性を評価するため，入学志願者に対する面接が

行われていることが望ましい。 

 

【基準 ６-３】 

入学者定員が，教育の人的・物的資源の実情に基づいて適正に設定されていること。 

【観点 ６-３-１】適正な教育に必要な教職員の数と質が適切に確保されていること

（「9．教員組織・職員組織」参照）。 

【観点 ６-３-２】適正な教育に必要な施設と設備が適切に整備されていること（「10．

施設・設備」参照）。 

 

【基準 ６-４】 

学生数が所定の定員数と乖離しないこと。 

【観点 ６-４-１】入学者の受入数について，所定の入学定員数を上回っていないこ

と。 

【観点 ６-４-２】入学者を含む在籍学生数について，収容定員数と乖離しないよう

努めていること。 
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７ 成績評価・修了認定 

【基準 ７-１】 

成績評価が，学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして，次に

掲げる基準に基づいて行われていること。 

（５） 成績評価の基準が設定され，かつ学生に周知されていること。 

（６） 当該成績評価基準に従って成績評価が行われていること。 

（５） 成績評価の結果が，必要な関連情報とともに当事者である学生に告知され

ていること。 

 

【基準 ７-２】 

履修成果が一定水準に到達しない学生に対し，原則として上位学年配当の授業科目の履

修を制限する制度が採用されていること。 

【観点 ７-２-１】進級要件（進級に必要な修得単位数及び成績内容），留年の場合

の取り扱い（再履修を要する科目の範囲）等が決定され，学生に

周知されていること。 

 

【基準 ７-３】（一期生がまだ4年次であるため「自己評価21」の対象外とする） 

公正かつ厳格な卒業認定が行われていること。 
【観点 ７-３-１】卒業認定に当たっては，単なる知識の修得の確認に留まらず，将

来の医療人に相応しい技能や態度の修得も確認されていること
が望ましい。 
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８ 学生の支援 

(８-１) 修学支援体制 

【基準 ８-１-１】 

学生が在学期間中に教育課程上の成果を上げられるよう，履修指導の体制がとられてい

ること。 

【観点 ８-１-１-１】入学者に対して，薬学教育の全体像を俯瞰できるような導入

ガイダンスが適切に行われていること。 

【観点 ８-１-１-２】入学前の学習状況に応じて，薬学準備教育科目の学習が適切

に行われるように，履修指導がなされていること。 

【観点 ８-１-１-３】履修指導（実務実習を含む）において，適切なガイダンスが

行われていること。 

 

【基準 ８-１-２】 

教員と学生とのコミュニケーションを十分に図るための学習相談・助言体制が整備され

ていること。 

【観点 ８-１-２-１】担任・チューター制度やオフィスアワーなどが整備され，有

効に活用されていること。 

 

【基準 ８-１-３】 

学生が在学期間中に薬学の課程の履修に専念できるよう，学生の経済的支援及び

修学や学生生活に関する相談・助言，支援体制の整備に努めていること。 

【観点 ８-１-３-１】学生の健康相談（ヘルスケア，メンタルケアなど），生活

相談，ハラスメントの相談等のために，保健センター，学

生相談室を設置するなど必要な相談助言体制が整備され，

周知されていること。 

【観点 ８-１-３-２】医療系学生としての自覚を持たせ，自己の健康管理のため

に定期的な健康診断を実施し，受診するよう適切な指導が

行われていること。 

 

【基準 ８-１-４】 

学習及び学生生活において，人権に配慮する体制の整備に努めていること。 

 

【基準 ８-１-５】 

学習及び学生生活において，個人情報に配慮する体制が整備されていること。 

 

【基準 ８-１-６】 

身体に障害のある者に対して，受験の機会が確保されるとともに，身体に障害のある学

生について，施設・設備上及び学習・生活上の支援体制の整備に努めていること。 
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【基準 ８-１-７】 

学生がその能力及び適性，志望に応じて主体的に進路を選択できるよう，必要な情報の

収集・管理・提供，指導，助言に努めていること。 

【観点 ８-１-７-１】学生がそれぞれの目指す進路を選択できるよう，適切な相談

窓口を設置するなど支援に努めていること。 

【観点 ８-１-７-２】学生が進路選択の参考にするための社会活動，ボランティア

活動等に関する情報を提供する体制整備に努めていること。 

 

【基準 ８-１-８】 

学生の意見を教育や学生生活に反映するための体制が整備されていること。 

【観点 ８-１-８-１】在学生及び卒業生に対して，学習環境の整備等に関する意見

を聴く機会を設け，その意見を踏まえた改善に努めているこ

と。 

【観点 ８-１-８-２】学習及び学生生活に関連する各種委員会においては，学生か

らの直接的な意見を聴く機会を持つことが望ましい。 

 

（８-２）安全・安心への配慮 

【基準 ８-２-１】 

 学生が安全かつ安心して学習に専念するための体制が整備されていること。 

【観点 ８-２-１-１】実習に必要な安全教育の体制が整備されていること。 

【観点 ８-２-１-２】実務実習に先立ち，必要な健康診断，予防接種などが実施さ

れていること。 

【観点 ８-２-１-３】各種保険（傷害保険，損害賠償保険等）に関する情報の収集・

管理が行われ，学生に対して加入の必要性等に関する適切な

指導が行われていること。 

【観点 ８-２-１-４】事故や災害の発生時や被害防止のためのマニュアルが整備さ

れ，講習会などの開催を通じて学生及び教職員へ周知されて

いること。 
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教員組織・職員組織 

９ 教員組織・職員組織 

 (９-１) 教員組織 

【基準 ９-１-１】 

理念と目標に応じて必要な教員が置かれていること。 

【観点 ９-１-１-１】大学設置基準に定められている専任教員（実務家教員を含む）

の数及び構成が恒常的に維持されていること。 

【観点 ９-１-１-２】教育の水準の向上をより一層図るために専任教員数（実務家教

員を含む）が大学設置基準に定められている数を大幅に超え

るよう努めていること（例えば，１名の教員（助手等を含む）

に対して学生数が１０名以内であることが望ましい）。 

【観点 ９-１-１-３】観点９-１-１-２における専任教員は教授，准教授，講師，助

教の数と比率が適切に構成されていることが望ましい。 

 

【基準 ９-１-２】 

専任教員として，次の各号のいずれかに該当し，かつ，その担当する専門分野に関する

教育上の指導能力と高い見識があると認められる者が配置されていること。 

（１）専門分野について，教育上及び研究上の優れた実績を有する者 

（２）専門分野について，優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有する者 

 

【基準 ９-１-３】 

理念と目標に応じて専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。 

【観点 ９-１-３-１】薬学における教育上主要な科目について，専任の教授又は准

教授が配置されていること。 

【観点 ９-１-３-２】教員の授業担当時間数は，適正な範囲内であること。 

【観点 ９-１-３-３】専任教員の年齢構成に著しい偏りがないこと。 

【観点 ９-１-３-４】教育上及び研究上の職務を補助するため，必要な資質及び能

力を有する補助者が適切に配置されていることが望ましい。 

 

【基準 ９-１-４】 

教員の採用及び昇任に関し，教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が

整備され，機能していること。 

【観点 ９-１-４-１】教員の採用及び昇任においては，研究業績のみに偏るこ

と無く，教育上の指導能力等が十分に反映された選考が

実施されていること。 
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（９-２） 教育・研究活動 

【基準 ９-２-１】 

理念の達成の基礎となる教育活動が行われており，医療及び薬学の進歩発展に寄与して

いること。 

【観点 ９-２-１-１】医療及び薬学の進歩発展に寄与するため，時代に即応したカ

リキュラム変更を速やかに行うことができる体制が整備され，

機能していること。 

【観点 ９-２-１-２】時代に即応した医療人教育を押し進めるため，教員の資質向

上を図っていること。 

【観点 ９-２-１-３】教員の資質向上を目指し，各教員が，その担当する分野につ

いて，教育上の経歴や経験，理論と実務を架橋する薬学専門

教育を行うために必要な高度の教育上の指導能力を有するこ

とを示す資料（教員の最近５年間における教育上又は研究上

の業績等）が，自己点検及び自己評価結果の公表等を通じて

開示されていること。 
【観点 ９-２-１-４】専任教員については，その専門の知識経験を生かした学外で

の公的活動や社会的貢献活動も自己点検及び自己評価結果の

公表等を通じて開示されていることが望ましい。 

 

【基準 ９-２-２】 

教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われ，医療及び薬学の進歩発展に

寄与していること。 

【観点 ９-２-２-１】教員の研究活動が，最近５年間における研究上の業績等で示

されていること。 

【観点 ９-２-２-２】最新の研究活動が担当する教育内容に反映されていることが

望ましい。 

 

【基準 ９-２-３】 

教育活動及び研究活動を行うための環境（設備，人員，資金等）が整備されていること。 

 

【基準 ９-２-４】 

専任教員は，時代に適応した教育及び研究能力の維持・向上に努めていること。 

【観点 ９-２-４-１】実務家教員については，その専門の知識経験を生かした医療

機関・薬局における研修などを通して常に新しい医療へ対応す

るために自己研鑽をしていること。 
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（９-３）職員組織 

【基準 ９-３-１】 

教育活動及び研究活動の実施を支援するための事務体制を有していること。 

【観点 ９-３-１-１】学部・学科の設置形態及び規模に応じて，職員配置を含む管

理運営体制が適切であること。 

【観点 ９-３-１-２】実務実習の実施を支援する事務体制・組織が整備され，職員

が適切に配置されていることが望ましい。 

 

(９-４) 教育の評価／教職員の研修 

【基準 ９-４-１】 

教育の状況に関する点検・評価及びその結果に基づいた改善・向上を図るための体制が

整備され，機能していること。 

【観点 ９-４-１-１】教育内容及び方法，教育の成果等の状況について，代表性が

あるデータや根拠資料を基にした自己点検・自己評価（現状

や問題点の把握）が行われ，その結果に基づいた改善に努め

ていること。 

【観点 ９-４-１-２】授業評価や満足度評価，学習環境評価などの学生の意見聴取

が行われ，学生による評価結果が教育の状況に関する自己点

検・自己評価に反映されるなど，学生が自己点検に適切に関

与していること。 

【観点 ９-４-１-３】教員が，評価結果に基づいて，授業内容，教材及び教授技術

などの継続的改善に努めていること。 

 

【基準 ９-４-２】 

教職員に対する研修（ファカルティ・ディベロップメント等）及びその資質の向上を図

るための取組が適切に行われていること。 
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施設・設備 

１０ 施設・設備 

(１０-１) 学内の学習環境 

【基準 １０-１-１】 

薬学教育モデル・コアカリキュラム及び薬学準備教育ガイドラインを円滑かつ効果的に

行うための施設・設備が整備されていること。 

【観点 １０-１-１-１】効果的教育を行う観点から，教室の規模と数が適正である

こと。 

【観点 １０-１-１-２】参加型学習のための少人数教育ができる教室が十分確保さ

れていること。 

【観点 １０-１-１-３】演習・実習を行うための施設（実験実習室，情報処理演習

室，動物実験施設，RI 教育研究施設，薬用植物園など）の

規模と設備が適切であること。 

 

【基準 １０-１-２】 

実務実習事前学習を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されているこ

と。 

【観点 １０-１-２-１】実務実習事前学習のための模擬薬局・模擬病室等として使

用する施設の規模と設備が適切であること。 

 

【基準 １０-１-３】 

卒業研究を円滑かつ効果的に行うための施設・設備が適切に整備されていること。 

 

【基準 １０-１-４】 

快適な学習環境を提供できる規模の図書室や自習室を用意し，教育と研究に必要な図

書および学習資料の質と数が整備されていること。 

【観点 １０-１-４-１】図書室は収容定員数に対して適切な規模であること。 

【観点 １０-１-４-２】常に最新の図書および学習資料を維持するよう努めている

こと。 

【観点 １０-１-４-３】快適な自習が行われるため施設（情報処理端末を備えた自

習室など）が適切に整備され，自習時間を考慮した運営が

行われていることが望ましい。 

 

(１０-２) 実務実習施設の学習環境 

【基準 １０-２-１】（事前の確認は文部科学省の設置審議会で平成21年度に審議予定） 

実務実習モデル・コアカリキュラムに適合した実務実習が，適正な指導者・設備を有す

る施設において行われていること。 
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外部対応（完成年度に向け新しい取組に期待し、「自己評価 21」の対象としない） 

１１ 社会との連携 

【基準 １１-１】 

医療機関・薬局等との連携の下，医療及び薬学の発展に貢献するよう努めていること。 

【観点 １１-１-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会，医師会などの関係団体及び行

政機関との連携を図り，医療や薬剤師等に関する課題を明確に

し，薬学教育の発展に向けた提言・行動に努めていること。 

【観点 １１-１-２】医療界や産業界との共同研究の推進に努めていること。 

【観点 １１-１-３】医療情報ネットワークへ積極的に参加し，協力していることが

望ましい。 

 

【基準 １１-２】 

薬剤師の卒後研修や生涯教育などの資質向上のための取組に努めていること。 

【観点 １１-２-１】地域の薬剤師会，病院薬剤師会などの関係団体との連携・協力

を図り，薬剤師の資質向上を図るための教育プログラムの開

発・提供及び実施のための環境整備に努めていること。 

 

【基準 １１-３】 

地域社会の保健衛生の保持・向上を目指し，地域社会との交流を活発に行う体制の整

備に努めていること。 

【観点 １１-３-１】地域住民に対する公開講座を定期的に開催するよう努めている

こと。 

【観点 １１-３-２】地域における保健衛生の保持・向上につながる支援活動などを

積極的に行っていることが望ましい。 

【観点 １１-３-３】災害時における支援活動体制が整備されていることが望ましい。 

 

【基準 １１-４】 

国際社会における保健衛生の保持・向上の重要性を視野に入れた国際交流に努めてい

ること。 

【観点 １１-４-１】英文によるホームページなどを開設し，世界への情報の発信と

収集が積極的に行われるよう努めていること。 

【観点 １１-４-２】大学間協定などの措置を積極的に講じ，国際交流の活性化のた

めの活動が行われていることが望ましい。 

【観点 １１-４-３】留学生の受入や教職員・学生の海外研修等を行う体制が整備さ

れていることが望ましい。 
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点検 

１２ 自己点検・自己評価 

【基準 １２-１】 

上記の諸評価基準項目に対して自ら点検・評価し，その結果を公表するとともに，教

育・研究活動の改善等に活用していること。 

【観点 １２-１-１】自己点検及び評価を行うに当たって，その趣旨に則した適切な

項目が設定されていること。 

【観点 １２-１-２】自己点検・評価を行う組織が設置されていること。 

【観点 １２-１-３】自己点検・評価を行う組織には，外部委員が含まれていること

が望ましい。 
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－お願い－ 

上記の「自己評価 21」実施概要（案）につきまして大学として検討して

いただき、ご意見があれば E-mail で日本薬学会事務局 kyoiku@pharm.or.jp

までお送り下さいますようお願い申し上げます。 

（締め切り平成 20 年 3 月 24 日） 
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参考資料７ 
 
 
 
 
 
 

「薬学教育評価に関する説明会」 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 3 月 5 日（西日本） 

平成 20 年 3 月 7 日（東日本） 



 

1 

参考資料７－１ 
 

文部科学省 大学評価研究委託事業 

 

薬学教育評価に関する説明会（西日本） 
 

《主催》 社団法人 日本薬学会 

《日時》 平成 20 年 3 月 5 日(水) 13：00～16：30 

《会場》 ホテルグランヴィア京都 3 階「源氏」 (ＪＲ京都駅 直結) 
 

《プログラム》 総合司会：小澤孝一郎（第三者評価実施小委員会委員） 

13:00～13:05 
開会に当たって                                                 冨士 薫 

第三者評価実施小委員会委員 

13:05～13:10 
薬学教育 6 年制と第三者評価                                       松谷 治 

文部科学省高等教育局医学教育課薬学教育専門官 

 

◆第一部     

13:10～14:40 
薬学教育（6 年制）第三者評価の実施に関する現状と問題点                          井上 圭三 

第三者評価実施小委員会委員長 

 

第三者評価と参加型実務実習                                       関野 秀人 

厚生労働省医薬食品局総務課薬事企画官 

 

「自己評価 21」の実施に向けて                                                  中村 明弘 

第三者評価実施小委員会委員 

 

14:40～15:00    休 憩 （コーヒーブレイク） 

 

◆第二部 座長：白幡 晶（第三者評価実施小委員会委員） 

15:00～16:30 
法科大学院における第三者評価とその効用                               由岐 和広 

日弁連法務研究財団理事         

実務薬剤師が薬学教育第三者評価に期待すること 

                                                           児玉 孝 

日本薬剤師会副会長 

16:30～16:35 
閉会に当たって                                                 井上 圭三 

第三者評価実施小委員会委員長 

 

◇連絡・問い合わせ先   日本薬学会総務課 薬学教育担当  e-mail:kyoiku@pharm.or.jp 



 

 

 

文部科学省 大学評価研究委託事業 

 

薬学教育評価に関する説明会（東日本） 
 

《主催》 社団法人 日本薬学会 

《日時》 平成 20 年 3 月 7 日(金) 13：00～16：30 

《会場》 東京国際フォーラム 「ホールＢ５」 (東京都千代田区丸の内 3 丁目 5-1) 
 

《プログラム》 総合司会：小澤孝一郎（第三者評価実施小委員会委員） 

13:00～13:05 
開会に当たって                                                内海 英雄 

日本薬学会会頭 

13:05～13:10 
薬学教育 6 年制と第三者評価                                      三浦 公嗣 

文部科学省高等教育局医学教育課長 

 

◆第一部     

13:10～14:40 
薬学教育（6 年制）第三者評価の実施に関する現状と問題点                          井上 圭三 

第三者評価実施小委員会委員長 

 

第三者評価と参加型実務実習                                       関野 秀人 

厚生労働省医薬食品局総務課薬事企画官 

 

「自己評価 21」の実施に向けて                                                   中村 明弘 

第三者評価実施小委員会委員 

 

14:40～15:00    休 憩 （コーヒーブレイク） 

 

◆第二部  座長：原 博（第三者評価実施小委員会委員） 

15:00～16:30 
法科大学院における第三者評価とその効用 

                                                           山本 崇晶 

日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局長 

実務薬剤師が薬学教育第三者評価に期待すること 

                                                                            児玉 孝 

日本薬剤師会副会長 

 

16:30～16:35 
閉会に当たって                                                  井村 伸正 

日本薬剤師研修センター理事長 

 

◇連絡・問い合わせ先   日本薬学会総務課 薬学教育担当  e-mail:kyoiku@pharm.or.jp 



 

 

参考資料７－２ 

「薬学教育評価に関する説明会」出席者 

 
○西日本説明会：出席者 87 名 

内訳：北海道大学大学院薬学研究科 2 名、日本大学薬学部 1 名、北陸大学薬学部 2 名、名古

屋市立大学大学院薬学研究科 1 名、岐阜薬科大学 1 名、京都薬科大学 6 名、京都大学大学

院薬学研究科 3 名、大阪大学大学院薬学研究科 2 名、大阪薬科大学 4 名、近畿大学薬学部 

2 名、摂南大学薬学部 3 名、武庫川女子大学薬学部 1 名、神戸薬科大学 4 名、神戸学院大学

薬学部 4 名、岡山大学薬学部 2 名、福山大学薬学部 1 名、徳島大学薬学部 2 名、徳島文理

大学薬学部 1 名、福岡大学薬学部 1 名、第一薬科大学 2 名、熊本大学大学院医学薬学研究

部 2 名、就実大学薬学部 4 名、九州保健福祉大学薬学部 2 名、広島国際大学薬学部 2 名、

徳島文理大学香川薬学部 3 名、金城学院大学薬学部 2 名、同志社女子大学薬学部 5 名、 

 横浜薬科大学 1 名、松山大学薬学部 1 名、長崎国際大学薬学部 2 名、大阪大谷大学薬学部 

7 名、安田女子大学薬学部 1 名、兵庫医療大学薬学部 3 名、姫路独協大学薬学部 1 名、 

立命館大学 1 名、 

京都大学附属病院 1 名、名古屋大学大学院理学研究科 1 名、宮崎大学医学部看護学科 1 名、

薬事日報社 1 名、その他の機関 1 名、 

 

○東日本説明会：出席者 99 名 

内訳：北海道薬科大学 2 名、北海道医療大学薬学部 2 名、東北薬科大学 2 名、東北大学大学

院薬学研究科 2 名、新潟薬科大学 4 名、東京大学大学院薬学研究科 2 名、東京薬科大学 3

名、明治薬科大学 3 名、昭和大学薬学部 2 名、昭和薬科大学 3 名、星薬科大学 3 名、東京

理科大学薬学部 1 名、共立薬科大学 2 名、北里大学薬学部 2 名、千葉大学大学院薬学研究

院 4 名、日本大学薬学部 1 名、東邦大学薬学部 1 名、城西大学薬学部 3 名、帝京大学薬学

部 3 名、静岡県立大学薬学部 1 名、富山大学薬学部 2 名、金沢大学薬学部 2 名、名城大学

薬学部 1 名、大阪大学大学院薬学研究科 1 名、広島大学大学院医歯薬学総合研究科 2 名、

九州大学大学院薬学研究院 2 名、長崎大学薬学部 2 名、武蔵野大学薬学部 1 名、帝京平成

大学薬学部 1 名、城西国際大学薬学部 2 名、千葉科学大学薬学部 2 名、日本薬科大学 2 名、

奥羽大学薬学部 2 名、国際医療福祉大学薬学部 3 名、愛知学院大学薬学部 3 名、崇城大学

薬学部 2 名、横浜薬科大学 2 名、高崎健康福祉大学薬学部 2 名、岩手医科大学薬学部 2 名、

いわき明星大学薬学部 2 名、 

 文部科学省 2 名、日本病院薬剤師会 1 名、日本薬剤師会 3 名、日本私立薬科大学協会 1 名、

慶應義塾大学看護医療学部 1 名、上武大学看護学部 1 名、東北福祉大学健康科学部保健看護

学科 2 名、じほう 1 名、その他の機関 3 名 

 



 

 

参考資料７－３ 

「薬学教育評価に関する説明会」における主な質疑応答 
 

【3月 5日西日本（京都）】 

薬学教育（6年制）第三者評価の実施 ―現状と問題点―  

Q: 評価は絶対評価か相対評価か？全国の評価結果一覧表は公開されるのか？ 

A: 絶対評価である。まとめた形での公開は考えていない。 

 

「自己評価 21」実施要綱（案）について 

Q: 「自己評価 21」11P 基準「7－2」履修成果が一定水準に到達していない学生に対し、原則とし

て上位学年配当の授業科目履修を制限する制度が採用されていること、とあるが制限する制度は教

育上良くないのではないか。留年した学生が大学に来なくなる。 

A: 基準と異なる制度を実施しており、その制度の方が有効であるとする場合、エビデンスを提示す

る必要がある。この基準の場合は、学生の学習効果が上がっていると言うエビデンスが必要である。 

Q: エビデンスが重要になってくるが、レポートなど学生に返却している場合はどうするのか。新年

度から対応するとして、PDF 等で残しておくことは可能か？ 

A: 今後エビデンスとなる資料を保存することが必要になる。基準観点に沿って、各大学でどの資料

をどのように保存していくか、学内で検討していただきたい。 

Q: A 大学ではレポートなど成績に関するエビデンスは個人情報保護の見地から１年間以上保管しな

いことになっている。どのように対応すべきか？ 

A: この後の講演で、日弁連由岐先生に法科大学院における第三者評価のお話をお願いするので、由

岐先生に本件について伺ってみたい。 

Q: B 大学では資料は保存することになっている。機関別の認証評価における資料と薬学教育評価に

おける資料の違いはどうなっているのか。可能であれば共通にしていただきたい。 

A: 自己評価実施要項で資料を例示することになるが、認証評価と薬学教育評価では異なる点も多く、

資料を共用できるかについては今後の検討課題とさせていただきたい。 

Q: 「自己評価 21」では、（2－4）生涯学習の意欲醸成を評価項目からはずしているが、1～4年間の

評価であっても薬剤師は生涯学習するという認識を早くから持つことは必要であるので、「自己評

価 21」の対象とすべきではないか。 

A: 重要なご指摘であり、各大学からの意見も参考に再検討したい。 

 

法科大学院における第三者評価とその効用―日弁連法務研究財団理事 由岐和広先生 

○個人情報とエビデンスとしての学生の成績に関する資料を残すことに関する回答 

  個人情報保護に関する誤解があるようだ。自ら漏洩しようとしない限り、試験問題などを保存して

も個人情報保護上の問題はない。成績評価に関する資料は国公立大では 5年間の保管を義務付けてい

る。法科大学院評価の場合、レポートまで保存することは要求していない。学生に試験の答案を返却

することは、学習効果を挙げる上で大事である。その場合、必ずコピーを取り、コピーを 5年間保存

することにしている。成績評価の基になる資料は保管するのは当然であり、大学において組織的に統

一した保管システムを構築する必要がある。 

○出席者からの追加コメント：先程は試験を 1年以上は保管しないと発言したが、それは研究室等で教

員が保管する場合のことで、個人情報漏洩の恐れがあるためである。大学のシステムとして保管する

ようにしたい。 



 

 

Q: 学生の授業評価で、対象科目の内容に対する学生の興味の有無で教員評価が低くなる場合があるが、

正当に評価するにはどうすればよいか。受講者数が少ない場合の評価をどうするか。 

A: 法科大学院では、科目間の受講者の偏りが生じないように規定している。学生による教員の評価が

低い場合は、訪問調査時に授業参観している。 

Q: 学生の授業アンケートを過度に評価していないか。 

A: 学生による評価をあまり問題にしていない。むしろ、FD の中で直していくことを考えた方が良い。 

 

 

【3 月 5 日東日本（東京）】 

 

薬学教育（6年制）第三者評価の実施 ―現状と問題点―  

Q:  6 年間の評価を受ける順番はどうなっているのか。早く認定を受けた大学がさっさと公表すると思

うが、どうか。 

A: 評価を受けようとする大学は機構に申請することになる。年によって 20 校であったり、2校であっ

たりと偏りが生じると対応が難しくなるので、評価機構が調整することになる。調整方法はまだ決ま

っていない。 

 

「自己評価 21」実施要綱（案）について 

Q: 「自己評価 21」の実施期間は平成 22 年 3 月末までとし、共用試験の結果公表を自己評価から時期

的にはずし 4月以降なるべく早い時期としているが、その理由はなにか。 

A: 実務実習が平成 22年度から始まるため、平成 21年度末には自己評価を終えて公表することとした。

各大学の共用試験の結果も公表する必要があるが、共用試験に関する詳細な日程が未定であり、平成

22 年 3 月末における自己評価書の公表に間に合うかどうか不明である。そこで、現時点での提案とし

て共用試験結果に関する公表は4月以降なるべく早い時期とした。自己評価書に含むことが望ましく、

遅くとも 4月には全大学の結果が公表されることが望ましいと思っている。 

Q: 平成22年3月末までのデータを取りまとめて、4～5月に公表することではいけないのかと考えた。

平成 22 年以降に点検するとあるが、第三者評価を行うと言うことか？ 

A: 評価するというよりは評価システムの点検を行う予定であり、評価基準や評価マニュアル等のブラ

ッシュアップを行うことを考えている。各大学を対象にすべての内容を点検することは困難であり、

点検のあり方についても今後検討していきたい。 

Q: 基準 4-2-1 CBT 問題の作成と充実に努める、とあるがどのような事を指すのか。 

A: 各大学に問題作成を依頼しているが、各大学で質の高い問題の作成に組織的として努めているかと

いう意味である。例えば、学内で委員会などを設置し、個々の教員が作成した問題のブラッシュアッ

プを行ってから提出するなど、良い問題作りのための組織的な取組みを問うている。いかに問題作り

をしているかが問題である。 

Q: 項目 11「社会との連携」を「自己評価 21」の対象外としているが、新しい 6 年制薬学教育におい

て社会との連携は重要であると考える。対象外とした根拠は何か。 

A: 平成 21 年度の自己評価で大学教員に過度の負担をかけないようにすることも考慮した結果、当該

項目については対象外にできる部分と位置付けて提案した。積極的に社会との連携を行っている大学

は、是非自己評価でアピールしていただきたい。また本日提案した「自己評価 21」実施概要（案）に

対する各大学からの意見を受けて、改めて検討したいと思っている。 



 

 

 

現場の薬剤師が薬学教育評価に期待すること―児玉 孝先生 

Q: 医療法が変わったことで教育にも影響があると思われる。薬学教育モデル・コアカリキュラムにな

い内容も出てきている。教育の現場に、新たに追加提案される学習内容はあるか。 

A: 薬学教育モデル・コアカリキュラムや実務実習モデル・コアカリキュラムは、医療や薬学の進歩発

展に対応してブラッシュアップする必要はあるが、ベーシックな教育内容としては良いカリキュラム

と考えている。基本的な内容は護りながら、新しいものを取り入れていくことが必要と考えている。

今後、在宅医療はとくに重要になると考えられ、地域で医・看護・薬が連携して対応していく必要が

ある分野であると考えている。 

 

法科大学院における第三者評価とその効用―日弁連法務研究財団認証評価事業部 

事務局長 山本嵩晶先生 

Q: 第三者評価の実施を先行している機関として、日弁連法務研究財団の取り組みは薬学教育評価に対

して大変参考になると思う。評価委員の構成が大学、法曹、一般有識者となっているが、大学の場合、

関連領域の大学人も入っているのか、また、一般有識者の選択が難しいと思うが、どうしているのか。 

A: 評価委員の中の大学人は法科大学院で直接教育に関与している教員であり、例えば経営学のような

関連領域の大学人は一般有識者に入れている。法科大学院認証評価パンフレットを参照して頂くと一

般有識者の顔ぶれが分かる。 

Ｑ: 法科大学院認証評価機関として 3機関あるが、それぞれ異なる基準で評価しているのか、 

  標準化を図ることはしないのか。 

A: 3 機関とも認証評価機関であるが、コンセプトの違いが評価基準にも反映されている。評価機関は

複数あって良く、多様な評価があって良いのではないかと言う考え方である。標準化は全く考えてい

ない。日弁連の評価機関は評価料が高い、難しいとの評判であったが、28 校が評価を受けている。 

Q: 評価チームの構成が明確になっていないが、やはり大学教員が中心で一般有識者は少ないのか。チ

ームの中心は誰か。 

A:  一般有識者の評価チームへの参加は時間的に困難な点がある。チームの主査は評価委員会委員が務

めている。 
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